
２ 事業者向け施策の現況 

 （把握した内容、手法等） 

事業者向け施策については、各法律において、その主な目的の一つである

消費者の利益の保護等を達成していくために、事業者に対し規制を課すとと

もに、関係行政機関が事業者に対し法執行・指導監督を行うことにより、そ

れを担保していくことが予定されている。また、これらが適切に運用される

ことにより、消費者と事業者との間の情報の質及び量、交渉力等の格差が是

正され、消費者被害の未然防止及び拡大防止が図られ、ひいては消費者取引

の適正化という効果が期待される。このため、法令改正の効果に加え、この

効果の発現に至る法執行・指導監督の過程や、それらの実施状況を以下のと

おり把握・分析した。 

 

① 消費者取引に関するトラブルに対応するため、事業者に対する行為規制

等を内容とする法令改正のうち、平成20年度以降に施行されたものについ

て、必要性及び有効性の観点から、その効果の発現状況を次の方法で把握

し、その効果を分析した。 

ⅰ）各府省が法令改正前に作成した規制の事前評価書や各府省への調査を

通じて、所期の目論見において想定していた効果及びその効果を測るた

めの指標を把握した。 

ⅱ）ⅰ）で把握した指標及び関連すると考えられる指標について、原則、

改正法令の施行前２年間及び施行後の推移を把握した。 

なお、所期の目論見において想定していた効果が主に消費者トラブル

の防止等にあることから、多くの法令改正において、これを測るための

指標として、相談件数が想定されている。このため、効果の分析の際に

は外部要因を考慮しつつ、相談件数が減少していれば消費者トラブルの

抑制が図られているものとした。 

ⅲ）地方支分部局及び都道府県の各法令に係る法執行・指導監督担当部署

（注）並びに都道府県及び市区の消費生活相談担当部署に対する実地調

査、並びに消費生活相談員に対する意識等調査により、効果の発現状況

の認識を把握した。 

 
（注） 法執行・指導監督担当部署とは、ⅰ）特定商取引法、ⅱ）宅地建物取引

業法（昭和27年法律第176号）、ⅲ）割賦販売法（昭和36年法律第159号）、
ⅳ）貸金業法（昭和58年法律第32号）、ⅴ）商品先物取引法（昭和25年法
律第239号）、ⅵ）金融商品取引法及びⅶ）老人福祉法（昭和38年法律第133
号）の各法律に基づく法執行・指導監督を担当している部署を指す。 

 

② 事業者向け施策が有効に機能するためには、法執行・指導監督担当部署

における的確な対応が重要になることから、各府省、地方支分部局及び都

道府県への実地調査により、効果の発現に至る法執行・指導監督の過程や、
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それらの実施状況を把握・分析した。 

-23-



(1) 特定商取引法に係る法改正の効果と法の執行状況等 

ア 法改正の動向とその効果 

(ｱ) 平成20年の特定商取引法改正 

 （要旨） 

特定商取引法の規制対象となっていない商品や役務の消費者被害が

後を絶たなかったこと等を背景として、平成20年に特定商取引法が改

正され、ⅰ）訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売における指定商品・

指定役務制の廃止、ⅱ）訪問販売の規制強化、ⅲ）通信販売の規制強

化等が行われた。 

本改正の効果の把握結果は、次のとおりである。 

① 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に関する相談件数は、規制

の事前評価で基準としている平成19年度と24年度を比較すると、８

万3,781件（16.5％）減少している。 

② 訪問販売における「強引」、「長時間勧誘」、「過量販売（注１）」又

は「次々販売（注２）」に関する相談件数は、規制の事前評価で基準

としている平成18年度と24年度を比較すると、１万1,687件（34.6％）

減少しており、当該相談件数の減少率は訪問販売市場の売上高の減

少率（28.7％）を上回っている。 

③ 通信販売（架空請求を除く。）における「ＤＭ広告」又は「返金」

に関する相談件数は、規制の事前評価で基準としている平成18年度

と24年度を比較すると、7,821件（25.1％）増加しているが、当該相

談件数の増加率は通信販売市場の売上高の増加率（47.0％）を下回

っている。 

④ ９経済産業局（沖縄総合事務局を含む。以下同じ。）及び26都道府

県の特定商取引法執行担当部署に対する実地調査では、本改正の効

果の発現状況について、91.4％が「大いに効果があった」又は「あ

る程度効果があった」と回答している。 

⑤ 消費生活相談員に対する意識等調査では、93.0％が消費者取引の

適正化に「大いに役立っていると思う」又は「どちらかといえば役

立っていると思う」と回答している。 

 

（注）１ 過量販売とは、通常必要とされる分量を著しく超える商品等の契約
を締結させる商法をいう。 

   ２ 次々販売とは、一人の消費者に対し、事業者が次々と必要のない商
品等を販売する商法をいう。複数の事業者が入れ替わり次々と販売す
るケースもある。 

 

ａ 改正の概要 

平成20年の特定商取引法改正の概要は、次のとおりである。 
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(a) 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売における指定商品・指定役

務制の廃止（平成21年12月施行） 

平成20年の改正前の特定商取引法では、訪問販売、通信販売及び

電話勧誘販売については、特定商取引に関する法律施行令（昭和51

年政令第295号。以下「特定商取引法施行令」という。）で指定され

た商品、役務及び権利を規制対象とする限定列挙方式がとられてい

たが、規制対象となっていない商品や役務の消費者被害が後を絶た

なかった。 

このため、原則全ての商品の販売又は役務の提供が規制対象とさ

れ、必要に応じて適用除外が設けられた。 

 

(b) 訪問販売の規制強化（平成21年12月施行） 

訪問販売については、消費者が執拗な勧誘を断りきれないまま契

約を締結させられたり、通常必要とされる分量を著しく超える商品

の売買契約や役務の提供契約（過量販売）を締結させられ被害が高

額となるなど消費者被害が多発していた。また、過量販売の類型と

して、一度でも不用意に取引をすると、断りづらい状況等から過剰

な量の商品等を購入する消費者として狙い打ちの対象とされ、次々

と商品等の契約（次々販売）を締結させられる消費者被害も発生し

ていた。 

このため、消費者が商品の売買契約や役務の提供契約を締結しな

い旨の意思を明確に表示した場合、その場において引き続き勧誘す

ることや再度来訪して同じ契約に関する勧誘をすること（再勧誘）

が禁止されるとともに、過量販売等が行われた場合に契約後１年間

は契約の解除等ができることとされた。 

 

(c) 通信販売の規制強化（平成20年12月、21年12月施行） 

通信販売については、その広告において返品に関する特約が表示

されていない場合や、表示されていたとしても特約の内容（条件や

プロセス等）が明確でないために、返品や商品の交換に関する消費

者トラブルが多発していた。 

このため、広告に契約の解除に関する特約が明確に表示されてい

る場合を除き、商品等を受け取った日から起算して８日以内であれ

ば、消費者の送料負担で契約の解除等ができることとされた。 

また、電子メール広告については、以前からオプトアウト規制（注）

を行っていたが、迷惑広告メールは増加していた。 

このため、オプトアウト規制が見直され、消費者が事業者からの

電子メール広告の送信を事前に承諾しない限り、電子メール広告の
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送信が原則的に禁止された（オプトイン規制）。 

 
（注） オプトアウト規制とは、電子メール広告の受信を拒否する意思を伝

えた消費者に対して一方的に電子メール広告を送りつけることを禁止
する規制をいう。 

 

ｂ 効果を測るための指標の推移等 

本改正に際し、経済産業省は、行政機関が行う政策の評価に関する

法律（平成13年法律第86号。以下「政策評価法」という。）第９条の

規定に基づき、規制の事前評価を実施しており、当該評価を参考とし

て本改正の効果の分析を行った結果は、次のとおりである。 

 

(a) 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売における指定商品・指定役

務制の廃止 

経済産業省の規制の事前評価書によると、図表２－(1)－①のとお

り、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された訪問販売、通信販売及び電話勧誘

販売に関する相談件数を、指定商品・指定役務制の廃止の効果を測

るための指標としており、その基準となる時点を平成19年度として

いる。 
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図表２－(1)－① 特定商取引法の適用を除外する対象を定める規

制の影響の事前評価 

◎ 特定商取引に関する法律の適用を除外する対象を定める規制の影

響の事前評価書（評価実施時期：平成20年12月）（抜粋） 

 

７．規制の便益 

現在、全国の消費生活センターが受付け、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録

された消費生活相談情報の総件数は約104万件である。そのうち、

訪問販売７、通信販売、電話勧誘販売に関する全相談件数は約50万

件発生している８。今回の改正案の実施によって、今後、そのうち

の特商法の規制対象となるか否かといった限定列挙方式の体系下

で発生していた問い合わせのうち、一定数の相談が減少すると考え

られる。 

＜相談件数の減少予想＞ 

○ 消費生活センターに寄せられた相談件数全体 … 約104万件の

うち、一定数の相談件数の減少が見込まれる。特に、  

・訪問販売 ・・・ 約１２万件   

・通信販売  ・・・約３３万件   の合計約５０万件のうち 

・電話勧誘販売・・・約 ５万件   一定数が減少する見込み 

また、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に係る相談について、

現在は、国全体として50万件の相談が寄せられているが、相談一件

あたりの販売契約の金額は平均して約133万円９である。仮にこの約

50万件のうち、約１割 10の５万件について事案の発生の減少や救済

が図られると予測した場合、推計で最大約665億円の便益が生ずる

試算となる。 

 
７ 「訪問販売」には、「家庭訪販」「アポイントメントセールス」「ＳＦ

商法」「キャッチセールス」などが含まれる。 
８ 平成19年度、消費生活年報2008より 
９ ＰＩＯ－ＮＥＴデータに寄せられた相談の平均契約購入金額より 
10 経済産業省の消費者相談室に寄せられた、平成19年度の訪問販売に

係る相談件数1768件の内、純粋に指定商品・指定役務に該当するか否
かを相談した事例が189件であることより（平成20年11月28日現在） 

（注）１ 下線は当省が付した。 
２ 「相談件数」には、特定商取引法の適用除外の商品等に係る相談も含

まれる。 

 

ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された訪問販売、通信販売及び電話勧誘販

売に関する相談件数は、図表２－(1)－②のとおり、平成19年度は50

万7,576件であったのに対し、24年度は42万3,795件と、８万3,781

件（16.5％）減少している。 

また、経済産業省の規制の事前評価の考え方に則して、平成19年

度における訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に関する相談１件

当たりの平均契約購入金額約63万円（注）に上記の相談件数の減少

分である８万3,781件を乗じて試算すると、約528億円の便益が発生
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したこととなる。 

 
（注） ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成25年５

月31日までの登録分）によるものである。 
なお、経済産業省の規制の事前評価では、相談全体の平均契約購入

金額（約133万円）を用いているが、ここでは訪問販売、通信販売及び
電話勧誘販売に関する相談の平均契約購入金額（約63万円）を用いて
いる。 

 

図表２－(1)－② ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された訪問販売、通信販売及び電話勧

誘販売に関する相談件数の推移と主な施策等の動き 
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（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成25年５月

31日までの登録分）によるものである。 

 

しかし、本改正の効果を測るための指標の基準となる時点である

平成19年度の訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に関する相談件

数は、18年度と比較すると、６万1,384件（10.8％）減少しており、
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本改正が19年度以降の相談件数の減少にどの程度影響を及ぼしたか

までは分からなかった。 

なお、経済産業省の消費者相談室が受け付けた訪問販売、通信販

売及び電話勧誘販売に関する相談件数は、図表２－(1)－③のとお

り、平成19年度は4,949件であったのに対し、24年度は3,204件と、

1,745件（35.3％）減少している。 

 

図表２－(1)－③ 経済産業省の消費者相談室が受け付けた訪問販売、通信

販売及び電話勧誘販売に関する相談件数の推移 

 
（注） 経済産業省の資料に基づき、当省が作成した。 

 

(b) 訪問販売の規制強化 

経済産業省の規制の事前評価書によると、図表２－(1)－④のとお

り、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された訪問販売における「強引・長時間

勧誘」又は「過量販売・次々販売」に関する相談件数を、訪問販売

の規制強化による効果を測るための指標としており、その基準とな

る時点を平成18年度としている。 
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図表２－(1)－④ 悪質商法対策に関する訪問販売規制の強化に係

る事前評価 

◎ 悪質商法対策に関する訪問販売規制の強化に係る事前評価書（評価

実施時期：平成20年２月）（抜粋） 

 

７．規制の便益 

現在、我が国における訪問販売に関する全相談件数は以下のとお

り約14万件発生している（ＰＩＯ－ＮＥＴデータ（平成18年度））。

そのうち、直接今回規制の目的にかかる相談件数は、約５万３千件

と想定されているが、今回改正案の実施によって、今後、そのうち

の一定数の相談が減少すると考えられる。 

○ 訪問販売に関する相談件数全体 ･･･ 約14万件のうち、一定

数の相談件数の減少が見込まれる。特に、 

・強引・長時間勧誘…３万５千件    の合計３万４千件のうち 

   一定数が減少する見込み 

・過量販売・次々販売…１万１千件   （重複分調整） 

                    

また、過量販売（次々販売含む）に係る相談については、現在は、

国全体として１万１千件の相談が寄せられているが、一件あたりの

契約金額は平均して約163万円７であることから、推計で最大約180

億円の規模の消費者トラブルについて救済が図られる試算となる。 

 
７ ただし、消費者からの申し出による。（ＰＩＯ－ＮＥＴデータより） 

（注）１ 下線は当省が付した。 
２ 「相談件数」には、特定商取引法の適用除外の商品等に係る相談も含

まれる。 

 

ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された訪問販売における「強引」、「長時間

勧誘」、「過量販売」又は「次々販売」に関する相談件数は、図表２

－(1)－⑤のとおり、平成18年度は３万3,815件であったのに対し、

24年度は２万2,128件と、１万1,687件（34.6％）減少している。ま

た、訪問販売市場の売上高は、平成18年度は２兆4,490億円であった

のに対し、24年度は１兆7,470億円と、7,020億円（28.7％）減少し

ており、「強引」、「長時間勧誘」、「過量販売」又は「次々販売」に関

する相談件数の18年度から24年度までの減少率（34.6％）は、訪問

販売市場の売上高の減少率（28.7％）を上回っている。 
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図表２－(1)－⑤ 訪問販売における「強引」、「長時間勧誘」、「過量販売」又は

「次々販売」に関する相談件数及び訪問販売市場の売上高（推

計値）の推移 

 
（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成25年５月

31日までの登録分）によるものである。 
３ 訪問販売市場の売上高は、公益社団法人日本訪問販売協会の資料によるものであ

る。同協会の正会員の訪問販売売上高を基にした推計値であり、自動車、新聞、医薬
品、食料品の訪問販売売上高及び百貨店の外商の売上高は含まれていない。 

 

また、訪問販売における「過量販売」又は「次々販売」に関する

相談件数は、図表２－(1)－⑥のとおり、平成18年度は１万1,229件

であったのに対し、24年度は4,645件と、6,584件（58.6％）減少し

ており、経済産業省の規制の事前評価の考え方に則して、その減少

分に18年度における同相談１件当たりの平均契約購入金額約164万

円（注）を乗じて試算すると約108億円の規模の消費者トラブルにつ

いて救済が図られたこととなる。 

 
（注） ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成25年５

月31日までの登録分）によるものである。経済産業省の規制の事前評
価と集計時点が異なるため、平均契約購入金額には差がある。 
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図表２－(1)－⑥ 訪問販売における「過量販売」又は「次々販売」に関する相

談件数の推移 

 
（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成25年５月
31日までの登録分）によるものである。 

 

(c) 通信販売の規制強化 

経済産業省の規制の事前評価書によると、図表２－(1)－⑦のとお

り、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された通信販売（架空請求を除く。）にお

ける「ＤＭ広告」又は「返金」に関する相談件数を、通信販売の規

制強化の効果を測るための指標としており、その基準となる時点を

平成18年度としている。 

 

図表２－(1)－⑦ インターネット取引の進展に伴う通信販売規制

の強化に係る事前評価 

◎ インターネット取引の進展に伴う通信販売規制の強化に係る事前

評価書（評価実施時期：平成20年３月）（抜粋） 

 

７．規制の便益 

○ 通信販売に関する相談件数全体（不当請求を除く）･･･約11万

件のうち、一定数の相談減少が見込まれる。特に、 

   ・ ＤＭ広告･･･１万７千件 

  

   ・ 返金  ･･･１万１千件  

（注）１ 下線は当省が付した。 
２ 「相談件数」には、特定商取引法の適用除外の商品等に係る相談も含

まれる。 

 

ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された通信販売（架空請求を除く。）におけ

る「ＤＭ広告」又は「返金」に関する相談件数は、図表２－(1)－⑧

のとおり、平成18年度は３万1,188件であったのに対し、24年度は３

万9,009件と、7,821件（25.1％）増加している。 

一方、通信販売市場の売上高は、平成18年度は３兆6,800億円であ

ったのに対し、24年度は５兆4,100億円と、１兆7,300億円（47.0％）
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増加しており、「ＤＭ広告」又は「返金」に関する相談件数の18年度

から24年度までの増加率（25.1％）は、通信販売市場の売上高の増

加率（47.0％）を下回っている。 

 

図表２－(1)－⑧ 通信販売における「ＤＭ広告」又は「返金」に関する相談件

数及び通信販売市場の売上高（推計値）の推移 

 
（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成25年５月

31日までの登録分）によるものである。 
３ 通信販売市場の売上高は、公益社団法人日本通信販売協会の資料によるものであ

る。同協会の会員の売上高等に各種調査から推計できる有力な非会員（約180事業者）
の売上高を加えた推計値である。 

４ 経済産業省の規制の事前評価では、平成20年２月までにＰＩＯ－ＮＥＴに登録され
た全国の消費生活相談情報を用いているのに対し、ここでは25年５月31日までに登録
された情報を用いているため、相談件数には差がある。 

 

ｃ 地方支分部局及び都道府県に対する実地調査結果 

本改正の効果の発現状況の認識について、９経済産業局及び26都道

府県の特定商取引法執行担当部署を調査したところ、図表２－(1)－

⑨のとおり、「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」

と回答しているものは、91.4％となっている。 

 

図表２－(1)－⑨ 特定商取引法執行担当部署における本改正効果の

発現状況についての回答結果 

（単位：機関、％） 

回答区分 経済産業局数 都道府県数 計 

大いに効果があった 1（ 11.1） 8（ 30.8） 
32（ 91.4） 

ある程度効果があった 8（ 88.9） 15（ 57.7） 
あまり効果がなかった 0（  0.0） 2（  7.7） 

 2（  5.7） 
効果はなかった 0（  0.0） 0（  0.0） 
分からない 0（  0.0） 1（  3.8）  1（  2.9） 

計 9（ 100 ） 26（ 100 ） 35（ 100 ） 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ （ ）内は、計に対する割合である。 
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また、「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回

答した理由は、図表２－(1)－⑩のとおり、「相談件数が減少している

ため」（59.4％）が最も多く、次いで、「特定商取引法の執行の対象範

囲が拡大したため」（28.1％）となっている。 

        

図表２－(1)－⑩ 「大いに効果があった」又は「ある程度効果があっ

た」と回答した理由 

（単位：機関、％） 

区  分 機関数 

「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」

と回答した機関数 
32  

 相談件数が減少しているため 19 (59.4) 

 特定商取引法の執行の対象範囲が拡大したため 9 (28.1) 

 その他 5 (15.6) 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 複数回答のため、理由ごとの機関数の合計は、回答した機関数と一致し

ない。 
３ （ ）内は、「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と

回答した32機関に対する割合である。 

 

ｄ 消費生活相談員に対する意識等調査結果 

消費生活相談員に対する意識等調査において、本改正は消費者取引

の適正化にどの程度役立っていると思うかと尋ねたところ、図表２－

(1)－⑪のとおり、「大いに役立っていると思う」又は「どちらかとい

えば役立っていると思う」と回答した者が、合わせて93.0％となって

いる。 

 

図表２－(1)－⑪ 消費生活相談員に対する意識等調査結果（平成20年の特定商

取引法改正の評価） 

 
（注）１ 消費生活相談員に対する意識等調査結果に基づき、当省が作成した。 

 ２ 割合については、小数第２位を四捨五入しているため、合計が100にならない。 

①大いに役立っ 

ていると思う 

64.0  
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0.0  
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2.8  

無回答 

1.7  

n=2,355

 平成20年特定商取引法改正は消費者取引の適正化にどの程度役立っていると思います

か。当てはまる選択肢をお選びください。                       （％） 
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また、「大いに役立っていると思う」又は「どちらかといえば役立っ

ていると思う」と回答し、その理由欄に記載があったもののうち、

59.5％が、指定商品・指定役務制の廃止により、クーリング・オフの

対象範囲が拡大し被害救済を図りやすくなったなど消費者相談の対応

面での効果を挙げている。 

一方で、上記設問に関し、消費者被害が多いものの特定商取引法が

適用されない商品、役務及び権利について、規制対象とすることを望

むとの意見もみられた。 
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(ｲ) 平成24年の特定商取引法改正 

 （要旨） 

全国の消費生活センター等に寄せられる「貴金属等の訪問買取り」

に関する相談が急増したこと等を背景として、平成24年に特定商取引

法が改正され、特定商取引の規制対象に訪問購入が追加された。 

本改正の効果の把握結果は、次のとおりである。 

① 「貴金属等の訪問買取り」に関する相談件数は、改正に向けた一

連の措置に伴い、改正特定商取引法の施行前から減少し、相談件数

が最も多い平成23年度と本改正法が施行された24年度を比較する

と、1,512件（36.4％）減少している。 

② ９経済産業局、26都道府県及び64市区に対する実地調査では、本

改正の効果の発現状況について、経済産業局及び都道府県の特定商

取引法執行担当部署の45.7％、都道府県及び市区の消費生活相談担

当部署の56.7％が「大いに効果があった」又は「ある程度効果があ

った」と回答している。 

一方、改正特定商取引法の施行後間もないこと等から、経済産業

局及び都道府県の特定商取引法執行担当部署の51.4％、都道府県及

び市区の消費生活相談担当部署の43.3％が「分からない」と回答し

ている。 

③ 消費生活相談員に対する意識等調査では、85.0％が消費者取引の

適正化に「大いに役立っていると思う」又は「どちらかといえば役

立っていると思う」と回答している。 

一方で、上記設問に関し、自動車など規制対象外の物品について、

規制対象とすることを望むとの意見もみられた。 

 

なお、本改正に関しては、消費者委員会による内閣総理大臣への答

申（平成25年１月23日）において、「規制対象外物品等において消費者

被害が拡大すると認められる場合には、これを訪問購入規制の適用対

象とすることも含め、必要な見直しを機動的に行うこと」との指摘が

なされている。 

 

ａ 改正の概要 

平成22年度から23年度にかけて、全国の消費生活センター等に寄せ

られる「貴金属等の訪問買取り」に関する相談が急増した。 

このため、平成24年に特定商取引法が改正（25年２月施行）され、

特定商取引の規制対象に訪問購入が追加された。また、原則全ての物

品が規制対象とされ、特定商取引法施行令で規制対象外の物品（注１）

が定められた。さらに、訪問購入を行う事業者に対し、氏名等の明示
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義務、不招請勧誘の禁止（注２）等の規制が課されるとともに、訪問

購入に係る売買契約の申込みや締結が行われた場合であっても、法定

書面を受領した日から起算して８日以内であれば、当該売主である消

費者は書面での申込みの撤回や契約の解除ができることとされた。 

 
（注）１ 規制対象外の物品とは、自動車（二輪のものを除く。）、家庭用電気

機械器具（携行が容易なものを除く。）、家具、書籍、有価証券、レコ
ードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、
影像又はプログラムを記録した物である。 

２ 特定商取引法では、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘
の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売
買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認
してはならないとされている。 

 

また、本改正に関しては、消費者委員会による内閣総理大臣への答

申（平成25年１月23日）において、「規制対象外物品等において消費

者被害が拡大すると認められる場合には、これを訪問購入規制の適用

対象とすることも含め、必要な見直しを機動的に行うこと」との指摘

がなされている。 

 

ｂ 効果を測るための指標の推移等 

本改正に際し、消費者庁は、政策評価法第９条の規定に基づき、規

制の事前評価を実施しており、当該評価を参考として本改正の効果の

分析を行った結果は、次のとおりである。 

 

消費者庁の規制の事前評価書では、図表２－(1)－⑫のとおり、消

費者利益の保護を規制の便益としている。 

 

図表２－(1)－⑫ 訪問購入の規制内容の整備に係る規制の事前評価 

◎ 規制の事前評価書（訪問購入に係る規制内容の整備）（評価実施時期：

平成24年12月）（抜粋） 

 

６．規制の便益 

訪問購入をめぐる消費者トラブルに対して、より実効的な法執行が可

能となり、取引の適正化と消費者被害の未然防止により、消費者利益の

保護が可能となる。 

（注） 下線は当省が付した。 

 

ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された「貴金属等の訪問買取り」に関する相

談件数は、図表２－(1)－⑬のとおり、相談件数が最も多い平成23年

度は4,149件であったのに対し、本改正法が施行された24年度は2,637

件と、1,512件（36.4％）減少している。 
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図表２－(1)－⑬ 「貴金属等の訪問買取り」に関する相談件数の推移 

 
（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平
成25年９月30日までの登録分）によるものである。 

３ 平成24年度の相談件数は、特定商取引法の改正に伴い、25年２月21日か
らＰＩＯ－ＮＥＴに「訪問購入（販売購入形態）」が新設されたため、同
年２月21日以降の相談件数（293件）と同年２月20日以前の相談件数（2,344
件）とでは集計方法が異なる。 

 

また、平成22年４月から25年８月までの「貴金属等の訪問買取り」

に関する相談件数の推移を月別でみると、図表２－(1)－⑭のとおり、

22年度後半から大きく増加し、23年３月の590件をピークとして減少

し、24年３月の改正特定商取引法案の国会提出時には268件まで減少

している。その後は200件前後で推移している。 

 
（注） 本改正の効果を分析するために、規制対象の物品及び規制対象外の物

品に係る訪問買取りに関する相談件数について、本改正法の施行前後で
比較しようとしたが、施行前の規制対象外の物品に係る相談件数の詳細
な集計はできなかった。 
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図表２－(1)－⑭ 「貴金属等の訪問買取り」に関する月別相談件数の推移及び

主な施策等の動き 
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（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成25年９月

30日までの登録分）によるものである。 
３ 特定商取引法の改正に伴い、平成25年２月21日からＰＩＯ－ＮＥＴに「訪問購入（販

売購入形態）」が新設されたため、同年２月21日以降の相談件数と同年２月20日以前
の相談件数とでは集計方法が異なる。 

 

ｃ 地方支分部局、都道府県等に対する実地調査結果 

本改正の効果の発現状況の認識について､９経済産業局及び26都道

府県の特定商取引法執行担当部署並びに26都道府県及び64市区の消

費生活相談担当部署を調査したところ、図表２－(1)－⑮及び⑯のと

おり、「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回答

しているものは、特定商取引法執行担当部署では45.7％、消費生活相

談担当部署では56.7％となっている。 

一方、改正特定商取引法の施行後間もないこと等から「分からない」

と回答しているものは、特定商取引法執行担当部署では51.4％、消費

生活相談担当部署では43.3％となっている。 
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図表２－(1)－⑮ 特定商取引法執行担当部署における本改正効果の

発現状況についての回答結果 

（単位：機関、％） 

回答区分 経済産業局数 都道府県数 計 

大いに効果があった 0（  0.0） 4（ 15.4） 
16（ 45.7） 

ある程度効果があった 0（  0.0） 12（ 46.2） 
あまり効果がなかった 0（  0.0） 1（  3.8） 

1（  2.9） 
効果はなかった 0（  0.0） 0（  0.0） 
分からない 9（100.0） 9（ 34.6） 18（ 51.4） 

計 9（ 100 ） 26（ 100 ） 35（ 100 ） 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ （ ）内は、計に対する割合である。 

 

図表２－(1)－⑯ 消費生活相談担当部署における本改正効果の発現

状況についての回答結果 

（単位：機関、％） 

回答区分 都道府県数 市区数 計 

大いに効果があった 6（ 23.1） 9（ 14.1） 
51（ 56.7） 

ある程度効果があった 6（ 23.1） 30（ 46.9） 
あまり効果がなかった 0（  0.0） 0（  0.0） 

0（  0.0） 
効果はなかった 0（  0.0） 0（  0.0） 
分からない 14（ 53.8） 25（ 39.1） 39（ 43.3） 

計 26（ 100 ） 64（ 100 ） 90（ 100 ） 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ （ ）内は、計に対する割合であるが、小数第２位を四捨五入している

ため、合計が100にならない場合がある。 

 

また、「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回

答した理由は、特定商取引法執行担当部署では、図表２－(1)－⑰の

とおり、「相談件数が減少したため」（62.5％）が最も多く、次いで、

「事業者の悪質行為の抑制につながったため」（18.8％）となってお

り、消費生活相談担当部署では、図表２－(1)－⑱のとおり、「相談件

数が減少したため」（84.3％）が最も多く、次いで、「相談者の被害救

済が図りやすくなったため」（9.8％）となっている。 

 

図表２－(1)－⑰ 特定商取引法執行担当部署における「大いに効果が

あった」又は「ある程度効果があった」と回答した理

由 

（単位：機関、％） 

区  分 機関数 
「大いに効果があった」又は「ある程度効果があっ
た」と回答した機関数 

16  

 相談件数が減少したため 10 (62.5) 
 事業者の悪質行為の抑制につながったため 3 (18.8) 
 その他 3 (18.8) 
（注）１ 当省の調査結果による。 

２ （ ）内は、「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と
回答した16機関に対する割合である。 
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図表２－(1)－⑱ 消費生活相談担当部署における「大いに効果があっ

た」又は「ある程度効果があった」と回答した理由 

（単位：機関、％） 

区  分 機関数 

「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」
と回答した機関数 

51  

 相談件数が減少したため 43 (84.3) 
 相談者の被害救済が図りやすくなったため 5 ( 9.8) 
 その他 4 ( 7.8) 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 複数回答のため、理由ごとの機関数の合計は、回答した機関数と一致し

ない。 
３ （ ）内は、「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と

回答した51機関に対する割合である。 

 

ｄ 消費生活相談員に対する意識等調査結果 

消費生活相談員に対する意識等調査において、本改正は消費者取引

の適正化にどの程度役立っていると思うか尋ねたところ、図表２－

(1)－⑲のとおり、「大いに役立っていると思う」又は「どちらかとい

えば役立っていると思う」と回答した者が、合わせて85.0％となって

いる。 

 

図表２－(1)－⑲ 消費生活相談員に対する意識等調査結果（平成 24 年の特定

商取引法改正の評価） 

 
（注） 消費生活相談員に対する意識等調査結果に基づき、当省が作成した。 

 

一方で、上記設問に関し、自動車など規制対象外の物品について、

規制対象とすることを望むとの意見もみられた。 

  

①大いに役立っ 

ていると思う 

40.1  

②どちらかと 

いえば役立っ 

ていると思う 

44.9  

③あまり役立っ 

ていないと思う 

6.8  

④全く役立っ 

ていないと思う 

0.4  

⑤分からない 

6.1  

無回答 

1.7  

n=2,355

 平成24年特定商取引法改正は消費者取引の適正化にどの程度役立っていると思いますか。

当てはまる選択肢をお選びください。                            （％） 
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-41-



イ 法の執行状況等 

（要旨） 

特定商取引法に基づく事業者に対する執行状況等についての把握結

果は、次のとおりである。 

① 事業者に対する行政処分の実施状況は、国（消費者庁及び９経済産

業局をいう。以下、本細目において同じ。）及び47都道府県全体で、

平成24年度には121件となっている。 

一方、平成22年度から24年度までの行政処分の実施状況について、

26都道府県の特定商取引法執行担当部署を調査したところ、３年間の

合計で10件以上実施しているところが５都道府県ある一方、０件が５

都道府県、１件が２都道府県となっている等執行実績が低調な都道府

県がみられた。また、特定商取引法の執行に係るノウハウが不足して

いる等の理由から行政処分を実施するまでに期間を要している例も

みられた。 

② 都道府県域を越えて特定商取引法に違反する取引行為等を行う事

業者に対しては、国と都道府県との間で特定商取引法の執行に係る明

確な役割分担はなく、個々の事案に応じて、国による行政処分、国と

都道府県による合同の行政処分、複数の都道府県による合同の行政処

分等を実施している。 

今回の調査において、特定商取引法執行担当部署間における調査情

報の共有等を目的とした「特定商取引法執行ネット」（以下「執行ネ

ット」という。）の活用により、合同で立入検査等を実施した例がみ

られたほか、悪質な事業者に関する情報共有等を目的として近隣の都

道府県間で開催されている連絡会議での情報共有により、合同で立入

検査等を実施している例もみられた。 

しかし、ⅰ）26都道府県中10都道府県で執行ネットに適時適切に事

案を登録していない状況がみられ、ⅱ）複数の都道府県で同一事業者

に係る相談があった事案について、経済産業局や関係する都道府県間

で情報共有されていたにもかかわらず、都道府県単独で行政処分を実

施し、その後も他の都道府県では依然として相談が寄せられている例

もみられた。 

 

(ｱ) 制度の概要 

ａ 特定商取引法に基づく行政処分等 

特定商取引法では、購入者等の利益を保護し、併せて商品等の流通

及び役務の提供を適正かつ円滑にするため、訪問販売、通信販売及び

電話勧誘販売に係る取引など特定商取引を行う事業者に対する規制

等が定められている。 
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また、主務大臣による事業者に対する執行権限として、事業者が特

定商取引法の規定に違反し、取引の公正及び購入者等の利益が害され

るおそれがあると認めるとき等には指示や業務の停止を命ずること

ができ（第７条、第８条等）、特定商取引法を施行するために必要が

あると認めるとき等には、報告徴収、立入検査等ができることとされ

ている（第66条）。 

これら主務大臣の執行権限は、図表２－(1)－⑳のとおり、消費者

庁長官に委任され、消費者庁長官から経済産業局長（沖縄総合事務局

長を含む。以下同じ。）に対し委任されている（注）。 

また、特定商取引法違反の疑いある行為が都道府県の区域内におい

て存在する場合には、都道府県知事が行政処分等を実施することがで

きることとされている。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり取

引の公正及び購入者等の利益を害するおそれがあり、主務大臣がその

事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、

又は都道府県知事から要請があったときは、消費者庁長官又は委任を

受けた経済産業局長が行政処分等を直接行うことを妨げないことと

されている。 

このため、二以上の都道府県の区域にわたり、特定商取引法違反の

疑いのある行為が存在する場合には、消費者庁長官、経済産業局長及

び都道府県知事のいずれもが行政処分を行うことが可能となってい

る。 

なお、消費者庁長官及び経済産業局長の行政処分については、行政

処分を受けた事業者の事業活動への制約は全国に及ぶことになるが、

都道府県知事の行政処分による事業活動への制約は当該都道府県内

に限定される。 

 
（注） 経済産業局長は、執行事務について消費者庁長官の指揮監督を受ける

ものとされている（経済産業省設置法（平成11年法律第99号）第10条第
３項）。 

 

図表２－(1)－⑳ 特定商取引法における主務大臣の執行権限の委任状況等 

執行権者 

（委任根拠） 
執行対象 

執行の 

効果 

消費者庁長官 

（特定商取引法第67条第

３項） 

経済産業局長 

（特定商取引法第69条） 

・二以上の都道府県の区域にわたり取引の公

正及び購入者等の利益を害するおそれがあ

り、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に

対処するため特に必要があると認める場合 

・都道府県知事から要請があった場合 

全国 

都道府県知事 

（特定商取引法第68条） 

法違反の疑いある行為が都道府県の区域内に

おいて存在する場合 

当該都道

府県内 

（注） 特定商取引法に基づき、当省が作成した。  
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ｂ 特定商取引法執行担当部署間の連携、情報共有等 

消費者庁が平成22年２月に策定した「地方消費者行政の充実・強化

のためのプラン」では、「国とともに都道府県全体としても法執行の

強化が必要」とされ、特定商取引法の執行の強化のためには、関係機

関の連携が重要とされている。また、同庁が平成24年７月に策定した

「地方消費者行政の充実・強化のための指針」では、特定商取引法の

執行については、「国と地方、地域内・地域間での連携を強化し、情

報共有などを進めることで、被害の拡大防止や軽減、予防につながり

ます」とされ、情報共有を進める手段として、消費者庁が運用してい

る執行ネットが挙げられている（注）。 

 
（注） 「地方消費者行政の充実・強化のためのプラン」及び「地方消費者行

政の充実・強化のための指針」の詳細は、後述の３(1)ア(ｱ)ｄ参照。 

 

執行ネットは、「執行事例」、「掲示板」、「調査情報」及び「特商法

解釈」の４つの機能がある。 

このうち「調査情報」機能は、特定商取引法執行担当部署が特定商

取引法に違反している疑いのある行為をしている事業者に対する調

査に着手した段階で、その調査情報を登録することにより、他の特定

商取引法執行担当部署と調査中の事業者に係る情報や調査の進捗を

共有し、これにより調査の重複の防止や合同の調査等の促進が図られ

るものとなっている。 

また、「執行事例」機能は、「調査情報」機能に登録された事案のう

ち特定商取引法に基づく行政処分や行政指導を実施したものについ

てデータベース化することにより、他の特定商取引法執行担当部署に

よる行政処分歴や行政指導歴を確認できるものとなっている。 

 

(ｲ) 把握結果 

ａ 特定商取引法に基づく執行状況等 

特定商取引法に基づく行政処分の実施状況は、図表２－(1)－㉑の

とおり、国及び47都道府県全体で、平成24年度には121件となってい

る。 

 

図表２－(1)－㉑ 行政処分の実施状況 

（単位：件） 

年度 
区分 

平成22 23 24 

国 53 43 40 
47都道府県 135 82 81 

計 188 125 121 

（注） 消費者庁の資料に基づき、当省が作成した。 

-44-



一方、平成22年度から24年度までの行政処分の実施状況について、

26都道府県の特定商取引法執行担当部署を調査したところ、図表２－

(1)－㉒のとおり、３年間の合計で10件以上実施しているところが５

都道府県ある一方、０件が５都道府県、１件が２都道府県となってお

り、行政処分の実施件数が低調な都道府県がみられた。また、同様に

行政指導の実施状況について調査したところ、50件以上実施している

ものが６都道府県ある一方、０件が２都道府県、１件が２都道府県と

なっており、行政処分及び行政指導のいずれも未実施の都道府県もみ

られた。 

 

図表２－(1)－㉒ 都道府県における行政処分及び行政指導の実施状

況（平成22年度から24年度まで） 

（単位：都道府県） 

行政処分の実施件数 都道府県数 行政指導の実施件数 都道府県数 

10件以上 5 50件以上 6 
５件以上10件未満 9 20件以上50件未満 7 
２件以上５件未満 5 ２件以上20件未満 9 
１件 2 １件 2 
０件 5 ０件 2 

計 26 計 26 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 「行政処分の実施件数」及び「行政指導の実施件数」は、平成22年度か

ら24年度までに実施した３年間の合計件数である。 

 

また、行政処分及び行政指導の実施件数がいずれも０件又は１件で

ある３都道府県では、特定商取引法の執行業務を実施する上での課題

として、ⅰ）執行担当職員が他の業務を兼務しており、執行業務に専

任できない、ⅱ）人事異動等によりノウハウが蓄積されないことを挙

げており、また、これらの都道府県からは、国や他の都道府県との連

携等がなければ行政処分を実施することは困難であるとの意見も聴

かれた。 

さらに、調査した26都道府県の特定商取引法執行担当部署の中に

は、図表２－(1)－㉓のとおり、特定商取引法の執行業務を専任して

いる職員がおらず、また、執行に係るノウハウが不足している等の理

由から、行政処分を実施するまでに期間を要している例もみられた。 
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図表２－(1)－㉓ 行政処分を実施するまでに期間を要している例 

事 例 

当該都道府県では、平成24年度に、特定商取引法に違反した訪問販売事

業者に対し行政処分を実施した。 

しかし、当該事業者に係る消費者からの相談は、平成15年度以降、消費

生活センター等に多く寄せられており、当該都道府県は、20年度及び22

年度に当該事業者に対し口頭での指導を行っているものの、その後も依然

として相談が寄せられていた。 

 このように、消費生活センター等に多くの相談が寄せられ、口頭での指

導後も相談が寄せられていたにもかかわらず、行政処分を実施するまでに

時間を要した理由について、当該都道府県では、ⅰ）相談者からの詳しい

内容の聴取に時間を要したこと、ⅱ）特定商取引法の執行に専任できる体

制ではないこと、ⅲ）執行に係るノウハウが不足していること等を挙げて

いる。 

（注） 当省の調査結果による。 

 

ｂ 執行ネットによる情報共有等 

執行ネットの「調査情報」機能への登録状況について、26都道府県

の特定商取引法執行担当部署を調査したところ、10都道府県で業務多

忙等の理由から、事案を登録していない、又は行政処分等の実施後に

登録している状況がみられた。また、調査した都道府県の特定商取引

法執行担当部署からは、ⅰ）被害地域が限定される事案について登録

すべきか否か判断に迷うことがある、ⅱ）都道府県によっては行政指

導を対象とした事案を登録していないところもあるので、登録すべき

対象を明文化してほしい、ⅲ）全ての都道府県が全件登録しなければ

有効活用することができない等の意見が聴かれた。 

さらに、同様に「執行事例」機能の活用状況について、26都道府県

の特定商取引法執行担当部署を調査したところ、24都道府県が同機能

を閲覧し、事業者が受けた行政指導歴の確認等に活用しているとして

いるものの、調査した都道府県の特定商取引法執行担当部署からは、

「調査情報」に行政指導及び行政処分に至った事案を適切に登録して

いない都道府県があるため、調査中の事業者について、他の都道府県

での行政指導歴等が確認できないことがあるとの意見が聴かれた。 

一方、調査した26都道府県の特定商取引法執行担当部署の中には、

図表２－(1)－㉔のとおり、執行ネットの「調査情報」機能の活用に

より、各経済産業局の管轄区域を越える都道府県と合同で立入検査等

を実施している例がみられた。 
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図表２－(1)－㉔ 執行ネットの活用により他の都道府県と合同で立

入検査等を実施した例 

事 例 

当該都道府県が、特定商取引法に違反する疑いのある事業者を把握し、

執行ネットに登録したところ、執行ネットを閲覧した他の都道府県から合

同での行政処分の提案を受け、さらに当該都道府県と定期的に情報交換し

ている都道府県が加わり３都道府県合同で立入検査等を実施した。 

（注） 当省の調査結果による。 

 

ｃ 特定商取引法執行担当部署における関係機関との連携状況 

(a) 消費生活相談担当部署との連携状況 

国及び調査した26都道府県の特定商取引法執行担当部署では、い

ずれの機関もＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境が整備されており（注）、Ｐ

ＩＯ－ＮＥＴから得られた情報を基に、消費生活相談担当部署と連

携し、相談者から直接詳細な内容を聴取するなど消費生活相談情報

を特定商取引法の執行に活用している。 

 
（注） 事業者に対する法執行・指導監督のためにＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環

境を整備するには、各府省及び地方支分部局は消費者庁に、都道府県
等は国民生活センターに、閲覧しようとする職員等の利用者申請・登
録を行う必要がある（後述(8)ア(ｱ)参照。）。 

 

また、調査した26都道府県の特定商取引法執行担当部署の中には、

図表２－(1)－㉕のとおり、市区町村の消費生活センター等との連携

により、特定商取引法の執行のための情報収集を効果的に実施して

いる例がみられた。 

 

図表２－(1)－㉕ 市区町村の消費生活センター等との連携により情報収

集を効果的に実施している例 
事例 
番号 取組例 

１ 当該都道府県では、事業者指導等に関する実施要領を定め、当該都道

府県内の消費生活センター等で、特定商取引法等に違反する疑いのある

内容の相談を受けた場合、通知書（事業者名、相談内容等）による情報

提供を受け、調査や指導等に必要な情報を収集している。 

２ 当該都道府県では、特定商取引法の執行業務に必要な情報は主にＰＩ

Ｏ－ＮＥＴから収集しているが、ⅰ）ＰＩＯ－ＮＥＴへの入力後、その

情報が閲覧可能になるまでに日数を要すること、ⅱ）ＰＩＯ－ＮＥＴに

ある内容だけでは詳細な情報が分からないため、当該都道府県内の全て

の消費生活センターに対して、警戒してほしい事業者の一覧表（事業者

名、販売手口等）を年数回送付し、その事業者に係る情報の提供依頼を

行っている。 

（注） 当省の調査結果による。 
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(b) 特定商取引法執行担当部署間の連携状況 

都道府県域を越えて特定商取引法に違反する取引行為等を行う事

業者に対しては、国と都道府県との間で特定商取引法の執行に係る

明確な役割分担はなく、各特定商取引法執行担当部署が個々の事案

（被害の拡大状況、事業者の所在地や規模、被害を探知した機関等）

に応じて、国による行政処分、国と都道府県による合同の行政処分、

複数の都道府県による合同の行政処分等を実施している。 

国又は他の都道府県と合同での行政処分の実施状況について、26

都道府県の特定商取引法執行担当部署を調査したところ、図表２－

(1)－㉖のとおり、平成24年度は12都道府県で22件（行政処分の実施

総件数の34.4％）の合同の行政処分を実施している。 

 

図表２－(1)－㉖ 都道府県における国又は他の都道府県との合同

の行政処分の実施状況 

（単位：都道府県、件、％） 

年度 
区分 

平成22 23 24 

国又は他の都道府県との合同の行政処分
を実施した都道府県数 

14 7 12 

行政処分の実施件数 
 

112 
 

63 
 

64 
 

 
国又は他の都道府県と合同の行政処
分の実施件数 

42 
( 37.5) 

12 
( 19.0) 

22 
( 34.4)  

  
国と合同の行政処分の実施件数 
 

5 
(  4.5) 

1 
(  1.6) 

2 
(  3.1) 

  
他の都道府県と合同の行政処分の
実施件数 

41 
( 36.6) 

12 
( 19.0) 

20 
( 31.3)  

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 国と複数の都道府県による合同の行政処分が実施されたものは重複

計上されているため、「国又は他の都道府県と合同の行政処分の実施件
数」欄の数値と、「国と合同の行政処分の実施件数」欄の数値及び「他
の都道府県と合同の行政処分の実施件数」欄の数値の合計数は一致しな
い。 

３ （ ）内は、行政処分の実施件数に対する割合である。 

 

また、国又は他の都道府県と合同で行政処分を実施するメリット

について、平成22年度から24年度までにその実績がある18都道府県

の特定商取引法執行担当部署を調査したところ、図表２－(1)－㉗の

とおり、14都道府県（77.8％）が人員の確保による特定商取引法の

執行体制の強化を挙げている。 
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図表２－(1)－㉗ 国又は他の都道府県と合同で行政処分を実施す

るメリット 

（単位：都道府県、％） 

区  分 都道府県数 

国又は他の都道府県と合同で行政処分を実施した都道府県 18  
 人員の確保による特定商取引法の執行体制の強化 14 (77.8) 
 単独の行政処分よりその効果が大きい 10 (55.6) 
 その他 7 (38.9) 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 複数回答のため、メリットの内容ごとの都道府県数の合計は、国又は

他の都道府県と合同で行政処分を実施した都道府県数と一致しない。 
３ （ ）内は、国又は他の都道府県と合同で行政処分を実施した18都道

府県に対する割合である。 

 

さらに、同様に国と合同の立入検査等を実施するメリットについ

て、同期間にその実績がある８都道府県の特定商取引法執行担当部

署を調査したところ、図表２－ (1)－㉘のとおり、７都道府県

（87.5％）が特定商取引法の執行に係るノウハウの習得を挙げてい

る。 

 

図表２－(1)－㉘ 国と合同で立入検査等を実施するメリット 

（単位：都道府県、％） 

区  分 都道府県数 

国と合同で立入検査等を実施した都道府県 8  
 特定商取引法の執行に係るノウハウの習得 7 (87.5) 
 人員の確保による特定商取引法の執行体制の強化 4 (50.0) 
 その他 3 (37.5) 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 複数回答のため、メリットの内容ごとの都道府県数の合計は、国と合

同で立入検査等を実施した都道府県数と一致しない。 
３ （ ）内は、国と合同で立入検査等を実施した８都道府県に対する割

合である。 

 

調査した26都道府県の特定商取引法執行担当部署の中には、都道

府県域を越えて悪質な取引行為等を行う事業者に対応するため、近

隣の都道府県と合同の会議を設置し、その地域を管轄する経済産業

局がオブザーバーとして参加し、苦情が多い等の理由から注視して

いる事業者の情報等を定期的に共有している例がみられた。また、

この中には、図表２－(1)－㉙のとおり、同会議での情報共有により、

複数の都道府県で合同の立入検査や行政処分を実施しているものも

みられた。 
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図表２－(1)－㉙ 近隣の都道府県で設置した会議により合同の立入検査や行

政処分を実施している例 

会議名 目的 連携例 

五都県悪質

事業者対策

会議 

 

広域的に悪質な取引行為等を行う事業

者に対応するため、埼玉県、千葉県、東

京都、神奈川県、静岡県の五都県による

必要な連携体制の強化を図り、主に特定

商取引法に基づく指導、処分等の円滑か

つ効果的な発動により、消費者被害の未

然･拡大防止等の消費者保護に資する。 

２都道府県でそれぞれ特

定商取引法違反の疑いのあ

る事業者の調査を着手した

事案について、五都県悪質

事業者対策会議での情報共

有を契機に、合同で立入検

査を実施し、行政処分を実

施した。 

（注） 当省の調査結果による。 

 

一方、調査した26都道府県の特定商取引法執行担当部署の中には、

図表２－(1)－㉚のとおり、複数の都道府県の消費生活センター等に

同一事業者に係る相談が寄せられている事案について、経済産業局

や他の都道府県の特定商取引法執行担当部署と情報共有されていた

にもかかわらず、都道府県単独で行政処分を実施し、その後も他の

都道府県では依然として被害に関する相談が寄せられている例がみ

られた。 

 

図表２－(1)－㉚ 情報共有されていたにもかかわらず、都道府県単

独で行政処分を実施し、他の都道府県では依然とし

て被害に関する相談が寄せられている例 

事 例 

当該都道府県では、平成23年度に、特定商取引法に違反した訪問販売

事業者に対し行政処分を実施した。 

当該事業者に係る消費者からの相談は、当該行政処分が実施されるま

でに複数の都道府県内の消費生活センター等に寄せられており、当該行

政処分を実施した都道府県ではその実施後に件数が大きく減少してい

る一方、近隣の都道府県では増加している状況がみられた。この中には、

当該行政処分の実施前後１年間で相談件数が倍増している都道府県も

みられ、実施後に寄せられた相談の中には当該行政処分の事由と同種の

相談と考えられるものもみられた。 

当該行政処分を実施した都道府県は、当該事業者に係る調査過程にお

いて、経済産業局や相談が寄せられている近隣の都道府県に合同での行

政処分を打診したが、相談者からの詳細な内容を聴取することが困難と

思われる等として同意を得られなかったとしている。 

（注） 当省の調査結果による。 
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(2) 宅地建物取引業法に係る省令改正の効果と指導監督の実施状況等 

ア 平成23年の宅地建物取引業法施行規則改正の動向とその効果 

（要旨） 

国土交通省は、全国の消費生活センター等に寄せられるマンションの

勧誘に関する相談が増加傾向にあり、強引で悪質な勧誘が社会問題とな

っていたこと等を背景として、平成23年に宅地建物取引業法施行規則

（昭和32年建設省令第12号）を改正し、宅地建物取引業者の勧誘に係る

禁止行為の明確化を行った。 

本改正の効果の把握結果は、次のとおりである。 

① マンションの勧誘に関する相談件数は、相談件数の最も多い平成22

年度と24年度を比較すると、2,525件（45.4％）減少している。 

② 10地方整備局（北海道開発局及び沖縄総合事務局を含む。以下同

じ。）、26都道府県及び64市区に対する実地調査では、都道府県及び市

区の消費生活相談担当部署においては、施行規則改正前から相談が少

なく効果が分からないとの意見も少なくないが、地方整備局及び都道

府県の宅地建物取引業法指導監督担当部署の61.8％が「大いに効果が

あった」又は「ある程度効果があった」と回答している。 

③ 消費生活相談員に対する意識等調査では、59.5％が消費者取引の適

正化に「大いに役立っていると思う」又は「どちらかといえば役立っ

ていると思う」と回答している。 

 

(ｱ) 改正の概要 

全国の消費生活センター等に寄せられるマンションの勧誘に関する

相談件数は、平成18年度から22年度までの５年間で、２万2,000件を超

え、契約の締結に当たって、相手を威迫したり、電話による長時間の勧

誘等により相手を困惑させたりするなど強引で悪質な勧誘が社会問題

となっていた。 

このため、国土交通省は、平成23年に宅地建物取引業法施行規則を改

正（23年10月施行）し、次の事項の明確化を行った。 

ⅰ）勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の

氏名及び勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行うことの禁止 

ⅱ）相手方が契約を締結しない旨の意思（勧誘を引き続き受けることを

希望しない旨の意思を含む。）を表示したにもかかわらず、勧誘を継

続することの禁止 

ⅲ）迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘の禁止 
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(ｲ) 効果を測るための指標の推移等 

行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令（平成13年政令第323

号）第３条第６号では、規制の事前評価の対象が「法律又は法律の委任

に基づく政令」とされていることから、国土交通省は、本施行規則改正

の際に規制の事前評価を実施していないが、本改正による効果を測るた

めの指標としてはＰＩＯ－ＮＥＴに登録された相談件数が考えられる

としている。これを参考として本改正の効果の分析を行った結果は、次

のとおりである。 

 

ＰＩＯ－ＮＥＴに登録されたマンションの勧誘に関する相談件数は、

図表２－(2)－①のとおり、相談件数が最も多い平成22年度は5,564件で

あったのに対し、24年度は3,039件と、2,525件（45.4％）減少している。 

 

図表２－(2)－① マンションの勧誘に関する相談件数の推移 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成

25年９月30日までの登録分）によるものである。 

 

また、マンションの勧誘に関する相談件数の推移を月別でみると、図

表２－(2)－②のとおり、平成23年７月から減少し、改正施行規則が施

行された23年10月に更に大きく減少しており、24年12月以降は200件前

後で推移している。 
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図表２－(2)－② マンションの勧誘に関する月別相談件数の推移及び主な施

策等の動き 
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（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成25年９月

30日までの登録分）によるものである。 

 

さらに、本改正前に問題となっていたⅰ）「強引・強迫」なマンショ

ンの勧誘、ⅱ）マンションの「長時間勧誘」、及びⅲ）マンションの「夜

間勧誘」に関する相談件数についても、図表２－(2)－③～⑤のとおり、

いずれも減少している。 
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図表２－(2)－③ 「強引・強迫」なマンションの勧誘に関する相談件

数の推移 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成

25年９月30日までの登録分）によるものである。 

 

図表２－(2)－④ マンションの「長時間勧誘」に関する相談件数の推移 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成

25年９月30日までの登録分）によるものである。 

      

図表２－(2)－⑤ マンションの「夜間勧誘」に関する相談件数の推移 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成

25年９月30日までの登録分）によるものである。 

 

(ｳ) 地方支分部局、都道府県等に対する実地調査結果 

本改正の効果の発現状況の認識について、10地方整備局及び24都道府

県の宅地建物取引業法指導監督担当部署並びに26都道府県及び64市区
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の消費生活相談担当部署を調査したところ、図表２－(2)－⑥及び⑦の

とおり、「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回答

しているものは、宅地建物取引業法指導監督担当部署では61.8％、消費

生活相談担当部署では37.8％となっている。 

一方、改正前からマンションの勧誘に関する相談が少ない等から「分

からない」と回答しているものは、宅地建物取引業法指導監督担当部署

では35.3％、消費生活相談担当部署では46.7％となっている。 

 

図表２－(2)－⑥ 宅地建物取引業法指導監督担当部署における本改正

効果の発現状況についての回答結果 

（単位：機関、％） 

回答区分 地方整備局数 都道府県数 計 

大いに効果があった  1（ 10.0）  0（  0.0） 
21（ 61.8） 

ある程度効果があった  7（ 70.0） 13（ 54.2） 
あまり効果がなかった  0（  0.0）  1（  4.2） 

 1（  2.9） 
効果はなかった  0（  0.0）  0（  0.0） 
分からない  2（ 20.0） 10（ 41.7） 12（ 35.3） 

計 10（ 100 ） 24（ 100 ） 34（ 100 ） 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ （ ）内は、計に対する割合であるが、小数第２位を四捨五入しているた

め、合計が100にならない場合がある。 

 

図表２－(2)－⑦ 消費生活相談担当部署における本改正効果の発現状

況についての回答結果 

（単位：機関、％） 

回答区分 都道府県数 市区数 計 

大いに効果があった  4（ 15.4）  1（  1.6） 
34（ 37.8） 

ある程度効果があった  8（ 30.8） 21（ 32.8） 
あまり効果がなかった  0（  0.0） 13（ 20.3） 

14（ 15.6） 
効果はなかった  0（  0.0）  1（  1.6） 
分からない 14（ 53.8） 28（ 43.8） 42（ 46.7） 

計 26（ 100 ） 64（ 100 ） 90（ 100 ） 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ （ ）内は、計に対する割合であるが、小数第２位を四捨五入しているた

め、合計が100にならない場合がある。 

 

また、「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回答

した理由は、宅地建物取引業法指導監督担当部署では、図表２－(2)－

⑧のとおり、「明確な指導が可能となり悪質勧誘の抑制につながったた

め」（42.9％）が最も多く、次いで、「相談件数が減少したため」（38.1％）

となっており、消費生活相談担当部署では、図表２－(2)－⑨のとおり、

「相談件数が減少したため」（82.4％）が最も多く、次いで、「消費者か

らの相談に対応しやすくなったため」（11.8％）となっている。 
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図表２－(2)－⑧ 宅地建物取引業法指導監督担当部署における「大い

に効果があった」又は「ある程度効果があった」と回

答した理由 

（単位：機関、％） 

区  分 機関数 
「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回
答した機関数 

21  

 明確な指導が可能となり悪質勧誘の抑制につながったため 9 (42.9) 
 相談件数が減少したため 8 (38.1) 
 その他 4 (19.0) 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ （ ）内は、「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回

答した21機関に対する割合である。 
 

図表２－(2)－⑨ 消費生活相談担当部署における「大いに効果があっ

た」又は「ある程度効果があった」と回答した理由 

（単位：機関、％） 

区  分 機関数 
「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回
答した機関数 

34  

 相談件数が減少したため 28 (82.4) 
 消費者からの相談に対応しやすくなったため 4 (11.8) 
 その他 2 ( 5.9) 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ （ ）内は、「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回

答した34機関に対する割合である。 

 

(ｴ) 消費生活相談員に対する意識等調査結果 

消費生活相談員に対する意識等調査において、本改正は消費者取引の

適正化にどの程度役立っていると思うか尋ねたところ、図表２－(2)－

⑩のとおり、「大いに役立っていると思う」又は「どちらかといえば役

立っていると思う」と回答した者が、合わせて59.5％となっている。 

 

図表２－(2)－⑩ 消費生活相談員に対する意識等調査結果（平成23年の宅地建

物取引業法施行規則改正の評価） 

 

（注） 消費生活相談員に対する意識等調査結果に基づき、当省が作成した。 

①大いに役立っ 

ていると思う 
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ていると思う 

40.2 
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④全く役立って 

いないと思う 

3.2 

⑤分からない 

13.3 

無回答 

1.9 
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n=2,355

 平成23年宅地建物取引業法施行規則改正は消費者取引の適正化にどの程度役立っていると思

いますか。当てはまる選択肢をお選びください。                             （％） 
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イ 指導監督の実施状況等 

（要旨） 

宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者に対する指導監督の実

施状況等についての把握結果は、次のとおりである。 

① 宅地建物取引業者に対する行政処分の実施状況は、10地方整備局及

び47都道府県全体で、平成24年度には258件となっている。 

② 宅地建物取引に関する相談は、全国の消費生活センター等でも受け

付けており、これらの相談情報はＰＩＯ－ＮＥＴに登録されている。

調査した24都道府県の中には、宅地建物取引業法指導監督担当部署が

行政処分を実施した宅地建物取引業者について、その端緒情報を入手

する以前に、消費生活センター等に対して同一業者に係る処分事由と

同種の相談が寄せられている例もみられること等から、適時適切な指

導監督業務を行う上で、これらの相談情報を積極的に活用する余地が

ある。 

 一方、国土交通省本省ではＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境が整備されて

いるものの、調査した10地方整備局及び24都道府県の宅地建物取引業

法指導監督担当部署ではいずれの機関も閲覧環境が整備されておら

ず、ＰＩＯ－ＮＥＴから得られる情報を活用するには、国土交通省本

省からの情報提供（注）によるか、若しくは国土交通省本省又は都道

府県の消費生活相談担当部署に対し提供を依頼する等の方法による

こととなる。 

 しかし、ⅰ）国土交通省本省からの情報提供は年１回にとどまって

おり、ⅱ）調査した地方整備局の宅地建物取引業法指導監督担当部署

からは、手間がかかる等の理由から提供依頼の頻度は高くないとの意

見が聴かれたほか、ⅲ）調査した24都道府県の宅地建物取引業法指導

監督担当部署で本情報を活用しているのは１都道府県のみとなって

いる。 

 
（注） 国土交通省本省は、消費者委員会による「マンションの悪質な勧誘の問

題に関する建議」（平成23年５月13日）を受け、悪質な勧誘行為を行う宅地
建物取引業者に厳正な対処を行うため、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された情報
から、相談件数が多く、悪質な勧誘を行っているとみられる宅地建物取引
業者の名称、住所及び悪質な勧誘の態様に係る情報の一覧表を作成し、地
方整備局及び都道府県の宅地建物取引業法指導監督担当部署に提供してい
る。 

 

(ｱ) 制度の概要 

宅地建物取引業法では、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通

の円滑化とを図るため、宅地建物取引業を営む者について免許制度（注）

を実施し、その事業に対する規制等が定められている。 
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（注） 宅地建物取引業法において、宅地建物取引業を営もうとする者は、二以
上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合に
あっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して
その事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都
道府県知事の免許を受けなければならないこととされている（同法第３
条）。 

 

また、国土交通大臣又は都道府県知事による宅地建物取引業者に対す

る指導監督権限は、図表２－(2)－⑪のとおり、宅地建物取引業者が宅

地建物取引業法の規定に違反したとき等に、必要な指示や業務の停止を

命ずることができ、違反の情状が特に重いとき等には、その免許を取り

消さなければならないこととされているほか、宅地建物取引業の適正な

運営を確保するため必要があると認めるときは、報告徴収及び立入検査

（注）を行うことができることとされている。 

 
（注） 国土交通省及び同省の要請を受けた都道府県では、宅地建物取引の公正

を確保することを目的に、毎年11月を強化月間として、宅地建物取引業者
への立入検査（以下「一斉立入検査」という。）を実施している。 

 

図表２－(2)－⑪ 宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者に対す

る指導監督権限 
対象 

区分 
大臣免許 
事業者 

知事免許 
事業者 

国土
交通
大臣 

指示及び業務停止（法第65条） ○ － 
免許の取消し（法第66条） ○ － 
報告徴収及び立入検査（法第72条） ○ ○ 

都道
府県
知事 

指示及び業務停止（法第65条） ○【注２】 ○ 
免許の取消し（法第66条） － ○ 
報告徴収及び立入検査（法第72条） ○【注２】 ○ 

（注）１ 宅地建物取引業法に基づき、当省が作成した。  
２ 宅地建物取引業法において、都道府県知事は、国土交通大臣の免許を受け

た宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当
該都道府県の区域内における業務に関し、法の規定に違反した場合において
は、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示、業務の停止及び報告徴収
等を行うことができることとされている（同法第65条第３項、第４項及び第
72条第１項）。 

 

なお、上記の国土交通大臣の指導監督権限は、地方整備局長（北海道

開発局長及び沖縄総合事務局長を含む。）に委任されるとともに、国土

交通大臣が自ら行うことを妨げないこととされている（宅地建物取引業

法施行規則第32条第１項）（注）。 

 
（注） 当該規定は、同一業者により組織的に行われ、全国的に被害が頻発する

ような事案など相当な社会的混乱を招くおそれがあり、国土交通大臣自ら
が機敏に対応することを求められる事件の発生に際して、個別の状況に応
じて国土交通大臣が行政処分を行うこともあり得るとして規定されたもの
であるが、その実績はない。 
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(ｲ) 把握結果 

ａ 宅地建物取引業者数の推移 

全国の宅地建物取引業者数は、図表２－(2)－⑫のとおり、平成22

年度は全体で12万5,832事業者であったのに対し、24年度は12万2,510

事業者と2.6％の減少となっている。 

 

図表２－(2)－⑫ 宅地建物取引業者数の推移 

（単位：事業者） 

年度 
区分 

平成22 23 24 

大臣免許事業者   2,124（100）   2,132（100.4）   2,137（100.6） 
知事免許事業者 123,708（100） 121,790（ 98.4） 120,373（ 97.3） 

計 125,832（100） 123,922（ 98.5） 122,510（ 97.4） 
（注）１ 国土交通省の資料に基づき、当省が作成した。 

２ 各年度とも３月31日現在の数値である。 
３ （ ）内は、平成22年度を100とした場合の指数である。 

 

ｂ 指導監督の実施状況 

宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者に対する行政処分の

実施状況は、図表２－(2)－⑬のとおり、10地方整備局及び47都道府

県全体で、平成24年度には258件となっている。 

 

図表２－(2)－⑬ 行政処分の実施状況 

（単位：件） 

年度 
区分 

平成22 23 24 

10地方整備局 10 6 0 
47都道府県 364 352 258 

計 374 358 258 

（注） 国土交通省の資料に基づき、当省が作成した。 

 

また、宅地建物取引業者に対する立入検査の実施状況について、10

地方整備局及び24都道府県の宅地建物取引業法指導監督担当部署を

調査したところ、図表２－(2)－⑭のとおり、平成24年度には地方整

備局が188件、都道府県が1,397件となっている。 

 

図表２－(2)－⑭ 立入検査の実施状況 

（単位：件） 

年度 
区分 

平成22 23 24 

10地方整備局 200 173 188 
 うち一斉立入検査 174 150 177 
24都道府県 1,415 1,393 1,397 
 うち一斉立入検査 925 810 797 

（注） 当省の調査結果による。 
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ｃ 指導監督における情報収集 

宅地建物取引業者に対する指導監督に活用している情報について、

10地方整備局及び24都道府県の宅地建物取引業法指導監督担当部署

を調査したところ、いずれの機関も自ら受け付けた消費者からの相談

等を指導監督の端緒情報として活用している。 

 

宅地建物取引業法指導監督担当部署が受け付けた相談件数は、図表

２－(2)－⑮のとおり、10地方整備局及び47都道府県全体で、平成20

年度は2,645件であったのに対し、24年度は1,598件と39.6％の減少と

なっている。 

 

図表２－(2)－⑮ 宅地建物取引業法指導監督担当部署が受け付けた

相談件数の推移 

（単位：件） 

年度 
区分 

平成20 21 22 23 24 

10地方整備局 256 136 164 202 127 
47都道府県 2,389 1,829 1,884 1,621 1,471 

計 
2,645 
(100) 

1,965 
( 74.3) 

2,048 
( 77.4) 

1,823 
( 68.9) 

1,598 
(60.4) 

（注）１ 国土交通省の資料に基づき、当省が作成した。 
２ （ ）内は、平成20年度を100とした場合の指数である。 
３ 相談件数は、相談者が宅地建物取引業法指導監督担当部署に来庁して申

し出た件数であり、消費者以外からの相談を含む。 

 

一方、宅地建物取引に関する相談は、全国の消費生活センター等で

も受け付けており、これらの相談情報はＰＩＯ－ＮＥＴに登録されて

いる。調査した24都道府県の中には、図表２－(2)－⑯のとおり、宅

地建物取引業法指導監督担当部署が行政処分を実施した宅地建物取

引業者について、その端緒情報を入手する以前に、消費生活センター

等に対して同一業者に係る相談が寄せられている例がみられ、この中

には、処分事由と同種の相談が寄せられているものもみられた。 
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図表２－(2)－⑯ 宅地建物取引業法指導監督担当部署における端緒情報の入

手以前に消費生活センター等に相談が寄せられている例 

事例 

番号 
事 例 

１ 宅地建物取引業者が行った契約に違反行為があったため、当該事業者に免

許を交付している当該都道府県は、平成23年度に行政処分を実施した。 

当該都道府県の宅地建物取引業法指導監督担当部署は、平成23年３月にそ

の端緒情報を入手したとしているが、消費生活センター等では、18年４月か

ら23年３月までに同事業者に係る相談を10件受け付けている。そのうち５件

の内容を確認したところ、当該行政処分の事由と同種と考えられる相談が３

件みられた。 

２ 宅地建物取引業者が行った勧誘に違反行為があったため、当該事業者に免

許を交付している当該都道府県は、平成24年度に行政処分を実施した。 

当該都道府県の宅地建物取引業法指導監督担当部署は、平成23年１月にそ

の端緒情報を入手したとしているが、消費生活センター等では、20年４月か

ら23年１月までに同事業者に係る相談を少なくとも10件程度（注）受け付けて

いる。 

 
（注） 平成22年度に４件の相談が寄せられているが、このうち22年４月から23

年１月までに受け付けた相談件数は不明である。 

３ 宅地建物取引業者が行った契約に違反行為があったため、当該事業者に免

許を交付している当該都道府県は、平成23年度に行政処分を実施した。 

当該都道府県の宅地建物取引業法指導監督担当部署は、平成23年４月にそ

の端緒情報を入手したとしているが、消費生活センター等では、18年４月か

ら23年４月までに同事業者に係る相談を14件受け付けている。 

（注） 都道府県及び市区に対する当省の調査結果による。 

 

また、調査した都道府県の宅地建物取引業法指導監督担当部署から

は、消費生活センター等で受け付けた相談の提供を受けることができ

れば、より早く調査に着手できるとの意見も聴かれた。 

これらを踏まえると、宅地建物取引業法指導監督担当部署が適時適

切な指導監督業務を行う上で、ＰＩＯ－ＮＥＴから必要な情報を抽出

しその情報を積極的に活用する余地がある。 

 

一方、国土交通省本省ではＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境が整備されて

いるものの、調査した10地方整備局及び24都道府県の宅地建物取引業

法指導監督担当部署ではいずれの機関も閲覧環境が整備されておら

ず、ＰＩＯ－ＮＥＴから得られる情報を活用するには、国土交通省本

省からの情報提供によるか、若しくは国土交通省本省又は都道府県の

消費生活相談担当部署に対し提供を依頼する等の方法によることと

なる。 

 

しかし、ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報の活用状況について、10
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地方整備局及び24都道府県の宅地建物取引業法指導監督担当部署を

調査したところ、図表２－(2)－⑰のとおり、ⅰ）国土交通省本省か

らの情報提供は年１回にとどまっており、ⅱ）調査した地方整備局の

宅地建物取引業法指導監督担当部署からは、手間がかかる等の理由か

ら提供依頼の頻度は高くないとの意見が聴かれたほか、ⅲ）調査した

24都道府県の宅地建物取引業法指導監督担当部署で本情報を活用し

ているのは１都道府県のみとなっている。 

 

図表２－(2)－⑰ 宅地建物取引業法指導監督担当部署におけるＰＩＯ－ＮＥ

Ｔから得られた情報の活用状況等 

区分 10地方整備局 24都道府県 

閲覧環境 いずれの機関も閲覧環境が整備

されていない。 

いずれの機関も閲覧環境が整備

されていない。 

活用状況 いずれの機関も活用している。 １都道府県のみ活用している。 

 国土交通省

本省からの

情報提供 

国土交通省本省からの情報提供は年１回にとどまっており、一定期

間の相談事案がまとめて提供されているため、適時適切に活用でき

るものとなっていない。 

意見等 （活用頻度に関する意見等） 

・ 本省に特定の宅地建物取引

業者に係る本情報の提供を依

頼することはあるが、依頼に

手間がかかる等の理由からそ

の頻度は高くない。 

・ 頻度は低いが、本省に本情

報の提供を依頼し、行政処分

を検討する段階で活用してい

る。 

・ 年１回参考情報として活用

しているが、ＰＩＯ－ＮＥＴ

の閲覧環境が整備されれば、

端緒情報として活用したい。 

（活用していない理由等） 

・ 消費生活相談担当部署から

個別の相談事案の提供を受け

ているため必要性を感じな

い。 

・ 自ら受けた消費者からの相

談など現時点での情報で足り

ているため必要性を感じな

い。 

・ ＰＩＯ－ＮＥＴにどのよう

な情報があるか理解していな

いため活用できるか不明であ

る。 

・ 現在は活用していないが、

ＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境が

整備されれば指導監督に活用

したい。 

（注） 当省の調査結果による。 
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(3) 割賦販売法に係る法改正の効果と指導監督の実施状況等 

ア 平成20年の割賦販売法改正の動向とその効果 

（要旨） 

「個別クレジット（注）」を利用した訪問販売等において過量販売等の

消費者被害が深刻化したこと等を背景として、平成20年に割賦販売法が

改正され、ⅰ）個別クレジット業について登録制を創設し、登録事業者

に対する訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為の調査の義務付け、ⅱ）訪

問販売等を行う加盟店が不実告知・過量販売を行った場合、消費者に対

し、個別クレジットの契約取消・解除を認めるなどの民事ルールの整備

及びⅲ）クレジット契約の締結時に信用情報機関を利用した支払能力調

査の義務付け等の規制が導入された。 

本改正の効果の把握結果は、次のとおりである。 

① 個別クレジットに関する相談件数は、規制の事前評価で基準として

いる平成17年度と24年度を比較すると８万1,286件（79.6％）減少し

ている。また、規制の事前評価で減少が見込まれていた高齢者被害は、

平成17年度と24年度を比較すると、60歳代では80.3％、70歳以上では

91.7％減少しており、全体の減少率を上回っている。 

② ９経済産業局、25都道府県及び64市区に対する実地調査では、本改

正の効果の発現状況について、経済産業局及び都道府県の割賦販売法

指導監督担当部署の58.8％、都道府県及び市区の消費生活相談担当部

署の56.2％が「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」

と回答している。 

③ 消費生活相談員に対する意識等調査では、78.8％が消費者取引の適

正化に「大いに役立っていると思う」又は「どちらかといえば役立っ

ていると思う」と回答している。 

 
（注） 個別クレジットとは、購入者が、販売業者から商品等を購入する際、個別クレ

ジット業者が購入者に代わって販売業者に代金を支払い、後日、購入者が代金を
分割により個別クレジット業者に支払うことを約する契約形態である。平成20年
の改正以前は「個品割賦購入あっせん」、改正後は「個別信用購入あっせん」と
規定されている。 

 

(ｱ) 改正の概要 

クレジット取引については、個別クレジットを利用した訪問販売等に

おいて過量販売等の消費者被害が深刻化していた。特に、高齢者に対す

る高額な契約が増加しており、平成17年には高齢の姉妹が、繰り返し個

別クレジットを利用した住宅リフォーム契約をし、代金が払えず自宅が

競売にかけられる事件が発生した。 

このため、平成20年６月に割賦販売法が改正され、次の規制等が導入

された。 
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ⅰ）これまで、行政の監督権限が及ばなかった個別クレジット業につい

て登録制を創設し、登録事業者に対して訪問販売等を行う加盟店の勧

誘行為の調査を義務付ける等、悪質商法を助長する与信防止の規定の

導入（平成21年12月施行） 

ⅱ）訪問販売等を行う加盟店が不実告知・過量販売を行った場合、消費

者に対し契約の取消・解除を認めるなどの民事ルールの整備（平成21

年12月施行） 

ⅲ）返済能力を超える与信を行うことを防止するため、クレジット業者

に対し、信用情報機関を利用した支払能力調査を義務付け、支払能力

を超える与信を禁止（平成22年12月施行） 

 

(ｲ) 効果を測るための指標の推移等 

本改正に際し、経済産業省は、政策評価法第９条の規定に基づき、規

制の事前評価を実施しており、当該評価を参考として本改正の効果の分

析を行った結果は、次のとおりである。 

 

経済産業省の規制の事前評価書によると、図表２－(3)－①のとおり、

高齢者のトラブルの低減及び事後救済効果の増減を規制の便益とし、基

準となる時点を平成17年度としている。 

 

図表２－(3)－① 悪質商法対策に関するクレジット規制の強化に係る

事前評価 

◎ 悪質商法対策に関するクレジット規制の強化に係る事前評価書（評価実

施時期：平成20年３月）（抜粋） 

 

７．規制の便益 

今回の規制強化は特に訪問販売による悪質商法に対して、弱い立場にある

高齢者等の保護を図ることを目的としているが、実際、高齢者の個別クレジ

ット契約に関する消費者トラブル（相談件数）は、平成17年度で27,000件と

全体の約30％にも該当する。今回の改正案及び代替案の実施によって、この

被害を減少させる便益が期待される。 

【改正案】 

本改正案に基づく規制の実施に伴い、被害件数が30％減少すると見込まれ

る。 

 

① 高齢者におけるトラブルの低減（△30％） 

平成17年の高齢者における個品割賦購入あっせんの相談約27,000件

は改正案により、18,900件程度に減少するものと推計される。 
※（社）全国信販協会の自主ルールである商品別ガイドライン（８業種）

の結果、厳格な与信により、８業種全体の成約件数の対前年比率が、
30％減少したことから推計。 

 

② 事後救済効果の増大 
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改正案により、訪問販売等に係る与信契約のクーリングオフや既払金

返還ルールが導入されることにより、改正後の高齢者の個別クレジット

契約に関する消費者トラブルのうち訪問販売等に係るもの（全体の約９

割と推計）であり、かつ、解約等に関するもの（約75％）が解決される

と試算される。 

（改正後の相談件数）×0.9×0.75×（相談事例に係る平均契約額） 

＝ 18,900件 ×0.9×0.75×96万円＝約120億円 

 

③ 規制を逃れるような取引に対する後追い的規制がなくなることによ

り、消費者トラブルの減少 
（注） 下線は当省が付した。 

 

ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された個別クレジットに係る相談件数は、図表

２－(3)－②のとおり、平成17年度は10万2,111件であったのに対し、24

年度は２万825件と８万1,286件（79.6％）減少している。 

 

図表２－(3)－② 個別クレジットに係る相談件数及び主な施策等の動き 
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（注）１ 当省の調査結果による。 
２ ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成25年９月30日までの登

録分）によるものである。 
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３ 平成20年6月の割賦販売法の改正に伴い、平成21年度以前は「個品割賦」の件数、
それ以降は「個別信用」の件数である。 

なお、ＰＩＯ－ＮＥＴでは、契約日に関係なく、受付日が平成22年度以降のものに
ついては、「個別信用」として整理されている。 

４ 平成18年に社団法人全国信販協会及び社団法人日本クレジット産業協会において、
平成20年の改正と同様の自主ルールを定め、個別クレジット業者に対する加盟店の管
理の強化・徹底を行っている。 

 

また、契約当事者が60歳代及び70歳以上の個別クレジットに係る相談

件数は、図表２－(3)－③のとおり、平成17年度と24年度を比較すると、

60歳代は１万142件から2,003件に、70歳以上は１万7,327件から1,441件

となっており、減少率は60歳代では80.3％、70歳以上では91.7％となっ

ており、全体の減少率（79.6％）を上回っている。 

 

図表２－(3)－③ 個別クレジットに係るトラブルのうち契約当事者が60歳代

及び70歳以上の相談件数の推移 

 
（注）１ ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成25年9月30日までの登

録分）によるものである。 
２ 平成20年の割賦販売法の改正に伴い、21年度以前は「個品割賦」の件数、それ以降

は「個別信用」の件数である。 
なお、ＰＩＯ－ＮＥＴでは、契約日に関係なく、受付日が平成22年度以降のものに

ついては、「個別信用」として整理されている。 

 

さらに、経済産業省の規制の事前評価の考え方に則して、平成24年度

における60歳以上の１件当たりの平均契約購入金額約307万円（注）に契

約当事者が60歳以上の個別クレジットに係る相談件数（3,444件）の９

割を乗じ、これに解約に関する相談件数の割合（75％）を乗じて試算す

ると、約71億円の救済が図られたことになる。 

 
（注） ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成25年９月30

日までの登録分）によるものである。 
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(ｳ) 地方支分部局、都道府県等に対する実地調査結果 

本改正の効果の発現状況の認識について、９経済産業局及び25都道府

県の割賦販売法指導監督担当部署並びに25都道府県及び64市区の消費

生活相談担当部署を調査したところ、図表２－(3)－④及び⑤のとおり、

「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回答している

ものは、割賦販売法指導監督担当部署では58.8％、消費生活相談担当部

署では56.2％となっている。 

一方、効果を測る指標がない等の理由から「分からない」と回答して

いるものは、割賦販売法指導監督担当部署では26.5％、消費生活相談担

当部署では41.6％となっている。 

 

図表２－(3)－④ 割賦販売法指導監督担当部署における本改正効果の

発現状況についての回答結果 
（単位：機関、％） 

回答区分 経済産業局数 都道府県数 計 

大いに効果があった 5（ 55.6） 3（ 12.0） 
20（ 58.8） 

ある程度効果があった 4（ 44.4） 8（ 32.0） 
あまり効果がなかった 0（  0.0） 3（ 12.0） 

5（ 14.7） 
効果はなかった 0（  0.0） 2（  8.0） 
分からない 0（  0.0） 9（ 36.0） 9（ 26.5） 

計 9（ 100 ） 25（ 100 ） 34（ 100 ） 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ （ ）内は、計に対する割合である。 

 
図表２－(3)－⑤ 消費生活相談担当部署及における本改正効果の発現

状況についての回答結果 
（単位：機関、％） 

回答区分 都道府県数 市区数 計 

大いに効果があった 8（ 32.0） 14（ 21.9） 
50（ 56.2） 

ある程度効果があった 8（ 32.0） 20（ 31.3） 
あまり効果がなかった 0（  0.0） 2（  3.1） 

2（  2.2） 
効果はなかった 0（  0.0） 0（  0.0） 
分からない 9（ 36.0） 28（ 43.8） 37（ 41.6） 

計 25（ 100 ） 64（ 100 ） 89（ 100 ） 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ （ ）内は、計に対する割合であるが、小数第２位を四捨五入しているた

め、合計が100にならない場合がある。 

 

また、「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回答

した理由は、割賦販売法指導監督担当部署では、図表２－(3)－⑥のと

おり、「相談件数が減少したため」（70.0％）が最も多く、次いで、「個

別クレジット業者が登録制となり、指導監督ができるようになったた

め」（20.0％）となっており、消費生活相談担当部署では、図表２－(3)

－⑦のとおり、「相談件数が減少したため」（64.0％）が最も多く、次い

で、「あっせんを行う際に事業者との交渉が行いやすくなったため」

（10.0％）となっている。 
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図表２－(3)－⑥ 割賦販売法指導監督担当部署における「大いに効果

があった」又は「ある程度効果があった」と回答した

理由 
（単位：機関、％） 

区 分 機関数 

「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回答し
た機関 

20 

 相談件数が減少したため 14(70.0) 

個別クレジット業者が登録制となり、指導監督ができるように
なったため 

4(20.0) 

その他 2(10.0) 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ （ ）内は、「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回

答した20機関に対する割合である。 
 

図表２－(3)－⑦ 消費生活相談担当部署における「大いに効果があっ

た」又は「ある程度効果があった」と回答した理由 
（単位：機関、％） 

区 分 機関数 

「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回答し
た機関 

50 

 相談件数が減少したため 32(64.0) 

あっせんを行う際に事業者との交渉が行いやすくなったため 5(10.0) 

その他 13(26.0) 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ （ ）内は、「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回

答した50機関に対する割合である。 

 

(ｴ) 消費生活相談員に対する意識等調査結果 

消費生活相談員に対する意識等調査において、本改正が消費者取引の

適正化にどの程度役立っていると思うか尋ねたところ、図表２－(3)－

⑧のとおり、「大いに役立っていると思う」又は「どちらかといえば役

立っていると思う」と回答した者が、合わせて78.8％となっている。 

 

図表２－(3)－⑧ 消費生活相談員に対する意識等調査結果（平成 20 年の割賦

販売法改正の評価） 

 
（注） 消費生活相談員に対する意識等調査結果に基づき、当省で作成した。 

①大いに役立っ 

ていると思う 

32.7 

②どちらかと 

いえば役立っ 

ていると思う 

46.1 

③あまり役立っ 

ていないと思う 

10.9 

④全く役立っ 

ていないと思う 

0.4 

⑤分からない 

8.0 

無回答 

1.9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n=2,355

 平成20年割賦販売法改正は消費者取引の適正化にどの程度役立っていると思いますか。

当てはまる選択肢をお選びください。                    （％） 
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イ 指導監督の実施状況等 

（要旨） 

 割賦販売法に基づく事業者（前払式割賦販売業者、包括信用購入あっ

せん業者、個別信用購入あっせん業者、前払式特定取引業者）に対する

指導監督の実施状況等についての把握結果は、次のとおりである。 

① 事業者に対する行政処分の実施状況は、経済産業省本省、９経済産

業局及び47都道府県全体で平成24年度には前払特定取引業者に対す

る２件となっている。 

② 前払式割賦販売業者及び前払式特定取引業者は、営業所等が一の都

道府県内にある場合、経済産業大臣及び都道府県知事の双方が立入検

査の権限を有している。これらの事業者に対する都道府県の立入検査

の実施状況をみると、ノウハウの不足等を理由に、経済産業局が策定

した立入検査計画を基に、同局が主体となって実施する実地の調査に

立ち会うのみとなっているものもみられた。 

③ 個別信用購入あっせん業者については、平成20年の割賦販売法の改

正により、特定商取引法の対象取引（通信販売を除く。）を行う販売

業者が契約の申込又は締結の勧誘等を行った場所等を管轄する都道

府県知事に報告徴収、立入検査、改善命令及び業務停止命令の権限が

一部付与された。 

本改正法が施行された平成21年12月以降の都道府県における行政

処分の実績は、全国的に相談事案のあった事業者に対し、23年度に静

岡県が改善命令を発出した１件のみである。 

一方、調査した25都道府県の割賦販売法指導監督担当部署のうち静

岡県を除く24都道府県では、法改正に対応した指導監督の実施方針の

策定等は行われておらず、また、法改正による権限付与を承知してい

ない例や、営業所等が一の都道府県にある事業者のみに指導監督がで

きると誤解している例もみられた。 

④ 経済産業省本省、９経済産業局の割賦販売法指導監督担当部署では

ＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境が整備されており、全国の消費生活センタ

ー等で受け付けた割賦販売等に関する相談を指導監督の端緒情報と

して活用している。 

一方、調査した25都道府県の割賦販売法指導監督担当部署のうち、

18都道府県でＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境が整備されているものの、２

都道府県では活用していない。また、閲覧環境が整備されていない７

都道府県の割賦販売法指導監督担当部署のうち消費生活相談担当部

署等からＰＩＯ－ＮＥＴで得られた情報の提供を受け、指導監督業務

に活用しているものは２都道府県にとどまっている。 
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 (ｱ) 制度の概要 

割賦販売法では、図表２－(3)－⑨のとおり、割賦販売、ローン提携

販売、信用購入あっせん、前払式特定取引の取引形態が定められており、

取引形態ごとに事業者に対する規制等が定められている。このうち、割

賦販売については許可制の前払式割賦販売業と開業規制のない割賦販

売に区分される。また、信用購入あっせんについては商品の購入のため

のカード交付をする包括信用購入あっせん、商品等の購入ごとに信用購

入あっせん契約を締結する個別信用購入あっせんに区分される。 

 

図表２－(3)－⑨ 割賦販売法に定められている取引形態 
取引形態 取引内容 

割賦販売 前払式割賦販売 購入者が指定商品の引渡しの前に分割により販
売業者に支払う形態（許可制） 

割賦販売 
（前払式を除く） 

購入者が商品等の代金を分割により販売業者に
支払う形態（開業規制なし） 

ローン提携販売 購入者が販売業者から交付されたカードを提示
することにより、購入した商品等の代金の支払
いのために、販売業者の保証の下に金融機関か
ら借入れを受け、金融機関に分割により返済す
る形態（開業規制なし） 

信用購入あ
っせん 

包括信用購入あ
っせん 

購入者が、あらかじめ信用購入あっせん業者か
ら交付されたカード等を販売業者に提示するこ
とにより、商品等を購入した際、信用購入あっ
せん業者が消費者に代わって販売業者に代金の
立替払いをし、後日、購入者が代金を分割等に
より信用購入あっせん業者に支払う形態（登録
制） 

個別信用購入あ
っせん 

購入者が、販売業者から商品等を購入する際、
信用購入あっせん業者が購入者に代わって販売
業者に代金を支払い、後日、購入者が代金を分
割により信用購入あっせん業者に支払うことを
約す契約形態（登録制） 

前払式特定取引 購入者が、商品の売買の取次ぎ又は指定役務の
提供、若しくは指定役務の提供を受けることの
取次ぎで、購入者に対する商品等の引渡しの前
に、分割により前払式特定取引業者へ支払う形
態（許可制） 

（注） 割賦販売法に基づき、当省が作成した。 

 

割賦販売法に基づく指導監督権限は、図表２－(3)－⑩のとおり、取

引形態ごとに経済産業大臣、経済産業局長及び都道府県知事に付与され

ている。このうち、前払式割賦販売業者及び前払式特定取引業者（以下

「前払業者」という。）については、ⅰ）営業所及び代理店が一の都道

府県内にある場合、経済産業大臣、経済産業局長及び都道府県知事が報

告徴収及び立入検査を実施できることとされており（割賦販売法施行令

（昭和36年政令第341号）第33条３項等）、ⅱ）営業所及び代理店が二以

上の都道府県の区域にある場合、経済産業大臣及び委任を受けている経

済産業局長が行政処分等を行うとされている（同施行令第34条）。 

また、個別信用購入あっせん業者については、ⅰ）加盟店としている
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販売業者が特定商取引法の取引形態のうち、対面取引である訪問販売、

連鎖販売、特定継続的役務、業務提供誘引販売を行う場合、販売業者等

が契約の申込又は締結の勧誘を行う場所を含む都道府県の区域を管轄

する都道府県知事が行政処分を実施できるとされ（同施行令第33条第１

項）、また、ⅱ）隔地型取引である電話勧誘販売を行う場合、勧誘の相

手方が契約の申込又は締結の勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域

を管轄する都道府県知事が行政処分を実施できるとされている（同施行

令第33条２項）。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購

入あっせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける

者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ

効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事

から要請があったときは、経済産業大臣又は委任を受けている経済産業

局長が直接行うことを妨げないこととされている（同施行令第33条第１

項及び第２項）。 

 

図表２－(3)－⑩ 割賦販売法における権限の付与状況 
実施権者 

区分  
経済産業大臣 経済産業局長 都道府県知事 

前払式割賦販売 

許可（法第11条） ○ × × 

報告徴収（法第40条） ○ ○ ○ 

立入検査（法第41条） ○ ○ ○ 

改善命令（法第20条の２） ○ × × 

契約締結禁止命令（法第23条

第２項） 
○ × × 

許可取消（法第23条） ○ × × 

包括信用購入あっ

せん 

登録（法第32条～第33条の３） × ○ × 

報告徴収（法第40条） ○ ○ × 

立入検査（法第41条） ○ ○ × 

改善命令（法第30条の５の３、

法第33条の５） 
○ ○ × 

登録取消（法第34条の２） ○ ○ × 

個別信用購入あっ

せん 

登録（法第35条の３の24～第

35条の３の28） 
× ○ × 

報告徴収（法第40条） ○ ○ ○ 

立入検査（法第41条） ○ ○ ○ 

改善命令（法第35条の３の21、

法第35条の３の31） 
○ ○ ○ 

業務停止命令（法第35条の３

の32第２項） 
○ ○ ○ 

登録取消（法第35条の３の32） ○ ○ × 

前払式特定取引 

許可（法第35条の３の61） ○ × × 

報告徴収（法第40条） ○ ○ ○ 

立入検査（法第41条） ○ ○ ○ 

改善命令（法第35条の3の62） ○ × × 

契約締結禁止命令（法第35条

の3の62） 
○ × × 

許可取消（法第35条の3の62） ○ × × 

（注）１ 割賦販売法に基づき、当省が作成した。 
２ 開業規制のない割賦販売（前払式割賦販売を除く。）及びローン提携販売

を除く。 
３ 都道府県知事の個別信用購入あっせん業者に対する業務停止命令は、都道

府県知事が発令した改善命令に個別信用購入あっせん業者が従わない場合
のみ発令できる。 
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(ｲ) 把握結果 

ａ 割賦販売業者数の推移 

全国の前払式割賦販売業者、包括信用購入あっせん業者、個別信用

購入あっせん業者及び前払式特定取引業者数は、図表２－(3)－⑪の

とおり、平成22年度は全体で874事業者であったのに対し、24年度は

841事業者と3.8％の減少となっている。 

 

図表２－(3)－⑪ 前払式割賦販売業者、包括信用購入あっせん業者、

個別信用購入あっせん業者及び前払式特定取引業者

数の推移 
（単位：事業者） 

年度 
区分 

平成22 23 24 

前払式割賦販売業者 4( 100 ) 4(100.0) 3( 75.0) 

包括信用購入あっせん業者 280( 100 ) 272( 97.1) 268( 95.7) 
個別信用購入あっせん業者 150( 100 ) 153(102.0) 151(100.7) 
前払式特定取引業者 440( 100 ) 429( 97.5) 419( 95.2) 
 うち単県事業者 298( 100 ) 289( 97.0) 282( 94.6) 

計 874( 100 ) 858( 98.2) 841( 96.2) 

（注）１ 経済産業省の資料に基づき、当省が作成した。 

２ 各年度末現在の数値である。 

３ （ ）内は、平成22年度の事業者数を100とした場合の指数である。 

４ 「単県事業者」とは、前払業者のうち、営業所及び代理店が一の都道府

県内にあるものを指す（以下同じ。）。 

 

ｂ 割賦販売法に基づく指導監督の実施状況等 

(a) 指導監督の実施状況 

割賦販売法に基づく事業者に対する行政処分の実施状況は、図表

２－(3)－⑫のとおり、経済産業省本省、９経済産業局及び47都道府

県全体で平成24年度は前払式特定取引業者に対する２件となってい

る。 

 

図表２－(3)－⑫ 行政処分の実施状況 
（単位：件） 

年度 

区分 
平成22 23 24 

前払式割賦販売業者 0 0 0 

包括信用購入あっせん業者 1 0 0 

個別信用購入あっせん業者 1 3 0 

 うち経済産業省本省・９経済産業局 1 2 0 

うち25都道府県 0 1 0 

前払式特定取引業者 0 3 2 

計 2 6 2 

（注） 当省の調査結果による。 
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また、事業者に対する立入検査の実施状況について、経済産業省

本省、９経済産業局及び25都道府県の割賦販売法指導監督担当部署

を調査したところ、図表２－(3)－⑬のとおり、平成24年度には経済

産業省本省が74件、経済産業局が232件、都道府県が43件となってい

る。 

 

図表２－(3)－⑬ 立入検査の実施状況 
（単位：件） 

年度 

区分 
平成22 23 24 

経 済 産 業 省

本省 

前払式割賦販売業者 3 1 0 

包括信用購入あっせん業者 13 19 20 

個別信用購入あっせん業者 17 21 21 

前払式特定取引業者 23 26 33 

経済産業省本省合計 56 67 74 

９ 経 済 産 業

局 

前払式割賦販売業者 3 1 0 

包括信用購入あっせん業者 33 35 46 

個別信用購入あっせん業者 33 47 74 

前払式特定取引業者 93 90 112 

経済産業局合計 162 173 232 

25都道府県 前払式割賦販売業者 1 0 0 

個別信用購入あっせん業者 0 0 0 

前払式特定取引業者 44 45 43 

都道府県合計 45 45 43 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 実施件数は延べ数で経済産業省本省、経済産業局及び都道府県が合同

で実施した事案についてはそれぞれ計上した。 

 

(b) 都道府県による前払業者への立入検査の実施状況 

前払業者については、単県事業者の場合、経済産業大臣、経済産

業局長及び都道府県知事が立入検査の権限を有している。 

前払業者に対する立入検査の実施について、経済産業省本省は、

中期的な立入検査方針（「前払式特定取引業者（冠婚葬祭互助会）に

対する中間的立入検査方針」（平成22年４月商務情報政策局取引信用

課））を策定し、22年度から27年度までに、重点事項について事業者

を選定し、計画的に立入検査を実施するとしている。また、本検査

方針については、各経済産業局から都道府県に参考送付され、認識

の共有が図られているところである。 

単県事業者に対する立入検査の実施状況について25都道府県の割

賦販売法指導監督担当部署を調査したところ、図表２－(3)－⑭のと

おり、８都道府県（32.0％）が立入検査計画の策定及び実地の検査

を主体的に実施している一方で、３都道府県（12.0％）では、経済

産業局が策定した立入検査計画を基に、同局が主体となって実施す

る実地の検査に立ち会うのみとなっている。 
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図表２－(3)－⑭ 都道府県における立入検査計画の策定状況及び

立入検査の実施状況 
（単位：都道府県、％） 

計画策定 

 

立入検査 

都道府県が策

定 

経済産業局及

び都道府県が

協議の上策定 

経済産業局が

策定 
計 

都道府県が主体で実施 8(32.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 8( 32.0) 

経済産業局及び都道府
県が合同で実施 

3(12.0) 3(12.0) 7(28.0) 13( 52.0) 

経済産業局が主体で実
施 

1( 4.0) 0( 0.0) 3(12.0) 4( 16.0) 

計 12(48.0) 3(12.0) 10(40.0) 25( 100 ) 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ （ ）内は、計に対する割合である。 

 

ⅰ）単県事業者に対する立入検査計画を経済産業局が策定してい

る又はⅱ）立入検査を経済産業局が主体となって実施している11都

道府県（注）全てで自らが主体的にこれらを実施していない理由と

して、立入検査の実施ノウハウの不足を挙げている。この中には、

単県事業者が少数しか存在しないため、担当者が他業務との兼務で

あり、加えて、２、３年で異動してしまうものの、定期的な立入検

査の実施スパンは３年から５年程度であるため、ノウハウが蓄積さ

れず、経済産業局に頼らざるを得ない状況であるとしたところもみ

られた。 

 

（注） ⅰ）単県事業者に対する立入検査計画を経済産業局が策定している

10都道府県及びⅱ）立入検査を経済産業局が主体となって実施してい

る４都道府県から重複分の３件を除いたものである。 

 

(c) 都道府県による個別信用購入あっせん業者への指導監督の実施

状況 

個別信用購入あっせん業者に対する都道府県知事の指導監督権限

は、平成20年の割賦販売法の改正により一部付与され、同改正法は

21年12月より施行されている。 

改正法の施行以降に都道府県が実施した行政処分の実績は、全国

的に相談事案のあった事業者に対し、平成23年度に静岡県が改善命

令を発出した１件のみである。静岡県では、平成20年の割賦販売法

改正以前から、悪質事業者を加盟店としている個別信用購入あっせ

ん業者に対し、条例に基づく行政指導を実施している。また、法改

正時には割賦販売法に基づく指導監督権限を活用するため、「割賦販

売法（後払）及び静岡県消費生活条例に基づく事業者指導実施マニ

ュアル」を作成し、複雑な法制度の理解とそれに沿った指導監督を
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実施するための積極的な対応を行っている。 

一方で、調査した25都道府県の割賦販売法指導監督担当部署のう

ち、静岡県を除く24都道府県では、静岡県が策定した実施手順のよ

うな指導監督の実施方針の作成等の対応は行われていない。 

また、このうちⅰ）３都道府県（12.0％）では、個別信用購入あ

っせん業者に対する指導監督の権限が都道府県に付与されているこ

と自体を認識しておらず、ⅱ）１都道府県では、従前から指導監督

権限のある前払業者と同様の権限の範囲（単県事業者に対してのみ

権限行使できる。）であると誤解している状況となっている。 

 

ｃ 指導監督における情報収集 

経済産業省本省及び経済産業局の割賦販売法指導監督担当部署で

は、いずれの機関でもＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境が整備されており、

ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報を基に、立入検査の対象事業者の選

定や個別信用購入あっせん業者の加盟店による消費者トラブルの探

知等の指導監督に活用している（注）。 

 

（注） 経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会（平成

19年11月29日）では、指導監督の強化の方法の一つとして、これらの相

談情報を収集するためのＰＩＯ－ＮＥＴの活用が挙げられている。 

 

一方、25都道府県の割賦販売法指導監督担当部署のうち、18都道府

県でＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境が整備されているが、２都道府県で

は、ＰＩＯ－ＮＥＴを閲覧していない。 

また、ＰＩＯ－ＮＥＴを閲覧できない７都道府県の割賦販売法指導

監督担当部署では、ＰＩＯ－ＮＥＴから得られる情報を活用するため

には、経済産業省本省、経済産業局又は都道府県の消費生活相談担当

部署に対し、情報提供を依頼する等の方法によることになる。しかし、

このような方法によりＰＩＯ－ＮＥＴから得られる情報を活用して

いるとしているのは２都道府県のみとなっている。当該２都道府県で

は、消費生活相談担当部署から定期的に本情報が提供されており、前

払業者への立入検査計画の策定時に、事業者を選定する判断材料の一

つとして活用しているほか、当該都道府県内における個別信用購入あ

っせんに係る相談の発生状況を探知するために活用している。 

 

-75-



(4) 貸金業法に係る法改正の効果と指導監督の実施状況等 

ア 平成18年の貸金業法改正の動向とその効果 

（要旨） 

多重債務問題の深刻化を背景として、平成18年に、貸金業法等が改

正され、ⅰ）貸金業の適正化、ⅱ）総量規制の導入、ⅲ）上限金利の

引下げ、ⅳ）ヤミ金（注１）への対策の強化が行われた。 

本改正の効果の把握結果は、次のとおりである。 

① 貸金業者に関する相談件数は、相談件数が最も多い平成 19 年度と

24 年度を比較すると、８万 1,279 件（64.3％）減少しており、本改

正の契機となった「多重債務」に関する相談件数も、相談件数が最

も多い 20 年度と 24 年度を比較すると、５万 7,066 件（60.0％）減

少している。 

② 10 財務局（福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。）、

26 都道府県及び 64 市区に対する実地調査では、財務局及び都道府県

の貸金業法指導監督担当部署の 97.1％、都道府県及び市区の消費生

活相談担当部署の 84.4％が「大いに効果があった」又は「ある程度

効果があった」と回答している。 

③ 消費生活相談員に対する意識等調査では、82.1％が消費者取引の

適正化に「大いに役立っていると思う」又は「どちらかといえば役

立っていると思う」と回答している。 

④ 一方、ヤミ金に関する相談件数は、相談件数が最も多い平成 18 年

度と 24 年度を比較すると、２万 525 件（73.8％）減少しているもの

の、偽装質屋（注２）やクレジットカードショッピング枠の現金化（注

３）業者等による消費者被害が発生している状況にある。 

 
 （注）１ ヤミ金とは、出資法違反（高金利等）及び貸金業法違反並びに貸金

業に関連した詐欺、恐喝、暴行等に係る事犯を行う者をいう。 
２ 偽装質屋とは、ヤミ金業者が質屋営業を仮装し、担保価値のない物

品を質入れさせた上で、実質的に年金等を担保にして金銭の貸付けを
行い、高額な金利等の支払を求める事案をいう。 

    ３ クレジットカードショッピング枠の現金化とは、クレジットカード
のショッピング枠を利用して、消費者に安価な商品を高額で購入させ
た後、「商品買取り」等と称して売値の何割かに相当する現金を消費
者に渡し、業者はカード会社から立替金を得る仕組みである。 

 

(ｱ) 改正の概要 

借り手の返済能力を上回る貸付けが行われ、多重債務者が多く発生

し、平成 19 年２月末時点において、貸金業者から５件以上の無担保無

保証の貸付けを受けている利用者が約 180 万人となっており、これら

の者の１人当たりの平均借入総額は約 240 万円に上っていた。 

このような多重債務問題の深刻化を受け、同問題の直接の背景とし
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て考えられていた過剰な貸付け、高金利等を解消するため、次のとお

り、平成18年12月に貸金業法等が改正され、19年からの段階的施行を

経て、22年６月に完全施行された。 

ⅰ）貸金業の適正化 

貸金業者の参入条件を厳格化するため、財産的基礎要件である純

資産額の500万円以上から5,000万円以上への引上げ、貸金業務取扱

主任者の資格試験の導入、取立規制の強化及び事前書面交付義務の

導入が行われた（注）。 
（注） 「財産的基礎要件の引上げ」は平成21年６月及び22年６月に段階的に

施行された。また、「取立規制の強化」は19年12月、「貸金業務取扱主任
者の資格試験の導入」は21年６月、「事前書面交付義務の導入」は22年
６月に施行された。 

 

ⅱ）総量規制の導入 

貸金業者に対して、個人が借り手の場合の年収把握や返済能力調

査が義務付けられ、総借入残高が年収の３分の１を超えることとな

る新規の貸付けが原則禁止された（平成22年６月施行。いわゆる「総

量規制」）。 

ⅲ）上限金利の引下げ 

出資法の上限金利が29.2％から20％に引き下げられた（平成22年

６月施行）。 

ⅳ）ヤミ金対策の強化 

貸金業法における無登録営業に対する罰則が懲役５年から10年に

強化され、また出資法改正により超高金利での貸付行為に対する罰

則が新設された（平成19年１月施行）。 

 

また、改正法の成立を機に、多重債務者対策の効果的な推進を図る

ため、関係閣僚による多重債務者対策本部が内閣に設置された。同本

部において、関係省庁が一体となって多重債務相談を行う相談窓口の

整備・強化を始め、各般の「借り手」対策に取り組むため、平成 19 年

４月に「多重債務問題改善プログラム」が決定された。 

 

(ｲ) 効果を測るための指標の推移等 

平成22年６月の改正法完全施行に際し、金融庁、消費者庁及び法務

省に設置された「改正貸金業法フォローアップチーム」において、施

行後の状況把握のための関係者ヒアリング等を実施した結果、特定の

制度の見直しが必要となるような実態は把握されていないとの結論を

得ている（注）。 

これに関し、その後の状況をみると、図表２－(4)－①～③のとおり、

ⅰ）貸金業者から５件以上の無担保無保証の貸付けを受けている利用

-77-



者は平成19年３月末の171万人から25年12月末には18万人へ、ⅱ）多重

債務が原因とみられる自殺者数は19年の1,973人から24年には839人へ、

ⅲ）貸金業に係る１日当たりの苦情相談件数は22年４月の248件から24

年６月には189件へ減少している。 

 
     （注）  本改正は規制の事前評価が義務付けられた平成19年10月以前（平成18

年12月）の改正であり、金融庁では規制の事前評価を実施していない。 

 

図表２－(4)－① 貸金業利用者の一人当たりの無担保無保証の借入残

高金額及び５件以上無担保無保証借入の残高がある人

数 

（単位：万円、万人） 

        年度 
区分 

平成
18 19 20 21 22 23 24 25 

１人当たり残高

金額 
116.9 106.6 95.7 79.7 67.1 59.0 54.7 52.5 

５件以上無担保

無保証借入の残

高がある人数 

171 118 73 84 70 44 29 18 

     （注）１ (株)日本信用情報機構の資料に基づき、当省が作成した。 
２ 平成18年度から24年までは３月末、25年は12月末現在の数値である。 

 

図表２－(4)－② 多重債務が原因とみられる自殺者数 

（単位：人） 

       年度 
区分 

平成19 20 21 22 23 24 

全自殺者数 33,093 32,249 32,845 31,690 30,651 27,858 

多重債務が原
因とみられる
自殺者数 

1,973 1,733 1,630 1,306 998 839  

       （注）１ 警察庁資料に基づき、当省が作成した。 
２  多重債務が原因とみられる自殺者数は平成19年度から集計していること

から、18年度の自殺者数は不明である。 
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図表２－(4)－③ 金融庁、財務局及び日本貸金業協会における１日当

たりの相談・苦情件数（貸金業関係）    

 
（注）１ 金融庁の資料に基づき、当省が作成した。 

２ それぞれ２か月ごとの各月の１日当たりの件数をグラフ化したものであ
る。 

３ 完全施行とは、平成18年12月に改正された貸金業法等が22年６月に完全
施行されたことを表す。 

 

ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された貸金業者に関する相談件数は、図表２

－(4)－④のとおり、改正法が施行された平成18年度以降、減少傾向に

あり、18年度以降で相談件数が最も多い19年度は12万6,321件であった

のに対し、24年度は４万5,042件と、８万1,279件（64.3％）減少して

いる。 

 

図表２－(4)－④ 貸金業者（「フリーローン・サラ金」）に関する相談

件数の推移及び主な施策等の動き 

 

 
 
 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成
25年５月31日までの登録分）によるものである。 

  

また、本改正の契機となった「多重債務」に関する相談件数は、図
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表２－(4)－⑤のとおり、相談件数が最も多い平成20年度は９万5,162

件であったのに対し、24年度は３万8,096件と、５万7,066件（60.0％）

減少している。 

 

図表２－(4)－⑤  「多重債務」に関する相談件数の推移及び主な施策

等の動き 

 
 
   

 
 
 
（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成
25年５月31日までの登録分）によるものである。 

      

さらに、改正前に問題とされた、ⅰ）「取立行為」、ⅱ）「契約内容」

及びⅲ）「金利」に関し日本貸金業協会が受け付けた苦情件数は、図表

２－(4)－⑥～⑧のとおり、いずれも減少している。 

 

図表２－(4)－⑥ 取立行為に関する苦情件数の推移及び主な施策等の

動き 

 

 
 
 

（注）１  日本貸金業協会の資料等に基づき、当省が作成した。 
２  苦情件数は同協会が受け付けたものである。なお、同協会は平成19年12月

に設立されたことから、19年度以前の苦情件数は不明である。 
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図表２－(4)－⑦ 契約内容に関する苦情件数の推移及び主な施策等の

動き 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
（注）１ 日本貸金業協会の資料等に基づき、当省が作成した。 

２ 苦情件数は同協会が受け付けたものである。 

 

図表２－(4)－⑧ 金利に関する苦情件数の推移及び主な施策等の動き 

 
 
 
 
 
 

（注）１ 日本貸金業協会の資料等に基づき、当省が作成した。 
           ２ 苦情件数は同協会が受け付けたものである。 

 

なお、財務局又は都道府県に登録している貸金業者数は、図表２－

(4)－⑨のとおり、貸金業法改正における財産的基礎要件の引上げ等の

導入により、平成18年度は１万1,832事業者であったのに対し、24年度

は2,217事業者と、9,615事業者（81.3％）減少している。 

また、貸金業者の貸付残高は、図表２－(4)－⑨のとおり、平成18年

度は43兆6,727億円であったのに対し24年度は23兆2,488億円と20兆

4,239億円（46.8％）減少している。 
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図表２－(4)－⑨ 財務局又は都道府県に登録している貸金業者数・貸付残

高の推移及び主な施策等の動き 

 
 
 
  
 

（注） 貸金業者数及び貸付残高は、金融庁の資料に基づき、当省が作成した。 

 

一方、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録されたヤミ金に関する相談件数を把握

したところ、図表２－(4)－⑩のとおり、相談件数が平成18年度は２万

7,827件であったのに対し、24年度は7,302件と、２万525件（73.8％）

減少している。 

 

図表２－(4)－⑩ ヤミ金に関する相談件数の推移及び主な施策等の動き 

 
 
               

（注）１ 当省の調査結果による。 
        ２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成25

年５月31日までの登録分）のうち、当省において、相談情報に文字列“ヤミ金”
“やみ金”“闇金”を含むものを計上した。 

 

また、警察庁の統計によれば、ヤミ金の検挙事件数、検挙人数及び

被害金額は、図表２－(４)－⑪のとおり、平成19年以降いずれも減少
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傾向にある。 

 

図表２－(4)－⑪ ヤミ金検挙事件数・検挙人数・被害金額 

（単位：件、人、億円） 

       年 

区分 
平成18 19 20 21 22 23 24 

検挙事件数 323 484 437 442 393 366 325 

検挙人数 710 995 860 815 755 666 470 

被害金額 199 303 293 198 115 117 109 

（注） 警察庁の資料に基づき、当省が作成した。 

 

ただし、偽装質屋やクレジットカードショッピング枠の現金化業者

等のヤミ金又はヤミ金に類似した新たな手口による消費者被害が発生

している状況にあり、被害を未然に防止するため、引き続き金融庁、

消費者庁、警察庁等による消費者に対する注意喚起が行われている。 

ヤミ金等による消費者被害に関し、金融庁及び財務局では、ヤミ金

に関する情報を入手した場合、ⅰ）ヤミ金業者に直接電話で警告する、

ⅱ）関係機関（警察、各消費生活センター等）に情報提供する、ⅲ）

財務局ホームページ等に注意喚起情報を掲載する等の対応を行ってい

る。加えて、関東財務局では、ヤミ金への対応強化を目的として、平

成25年10月に同局管内全ての消費生活センター（289か所）に対し、相

談者から寄せられたヤミ金に係る情報を提供するよう要請している。 

なお、金融庁が委託により実施している「貸金業利用に関する委託

調査」（インターネットによるアンケート調査）によれば、３年以内に

貸金業者から借入経験があり、現在借入残高がある者に占めるヤミ金

利用経験者の割合は、図表２－(４)－⑫のとおり、平成24年と25年を

比較した場合、わずかに増加している。 

           

   図表２－(4)－⑫ ヤミ金の利用経験があると回答した者の割合 

（単位：％） 

         年月 

区分 

平成22

年３月 

22年 

11月 

23年 

４月 

24年 

６月 

25年 

９月 

ヤミ金利用者の割合 3.8 1.5 3.0 3.8 4.4 

（注）１ 金融庁の「貸金業利用に関する委託調査」に基づき、当省が作成した。  
２ 年月は調査実施年月である。 
３ ヤミ金利用者の割合は、３年以内に貸金業者から借入経験があり現在借

入残高がある者を母数としたヤミ金の利用経験があると回答した者の割合
である。 

４ 本調査はインターネットモニターを対象としたサンプル調査として実施
したものである。また、金融庁は、「本調査において、統計理論上、調査結
果には一定の誤差が生じることを踏まえてみる必要がある。」としている。 
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(ｳ) 地方支分部局、都道府県等に対する実地調査結果 

本改正の効果の発現状況の認識について、10財務局及び24都道府県

の貸金業法指導監督担当部署並びに26都道府県及び64市区の消費生活

相談担当部署を調査したところ、「大いに効果があった」又は「ある程

度効果があった」と回答しているものは、図表２－(4)－⑬及び⑭のと

おり、貸金業法指導監督担当部署では97.1％、消費生活相談担当部署

では84.4％となっている。 

一方、適切な指標がないことやヤミ金被害の発生等から「分からな

い」と回答しているものは、貸金業法指導監督担当部署では2.9％、消

費生活相談担当部署では15.6％となっている。 

 

図表２－(4)－⑬ 貸金業法指導監督担当部署における本改正効果の

発現状況についての回答結果 

（単位：機関、％） 

回答区分 財務局数 都道府県数 合計 

大いに効果があった   5（ 50.0） 13（ 54.2） 
33（ 97.1） 

ある程度効果があった 5（ 50.0） 10（ 41.7） 

あまり効果がなかった 0（  0.0） 0（  0.0） 
0（  0.0） 

効果はなかった 0（  0.0） 0（  0.0） 

分からない 0（  0.0） 1（  4.2） 1（  2.9） 

計 10（ 100 ）   24（ 100 ） 34（ 100 ） 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ （ ）内は、計に対する割合であるが、小数第２位を四捨五入している

ため、合計が100にならない場合がある。 

 

図表２－(4)－⑭ 消費生活相談担当部署における本改正効果の発現

状況についての回答結果 

（単位：機関、％） 

回答区分 都道府県数 市区数 合計 

大いに効果があった 14（ 53.8） 30（ 46.9） 
76（ 84.4） 

ある程度効果があった 8（ 30.8） 24（ 37.5） 

あまり効果がなかった 0（  0.0） 0（  0.0） 
0（  0.0） 

効果はなかった 0（  0.0） 0（  0.0） 

分からない 4（ 15.4） 10（ 15.6） 14（ 15.6） 

計 26（ 100 ） 64（ 100 ） 90（ 100 ） 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ （ ）内は、計に対する割合である。 

 

また、「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回答

した主な理由は、貸金業法指導監督担当部署では、図表２－(4)－⑮の

とおり、「貸金業者や多重債務に関する相談件数の減少」が最も多くな

っており、消費生活相談担当部署でも、図表２－(4)－⑯のとおり、「貸

金業者や多重債務に関する相談件数の減少や相談内容の変化」が最も
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多くなっている。 

 

図表２－(4)－⑮ 貸金業法指導監督担当部署における「大いに効果が

あった」又は「ある程度効果があった」と回答した理

由 

（単位：機関、％） 

区  分 機関数 

「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回

答した機関数 
33  

 貸金業者や多重債務に関する相談件数が減少したため 28（84.8） 

 登録要件の厳格化により登録事業者数が減少したため 5（15.2） 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ （ ）内は、「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と

回答した33機関に対する割合である。 

 

図表２－(4)－⑯ 消費生活相談担当部署における「大いに効果があっ

た」又は「ある程度効果があった」と回答した理由 

（単位：機関、％） 

区  分 機関数 

「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と回

答した機関数 
76  

 
貸金業者や多重債務に関する相談件数が減少又は相談内

容が変化したため 
66（86.8） 

 その他 10（13.2） 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ （ ）内は、「大いに効果があった」又は「ある程度効果があった」と

回答した76機関に対する割合である。 

 

一方で、偽装質屋やクレジットカードショッピング枠の現金化を含

めヤミ金による新たな手口の被害を懸念しているのは、10財務局及び

24都道府県の貸金業法指導監督担当部署では、 34機関中５機関

（14.7％）、26都道府県及び64市区の消費生活相談担当部署では、90

機関中21機関（23.3％）となっている。 

 

(ｴ) 消費生活相談員に対する意識等調査結果 

消費生活相談員に対する意識等調査において、本改正は消費者取引

の適正化にどの程度役立っていると思うか尋ねたところ、図表２－(4)

－⑰のとおり、「大いに役立っていると思う」又は「どちらかといえば

役立っていると思う」と回答した者が、合わせて82.1％となっている。 
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図表２－(4)－⑰  消費生活相談員に対する意識等調査結果（平成18年の貸金業

法改正の評価） 

 

（注） 消費生活相談員に対する意識等調査結果に基づき、当省が作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①大いに役立っ 

ていると思う 

36.3 

②どちらかと 

いえば役立っ 

ていると思う 

45.8 

③あまり役立っ 

ていないと思う 

7.3 

④全く役立って 

いないと思う 

0.3 

⑤分からない 

8.4 

無回答 

1.9 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n=2,355

 平成18年貸金業法改正は消費者取引の適正化にどの程度役立っていると思いますか。当

てはまる選択肢をお選びください。                     （％） 
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イ 指導監督の実施状況等 

（要旨） 

貸金業法に基づく貸金業者に対する指導監督の実施状況等について

の把握結果は、次のとおりである。 

① 貸金業者に対する行政処分の実施状況は、11財務局及び47都道府

県全体で、平成24年度には19件となっている。 

② 貸金業者に関する相談は、全国の消費生活センター等でも受け付

けており、これらの相談情報はＰＩＯ－ＮＥＴに登録されている。

調査した24都道府県の中には、貸金業法指導監督担当部署が行政処

分を実施した事業者について、その端緒情報を入手する以前に、消

費生活センター等に対して同一業者に係る処分事由と同種の相談が

寄せられている例もみられること等から、適時適切な指導監督業務

を行う上で、これらの相談情報を積極的に活用する余地がある。 

 一方、金融庁本庁及び調査した10財務局の貸金業法指導監督担当

部署では、いずれの機関もＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境が整備されて

いるが、その情報を活用しているのは金融庁本庁及び１財務局のみ

であり、これらの機関でも無登録業者の検索にとどまっている。 

  また、調査した 24 都道府県の貸金業法指導監督担当部署のうち３

都道府県では閲覧環境が整備されているものの、このうち１都道府

県では活用していない。さらに、閲覧環境が整備されていない 21 都

道府県の貸金業法指導監督担当部署で消費生活相談担当部署等から

ＰＩＯ－ＮＥＴで得られた情報の提供を受け指導監督業務に活用し

ているところはない。 

 

(ｱ) 制度の概要 

貸金業法では、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金

需要者等の利益の保護を図るため、貸金業を営む者について登録制度

（注）を実施し、登録を受けた貸金業者に対する規制等が定められてい

る。 

 
     （注） 貸金業法において、貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の

区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあ
っては、内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務
所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該営業所又は事
務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないこ
ととされている（同法第３条）。 

 

また、内閣総理大臣又は都道府県知事による貸金業者に対する指導

監督権限は、図表２－(4)－⑱のとおり、ⅰ）その登録を受けた貸金業

者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要が
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あると認めるときに、業務の運営の改善に必要な措置を命ずることが

できる、ⅱ）誇大広告の禁止や取立行為の規制等の規定に違反したと

きは、その登録を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止

を命ずることができる、ⅲ）さらに、名義貸しの禁止等の規定に違反

したときは、その登録を取り消さなければならないこととされている。 

さらに、内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金

業者に対して、ⅰ）この法律を施行するため必要があると認めるとき

は報告徴収を、ⅱ）資金需要者等の利益の保護を図るため必要がある

と認めるときは、立入検査を行うことができることとされている。 

 

図表２－(4)－⑱ 貸金業法に基づく貸金業者に対する指導監督権限 

対象 

区分 
大臣登録事

業者 

都道府県知
事登録事業

者 

内
閣
総
理
大
臣 

業務改善命令（法第24条の６の３） ○ － 

登録取消及び業務停止命令（法第24

条の６の４） 
○ － 

登録取消（法第24条の６の５） ○ － 

報告徴収及び立入検査（法第24条の６

の10第１項及び第３項） 
○ － 

都
道
府
県
知
事 

業務改善命令（法第24条の６の３） － ○ 

登録取消及び業務停止命令（法第24

条の６の４） 
－ ○ 

登録取消（法第24条の６の５） － ○ 

報告徴収及び立入検査（法第24条の６

の10第１項及び第３項） 
－ ○ 

（注） 貸金業法に基づき、当省が作成した。  
 

上記の内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任され、金融庁長官は

その権限を財務局長（沖縄総合事務局長を含む。）又は財務支局長に委

任することができるとされていることに加え、報告徴収及び立入検査

については金融庁長官が自ら行うことを妨げないこととされている

（同法第45条）。 

 

(ｲ) 把握結果 

ａ 貸金業者数の推移 

全国の貸金業者数は、図表２－(4)－⑲のとおり、平成22年度は

2,589事業者であったのに対し、24年度は2,217事業者と14.4％の減

少となっている。 
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図表２－(4)－⑲ 貸金業者数の推移 

（単位：事業者） 

年度 

区分 
平成22 23 24 

財務局登録 349( 100 ) 330(94.6) 315(90.3) 

都道府県登録 2,240( 100 ) 2,020(90.2) 1,902(84.9) 

計 2,589( 100 ) 2,350(90.8) 2,217(85.6) 

（注）１ 金融庁の資料に基づき、当省が作成した。 
２ 各年度３月31日現在の数値である。 
３ （ ）内は、平成22年度を100とした場合の指数である。 

 

ｂ  指導監督の実施状況 

貸金業法に基づく貸金業者に対する行政処分の実施状況は、図表

２－(4)－⑳のとおり、11財務局及び47都道府県全体で、平成24年度

には19件となっている。 

 

図表２－(4)－⑳ 行政処分の実施状況 

（単位：件） 

年度 

区分 
平成22 23 24 

11財務局 1 1 0 

47都道府県 98 41 19 

計 99 42 19 

（注） 金融庁の資料に基づき、当省が作成した。 

 

また、貸金業者に対する立入検査の実施状況は、図表２－(4)－㉑

のとおり、平成24年度には財務局が77件、都道府県が1,616件となっ

ている。 

 

図表２－(4)－㉑ 立入検査の実施状況 

（単位：件） 

年度 

区分 
平成22 23 24 

11財務局 66 80 77 

47都道府県 2,050 1,841 1,616 

計 2,116 1,921 1,693 

（注） 金融庁の資料に基づき、当省が作成した。 

   

これに関し、平成22年度から24年度までの登録事業者に対する立

入検査の平均実施率について24都道府県の貸金業法指導監督担当部

署を調査したところ、図表２－(4)－㉒のとおり、80％以上のものが

７都道府県ある一方で、30％未満のものも５都道府県あり、都道府
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県間でばらつきがあるが、調査した都道府県全体の平均実施率は、

約96％となっている。 

 

図表２－(4)－㉒ 都道府県の貸金業法指導監督担当部署における

立入検査平均実施率 

（単位：都道府県、％） 

立入検査平均実施率 都道府県数 

80％以上 7( 29.2) 

50％以上80％未満 4( 16.7) 

30％以上50％未満 8( 33.3) 

30％未満 5( 20.8) 

計 24( 100 ) 

     （注）１ 当省の調査結果による。 
２ (  )内は、24都道府県に占める割合である。 
３ 立入検査平均実施率は、平成22年度から24年度までの延べ登録事業者

数を分母、立入検査を実施した延べ件数を分子としている。 

 

ｃ 指導監督における情報収集 

貸金業者に対する指導監督に活用している情報について、10財務

局及び24都道府県の貸金業法指導監督担当部署を調査したところ、

いずれの機関も自ら受け付けた消費者からの相談等を指導監督の端

緒情報として活用している。 

 

金融庁金融サービス利用者相談室並びに11財務局及び47都道府県

の貸金業法指導監督担当部署が受け付けた苦情、相談等件数は、図

表２－(4)－㉓のとおり、これら全体で、平成20年度は４万4,928件

であったのに対し24年度は１万7,675件と60.7％の減少となってい

る。 
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図表２－(4)－㉓ 金融庁金融サービス利用者相談室並びに11財務

局及び47都道府県の貸金業法指導監督担当部署で

受け付けた苦情、相談等件数の推移 

（単位：件） 

          年度 

区分 
平成20 21 22 23 24 

苦 
 

情 

金融庁 316 127 306 40 47 

11財務局 2,616 1,960 1,127 753 563 

47都道府県 5,779 2,972 1,555 1,227 987 

計 8,711 5,059 2,988 2,020 1,597 

相
談
・
照
会 

金融庁 3,133 3,577 4,159 1,597 1,111 

11財務局 12,384 12,332 9,421 6,637 5,370 

47都道府県 20,700 14,493 13,275 11,241 9,597 

計 36,217 30,402 26,855 19,475 16,078 

計 44,928  35,461  29,843 21,495 17,675 

      （注）１  金融庁の資料に基づき、当省が作成した。 
２ 苦情とは法令違反・不適切な行為等、相談・照会はその他の行為に関

する申出を指す。 

 

一方、貸金業者に関する相談は、全国の消費生活センター等でも

受け付けており、これらの相談情報はＰＩＯ－ＮＥＴに登録されて

いる。調査した24都道府県の中には、図表２－(4)－㉔のとおり、貸

金業法指導監督担当部署が行政処分を行った事業者について、その

端緒情報を入手する以前に、消費生活センター等に対して同一業者

に係る相談が寄せられている例がみられ、この中には、処分事由と

同種の相談が寄せられているものもみられた。 
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図表２－(4)－㉔ 貸金業法指導監督担当部署における端緒情報の入手以前に

消費生活センター等に相談が寄せられている例 

事例

番号 

事 例 

１ 貸金業者に違反行為（過剰貸付等）があったため、当該事業者を登録して

いる都道府県は、平成22年度に行政処分を実施した。 

当該都道府県の貸金業法指導監督担当部署は、平成22年８月にその端緒情

報を入手したとしているが、消費生活センター等では、20年４月から22年８

月までに当該事業者に係る相談を23件（注）受け付けている。そのうち17件

の内容を確認したところ、当該行政処分の事由と同種と考えられる相談が５

件寄せられている。 

 
（注） 平成22年度に１件の相談が寄せられているが、この相談が22年４月か

ら８月までに受け付けたものか否かは不明である。 

２ 貸金業者に、登録取消に該当する詐欺行為があったため、当該事業者を登

録している都道府県は、平成22年度に行政処分を実施した。 

当該都道府県の貸金業法指導監督担当部署は、平成22年９月にその端緒情

報を入手したとしているが、消費生活センター等では、19年４月から22年９

月までに同事業者に係る相談を５件受け付けている。 

（注） 都道府県に対する当省の調査結果による。 

 

これらを踏まえると、貸金業法指導監督担当部署が適時適切な指

導監督業務を行う上で、ＰＩＯ－ＮＥＴから必要な情報を抽出しそ

の情報を積極的に活用する余地がある。 

 

一方、金融庁本庁及び調査した10財務局の貸金業法指導監督担当

部署では、いずれの機関もＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境が整備されて

いるが、調査した24都道府県の貸金業法指導監督担当部署のうち21

都道府県では閲覧環境が整備されていない。これらの21都道府県の

貸金業法指導監督担当部署がＰＩＯ－ＮＥＴから得られる情報を活

用するには、ＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境を整備する、又は都道府県

の消費生活相談担当部署に対し情報提供を依頼する等の方法による

ことが考えられる。 

しかし、ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報の活用状況は、金融庁

本庁では無登録業者の検索のみとなっており、調査した10財務局及

び24都道府県の貸金業法指導監督担当部署では、図表２－(4)－㉕の

とおり、ⅰ）９財務局では活用しておらず、残りの１財務局でも無

登録業者の検索にとどまっている、ⅱ）３都道府県の貸金業法指導

監督担当部署では閲覧環境が整備されているものの、このうち１都

道府県では活用していない、ⅲ）閲覧環境が整備されていない21都

道府県の貸金業法指導監督担当部署で消費生活相談担当部署等から

ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報の提供を受け指導監督業務に活用
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しているところはない。 

 

図表２－(4)－㉕ 貸金業法指導監督担当部署におけるＰＩＯ－Ｎ

ＥＴから得られた情報の活用状況等 

区分 10財務局 24都道府県 

閲覧環境 いずれの機関も閲覧環境が

整備されている。 

３都道府県で閲覧環境が整

備されている。 

活用状況 

９財務局では活用しておら

ず、残りの１財務局でも無登

録業者の検索にとどまって

いる。 

閲覧環境が整備されている

３都道府県のうち２都道府

県では活用しているが、残り

の１都道府県及び閲覧環境

が整備されていない21都道

府県では活用していない。 

 意見等 （活用していない理由等） 

・ 消費生活相談担当部署か

ら個別の相談事案の提供を

受けているため必要性を感

じない。 

・ 自ら消費者からの相談を

受けているなど現時点の情

報で足りているため必要性

を感じない。  

・ ＰＩＯ－ＮＥＴにどのよ

うな情報があるか理解して

いないため活用できるか不

明である。 

・ 指導監督を行う上で有益

と考えられる場合には、検

討したい。 

（活用していない理由等） 

・ 消費生活相談担当部署か

ら個別の相談事案の提供を

受けているため必要性を感

じない。 

・ 自ら消費者からの相談を

受けているなど現時点の情

報で足りているため必要性

を感じない。  

・ ＰＩＯ－ＮＥＴにどのよ

うな情報があるか理解して

いないため活用できるか不

明である。 

・ 指導監督を行う上で有益

と考えられる場合には、検

討したい。 

・ 経費や維持管理に支障が

なければ検討したい。 

（注） 当省の調査結果による。 
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(5) 商品先物取引法に係る法改正の効果と指導監督の実施状況等 

ア 平成 21 年の商品先物取引法改正の動向とその効果 

（要旨） 

店頭商品先物取引及び海外商品市場における先物取引に関するトラ

ブルの増加を背景として、平成 21 年に商品取引所法（昭和 25 年法律第

239 号）が商品先物取引法へと改正され、ⅰ）国内の商品市場における

取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引の受託等の営業

（以下「商品先物取引業」という。）への横断的な許可制の導入、ⅱ）

適合性の原則（注１）等を始めとする委託者保護規定の適用対象の拡大

及びⅲ）不招請勧誘の禁止（注２）の導入等が図られた。 

この結果、商品先物取引に関する相談件数は、相談件数が比較可能な

平成 21 年度以降で相談件数の最も多い 22 年度と 24 年度を比較すると、

2,697 件（75.1％）減少しており、また、海外商品先物取引に関する相

談件数も同様に 2,072 件（86.6％）減少している。 

 
（注）１ 適合性の原則とは、委託者保護の観点から顧客の知識、経験及び財産

の状況並びに商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認めら
れる勧誘を行ってはならないという原則のことをいう。 

２ 商品先物取引法では、契約の締結について勧誘の要請をしていない顧
客に対し、訪問し、又は電話をかけて契約の締結の勧誘をする行為を禁
止している。 

 

(ｱ) 改正の概要 

商品取引所法により規制されていた店頭商品先物取引、及び海外商品

市場における先物取引の受託等に関する法律（昭和 57 年法律第 65 号）

により規制されていた海外商品市場における先物取引については、商品

取引所法により規制されていた国内の商品市場における先物取引と比

較して、取引を受託等する事業者に対する規制が弱く、平成 17 年度以

降、トラブルが増加していた。 

このため、平成 21年に商品取引所法が商品先物取引法へと改正され、

次の規制等が導入された（注）。 

ⅰ）商品先物取引業への横断的な許可制の導入 

国内の商品市場における取引の受託等の営業に加え、外国商品市場

取引及び店頭商品デリバティブ取引の受託等の営業についても許可

制を導入（平成 23 年１月施行） 

ⅱ）委託者保護規定の適用対象の拡大 

適合性の原則等の委託者保護規定の適用対象について、従来は国内

の商品市場における取引を受託等する事業者のみであったものを商

品先物取引業を行う全ての者に拡大（平成 23 年１月施行） 
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ⅲ）不招請勧誘の禁止の導入 

商品先物取引業者について、国内又は外国商品市場取引のうち発生

し得る損失の額が初期の投資額を上回る可能性のある取引及び全て

の店頭商品デリバティブ取引の受託等の不招請勧誘を禁止（平成 23

年１月施行） 

 

（注） 商品先物取引法は平成 21 年 10 月、22 年７月、23 年１月の３段階で施行

された。また、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律は商

品先物取引法への改正に合わせ、平成 23 年１月に廃止された。 

 

(ｲ) 効果を測るための指標の推移等 

本改正に際し、経済産業省は、政策評価法第９条の規定に基づき、規

制の事前評価を実施しており、当該評価を参考として本改正の効果の分

析を行った結果は、次のとおりである。 

経済産業省の規制の事前評価書によると、図表２－(5)－①のとおり、

ＰＩＯ－ＮＥＴにおける苦情相談件数の減少を規制の便益としている。 

 

図表２－(5)－① 「使いやすい」「透明な」「トラブルのない」商品先

物市場の実現に係る規制の事前評価 

◎ 「使いやすい」「透明な」「トラブルのない」商品先物市場の実現に係る

規制の事前評価書（評価実施時期：平成 21 年３月）（抜粋） 

 

③ 「トラブルのない」商品先物市場の実現 

改正案では、現行制度において、参入規制のない海外商品先物取引や、

法律上の位置づけが不明確な店頭商品先物取引を行う者が、新たに商品

先物取引業者として厳格に規律されることとなり、特に店頭商品先物取

引については、不招請勧誘を禁止する措置を講じることを予定している。 

これらの措置は、平成 17 年の金融先物取引法改正による措置と類似す

るものであるため、この時のデータを参考に、以下のとおり海外商品先

物取引及び店頭商品先物取引の苦情件数の推移を算定することが可能で

ある。 

《海外商品先物取引・店頭商品先物取引の苦情件数推移見込み》 

 法律施行前 法律施行後 

苦情相談件数（年間） 1,738 195 

 

また、同案によった場合、一般投資家向けに行う店頭商品先物取引が、

業として認められることとなる。既述のとおり、このような取引につい

ては、近時、資産運用手段の一つとして社会的に認知されつつあり、適

正な規制の下で行われることには、一定の意義があると考えられる。 

（注） 苦情相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報を元
に経済産業省が集計したものである。 

 

 

-95-



ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された商品先物取引及び海外商品先物取引に

関する相談件数は、図表２－(5)－②のとおり、相談件数の比較が可能

な平成 21 年度以降で相談件数が最も多い平成 22 年度は 3,593 件であっ

たのに対し、24 年度は 896 件と 2,697 件（75.1％）減少している。また、

海外商品先物取引に関する相談件数は、件数が最も多い 22 年度は 2,392

件であったのに対し、24 年度は 320 件と 2,072 件（86.6％）減少してい

る。 

 

図表２－(5)－② 商品先物取引及び海外商品先物取引に関する相談件数及び

主な施策等の動き 
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（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成 25 年５
月 31 日までの登録分）によるものである。 

３ 平成 21 年度のＰＩＯ－ＮＥＴ分類・キーワード改定により 19・20 年度と 21 年度
以降の相談件数は時系列比較できない。 

４ 平成 19 年度の海外商品先物取引に関する相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴによる検索
時期の違い等により、21 年３月に実施された経済産業省による規制の事前評価に記載
されている数値と異なる。 
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イ 指導監督の実施状況等 

（要旨） 

商品先物取引法に基づく商品先物取引業者に対する行政処分の実施

件数は、平成 24 年度は農林水産省本省及び経済産業省本省が実施した

３件となっている。 

また、農林水産省及び経済産業省の本省は、ＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環

境が整備されており、ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報を、指導監督及

び無許可で商品先物取引業に当たる行為を行う事業者の把握に活用し

ている。 

 

(ｱ) 制度の概要 

商品先物取引法では、商品市場における取引等の受託等における委託

者等の保護のため、商品先物取引業について許可制（注）としており、

その事業に対する規制等を定めている。 
 

（注） 商品先物取引法において、商品先物取引業を営もうとする者は、農林水
産大臣及び経済産業大臣の許可を受けなければならないとされている（同
法第 190 条）。 

 

農林水産大臣及び経済産業大臣は、商品先物取引業者に対して、報告

徴収や立入検査を行うことができ（同法第 231 条）、商品市場における

秩序の維持又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めると

きは、商品先物取引業の運営の改善等に必要な措置をとることを命ずる

ことができることとされている（同法第 232 条）。 

また、農林水産大臣及び経済産業大臣は、商品先物取引業者に対し、

許可を取り消し、又は商品市場における取引若しくは商品先物取引業の

停止を命ずることができることとされている（同法第 236 条）。 

さらに、報告徴収、立入検査及び業務改善命令については、農林水産

大臣及び経済産業大臣の権限を当該商品先物取引業者の本店等の所在

地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長に委任するとともに、農林

水産大臣及び経済産業大臣が自ら行うことを妨げないこととされてい

る（商品先物取引法施行令（昭和 25 年政令第 280 号）第 57 条）。なお、

商品先物取引業者には地方農政局又は経済産業局の管轄区域を越えて

活動する業者が多いことから、指導監督を効率的に行うため、実際の行

政処分は農林水産省及び経済産業省の本省が実施している。 

 

(ｲ) 把握結果 

ａ 商品先物取引業者数の推移 

全国の商品先物取引業者数は、図表２－(5)－③のとおり、平成 22

年度は 57 事業者であったのに対し、24 年度は 56 事業者と横ばいであ

る。 
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図表２－(5)－③ 商品先物取引業者数 
（単位：事業者） 

年度 
区分 平成 22 23 24 

商品先物取引業者 57(100) 59(103.5) 56(98.2) 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 各年度の３月末の数である。 
３ （ ）内は平成 22 年度を 100 とした場合の指数である。 

 

ｂ 指導監督の実施状況 

商品先物取引法に基づく商品先物取引業者に対する行政処分の実

施件数は、図表２－(5)－④のとおり、平成 24 年度は３件となってい

る。 

 

図表２－(5)－④ 行政処分の実施状況 
（単位：件） 

年度 
区分 平成 22 23 24 

行政処分 17 0 3 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 平成 22 年度は、商品取引所法及び海外市場における先物取引の受託等

に関する法律に基づく行政処分を含む。 
３ 行政処分は全て農林水産省及び経済産業省の本省が合同で実施した。 

 

また、商品先物取引業者に対する立入検査の実施件数は、図表２－

(5)－⑤のとおり、平成 24 年度は 10 件となっている。 

 

図表２－(5)－⑤ 立入検査の実施状況 
（単位：件） 

年度 
区分 平成 22 23 24 

立入検査 5 14 10 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 平成22年度は、商品取引所法及び海外市場における先物取引の受託等に

関する法律に基づく立入検査を含む。 
３ 立入検査は全て農林水産省及び経済産業省が合同で実施している。 

 

ｃ 指導監督における情報収集 

商品先物取引業者に対する指導監督及び無許可で商品先物取引業

に当たる行為を行う事業者の把握に活用している情報について、農林

水産省及び経済産業省の本省では、自らの相談窓口で受け付けている

消費者からの相談等を活用しているほか、ＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境

が整備されておりていることから、ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報

も活用している。 
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(6) 金融商品取引法に係る法令改正の効果と指導監督の実施状況等 

ア 法令改正の動向とその効果 

(ｱ) 平成21年の金融商品取引業等に関する内閣府令改正 

（要旨） 

金融庁は、顧客保護等を目的として、平成21年に、金融商品取引業

等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）を改正し、ⅰ）外国

為替証拠金取引（以下「ＦＸ取引」という。）を取り扱う業者（以下

「ＦＸ業者」という。）に対するロスカット取引（注１）を適切に行う

ためのルールの整備及び遵守の義務付け、ⅱ）ＦＸ業者等に対する証

拠金規制（注２）を導入した。 

本改正の効果の把握結果は、次のとおりである。 

① 一般社団法人金融先物取引業協会の協会員が行うＦＸ取引に係

る苦情件数は、苦情件数が最も多い平成20年度と24年度を比較する

と、204件（68.0％）減少している。 

② ＦＸ業者等の未収金の推移は、平成22年８月の証拠金規制導入後

に未収金の発生件数が０件となり、それ以降も発生件数が非常に抑

制されている一方で、ＦＸ業者の出来高は、規制が導入された22

年８月以降一時的に減少したが、その後22～24年を通じて安定した

出来高を示しており、証拠金残高も安定的に増加している。 
 
（注）１ ロスカット取引とは、取引が決済された時点で、顧客に生ずるこ

ととなる損失の額が、当該顧客との間であらかじめ約した計算方法
により算出される額に達する場合に、業者等が強制的に行う決済取
引である。 

２ 平成22年８月１日からレバレッジの上限は50倍、23年８月１日以
降は上限が25倍とされた。なお、レバレッジとは、少ない自己資本
で大きな取引を行うことをいう。 

 

ａ 改正の概要 

金融庁は、平成21年に金融商品取引業等に関する内閣府令を改正し

ており、その概要は次のとおりである。 

 

(a) 外国為替証拠金取引業者に対するロスカットルール整備・遵守

の義務付け（平成21年８月施行） 

ＦＸ取引において、ロスカット取引が適切な時期に行われず顧

客の損失を拡大させた事例がみられる等、顧客に不測の損害が生

じるおそれが生じ、またそのことにより業者が債権回収リスクを

負うことになり、業者の財務の健全性に影響が出るおそれが生じ

ていたことから、ＦＸ業者に対し、ロスカット取引を適切に行う

ためのルールの整備及び遵守が義務付けられた。 
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         (b) ＦＸ業者等に対する証拠金規制（平成22年８月施行） 

内外の金利差が縮小してきていること等から、店頭取引及び取

引所取引共に、高レバレッジ化が進展していたが、高レバレッジ

での取引については、ⅰ）顧客保護（ロスカットが十分に機能せ

ず、顧客が不測の損害を被るおそれ）、ⅱ）業者のリスク管理（顧

客の損失が証拠金を上回ることにより、業者の財務の健全性に影

響が出るおそれ）、ⅲ）過当投機の観点からの問題があるとして、

規制が必要とされてきた。 

これらを踏まえ、ＦＸ取引等について、ＦＸ業者等に対し、上

記(a)の規制に加え、店頭取引及び取引所取引共通の規制として、

想定元本の４％以上（レバレッジ25倍以下）の証拠金の預託を受

けずに取引を行うことを禁止した。 

 

ｂ 効果を測るための指標の推移等 

本改正に際し、金融庁は、政策評価法第９条の規定に基づき、規

制の事前評価を実施しており、当該評価を参考として本改正の効果

の分析を行った結果は、次のとおりである。 

 

金融庁の規制の事前評価書では、図表２－(6)－①及び②のとおり、

顧客に不測の損害が生じるおそれ等の減少を規制の便益としている。 

 

図表２－(6)－① ＦＸ取引規制の見直しに係る規制の事前評価  
 

 

 

 

 
 

 

 
(注) 下線は当省が付した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ◎ 外国為替証拠金取引規制の見直しに係る規制の事前評価書（評価実

施時期：平成 21 年４月）（抜粋） 

 

７．規制の便益 

適切にロスカット取引が行われるためのルールの整備・遵守が義務

付けられることにより、顧客に不測の損害が生じるおそれ、業者の財

務の健全性に影響が出るおそれが減少し、投資家保護、業者の財務基

盤の健全性確保の充実が図られる。 
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図表２－(6)－② ＦＸ取引規制の見直しに係る規制の事前評価 

◎ 外国為替証拠金取引規制の見直しに係る規制の事前評価書（評価実

施時期：平成 21 年５月）（抜粋） 

 

７．規制の便益 

証拠金規制を導入することにより、高レバレッジでの取引が禁止さ

れることとなり、相場急変時等ロスカットが必ずしも適切に機能しな

いおそれがあるところ、こうした場合においても、証拠金のバッファ

ーが厚いことから、顧客が不測の損害を被るおそれが減少 し、これ

に伴い、業者の財務の健全性への影響も減少する 。さらに、過当投

機が抑制されることになる。 
 (注) 下線は当省が付した。 

 

規制の対象となるＦＸ取引について、一般社団法人金融先物取引

業協会及び特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センタ

ーが受け付けた、同協会員が行うＦＸ取引に係る苦情件数は、図表

２－(6)－③のとおり、平成20年度は300件であったのに対し、24年

度は96件と204件（68.0％）減少している。 

 

図表２－(6)－③ 一般社団法人金融先物取引業協会の協会員が行うＦ

Ｘ取引に係る苦情件数の推移及び主な施策等の動き 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
（注）１ 一般社団法人金融先物取引業協会及び特定非営利活動法人証券・金融商品

あっせん相談センターの資料等に基づき、当省が作成した 
２ 苦情件数は一般社団法人金融先物取引業協会及び特定非営利活動法人証

券・金融商品あっせん相談センターが受け付けたものである。 

   

本改正に関し、規制の対象となったＦＸ業者等の未収金の推移を

みると、図表２－(6)－④及び⑤のとおり、平成22年８月の証拠金規

制導入後に投資家のロスカット損失が証拠金額を上回ることで発生

・21 年７月、８月 

内閣府令公布 

・21 年８月 

「ロスカットルールの整備・遵守」

施行 

 

22 年８月 

「証拠金規制」施行 

（レバレッジ 50 倍） 

23 年８月 

「証拠金規制」施行 

（レバレッジ 25 倍） 
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する未収金の発生件数が０件となり、それ以降も発生件数が非常に

抑制されている。これはロスカット制度の義務化と証拠金規制の導

入が未収金発生の抑制に効果があったと考えられ、投資家が被る不

測の損害の防止やＦＸ業者等の財務リスクの低下に寄与したと考え

られる。 

 

図表２－(6)－④ ロスカット未収金に係る口座数の推移及び主な施策

等の動き 

 

（注）１ 一般社団法人金融先物取引業協会の資料等に基づき、当省が作成した。 
２ 平成22年５月及び23年３月は異常値のため省略している。 

 

図表２－(6)－⑤ ロスカット未収金に係る未収金金額の推移及び主な

施策等の動き 

（注）１ 一般社団法人金融先物取引業協会の資料等に基づき、当省が作成した。 
２ 平成22年５月及び23年３月は異常値のため省略している。 

 

また、出来高をみると、図表２－(6)－⑥のとおり、規制が導入さ

れた平成22年８月以降一時的に減少したが、その後22～24年を通じ

て安定した出来高を示していることから影響は限定的だったとみら

れる。また、平成25年に入り外国為替相場の大幅な変動を受け出来

証拠金規制の施行 
（レバレッジ 50 倍） 

証拠金規制の施行 
（レバレッジ 25 倍） 

(口座数) 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
（万円） 

証拠金規制の施行 

（レバレッジ50倍） 

証拠金規制の施行

（レバレッジ25倍） 
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高は急拡大した。一方で、図表２－(6)－⑦のとおり、投資家の稼働

口座数は時期によって変動がみられるが、図表２－(6)－⑧のとおり、

証拠金は安定的に増加している。 

 

図表２－(6)－⑥ 店頭ＦＸ取引月次出来高の推移及び主な施策等の動

き 

 
（注） 一般社団法人金融先物取引業協会の資料等に基づき、当省が作成した。 

 

図表２－(6)－⑦ 市場・店頭ＦＸ取引実績口座数の推移 

 

（注） 一般社団法人金融先物取引業協会の資料に基づき、当省が作成した。 
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図表２－(6)－⑧ 市場・店頭ＦＸ取引受入証拠金残高の推移 

 
（注） 一般社団法人金融先物取引業協会の資料に基づき、当省が作成した。 

 

ＦＸ業者等が加入する一般社団法人金融先物取引業協会は、上記

のとおり未収金の改善や出来高及び証拠金残高の安定的な増加がみ

られることについて、「経済情勢に加え、法令改正による公的規制の

枠組みの整備や種々の自主規制措置により、市場が健全化されたこ

とや、これに応じたＦＸ業者等の業務態勢の整備によるものではな

いか」としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000
（億円） 

取引所 店頭 

-104-



 (ｲ) 平成21年の金融商品取引法改正 

（要旨） 

資本市場の機能の十全な発揮や投資者保護の観点から、信用格付業

者（注）に対して国際的に整合的な公的規制の枠組みを導入すること

を目的として、平成21年に、金融商品取引法が改正され、信用格付業

者に登録制度が導入されるとともに、金融商品取引業者等が、金融商

品取引契約の締結の勧誘時に、ⅰ）無登録業者による格付であること

や、ⅱ）格付付与に用いられた方針・方法の概要や格付の前提・意義・

限界等を説明することなく、無登録業者の格付を提供することを禁止

する規制（説明義務）が課された。 

 金融庁では、本改正の効果について「本規制の導入により、信用格

付業者において格付方針等の公表や説明書類の縦覧が義務化された

結果、格付の利用者による信用格付業者の比較・検証が可能となる」

としているが、この事後分析は困難であるとしている。一方、登録を

受けた事業者においては、格付方針等の公表や説明書類の縦覧が義務

化されたことにより、平成25年４月１日現在、全ての登録事業者にお

いて格付方針等が公表されている。 

 
（注） 信用格付業者とは、金融商品又は法人等の信用状態に関する評価を行

い、評価の結果について記号等を用いて表示した等級（信用格付）を付
与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為を業として行う者のうち、金
融商品取引法第66条の27に基づく内閣総理大臣の登録を受けた者であ
る。 

 

ａ 改正の概要 

資本市場の機能の十全な発揮や投資者保護の観点から、信用格付業

者に対する国際的に整合的な公的規制の枠組みを導入することを目

的として、平成21年に金融商品取引法が改正され、信用格付業者に対

する登録制度が導入され、登録を受けた信用格付業者に対して、体制

整備、格付提供行為、情報開示等に関する各種規制が設けられた。 

また、これに併せて、金融商品取引業者等が、ⅰ）無登録業者によ

る格付であることや、ⅱ）格付付与に用いられた方針・方法の概要や

格付の前提・意義・限界等を説明することなく、無登録業者の格付を

提供し、金融商品取引契約の締結の勧誘を行うことを禁止する規制

（説明義務）が課された。 

 

ｂ 効果を把握するための指標の推移等 

本改正に際し、金融庁は、政策評価法第９条の規定に基づき、規制

の事前評価を実施しており、当該評価を参考として本改正の効果の分

析を行った結果は、次のとおりである。 
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金融庁では、規制の事前評価書において、図表２－(6)－⑨のとお

り、「本規制の導入により、信用格付業者において格付方針等の公表

や説明書類の縦覧が義務化された結果、投資者に対する情報提供機能

が確保されるとともに、格付の利用者による信用格付業者の比較・検

証が可能となる」としている。 

一方で、金融庁では、「投資者による信用格付業者の比較・検証が

どの程度可能となったかを分析する事は困難であるため、事後分析は

行っていない。また、本規制の導入により、信用格付業者の自律的な

取組が促進されたものと考えられるが、その度合いを分析することは

困難であるため、事後分析は行っていない。」と補足している。 

 

図表２－(6)－⑨ 信用格付業者に対する公的規制の導入に係る規制

の事前評価 

 

 

 

 

 

 
            
 
    

  
（注) 下線は当省が付した。 

 

当省においても、「投資者による信用格付業者の比較・検証」や「信

用格付業者の自律的な取組」について、適切な指標や分析方法を設定

することができなかったが、登録を受けた事業者においては、格付方

針等の公表や説明書類の縦覧が義務化されたことにより、平成25年４

月１日現在、全ての登録事業者において格付方針等が公表されている

こと等から、格付に関して投資者に対する透明化が図られることとな

ったと考えられる。 

 

ｃ 地方支分部局に対する実地調査結果 

本改正の効果の発現状況の認識について、10財務局の金融商品取引

法指導監督担当部署を調査したところ、図表２－(6)－⑩のとおり、

全ての機関が「分からない」と回答している。 

 

 

◎ 信用格付業者に対する公的規制の導入に係る規制の事前評価書（評価

実施時期：平成21年３月）（抜粋） 

 

７．規制の便益 

信用格付業者の市場参加者に対する透明性を確保するための規制

（格付方針等の公表、説明書類の縦覧等）を導入することにより、投

資者に対する情報提供機能を高めることが可能となるとともに、格付

の利用者による信用格付業者の比較・検証が可能となるため、市場の

規律の下において信用格付業者の自律的な取組みを促進することも

可能となると考えられる。 
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図表２－(6)－⑩ 財務局の金融商品取引法指導監督担当部署におけ

る本改正効果の発現状況についての回答結果 

（単位：財務局、％） 

回答区分 財務局数 

大いに効果があった 0（  0.0） 

ある程度効果があった 0（  0.0） 

あまり効果がなかった 0（  0.0） 

効果はなかった 0（  0.0） 

分からない 10（100.0） 

計 10（ 100 ） 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ （ ）内は、計に対する割合である。 

 

また、「分からない」と回答した主な理由は、図表２－(6)－⑪のと

おり、効果を把握する適切な指標がない（50.0％）のほか、本改正事

項に係る事例がないこと（50.0％）となっている。 

 

図表２－(6)－⑪ 財務局の金融商品取引法指導監督担当部署におけ

る「分からない」と回答した理由 

（単位：財務局、％） 

区  分 財務局数 

「分からない」と回答した機関数 10 

 効果を把握する適切な指標がないため 5(50.0) 

 本改正事項に係る事例がないため 5(50.0) 
 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ （ ）内は、「分からない」と回答した10機関に対する割合である。 
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(ｳ) 平成22年の金融商品取引法施行令改正 

（要旨） 

顧客保護の充実を目的として、平成22年に、金融商品取引法施行令

（昭和49年政令第321号）が改正され、従前から規制の対象であった

店頭ＦＸ取引（注１）に加え、証券ＣＦＤ取引（注２）を含む個人向け

店頭デリバティブ取引全般について不招請勧誘の禁止（注３）及び再

勧誘の禁止が導入された。 

金融庁では、本改正の効果について「個人が高リスクの取引である

ことを理解しないままに取引を行うことを予防し得る効果がある」と

しており、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された「不招請勧誘に関連する相談

件数」を参考指標としているが、金融商品以外の商品等に関する相談

がどの程度含まれているかは不明である。一方、証券ＣＦＤ取引を行

う金融商品取引業者に対し、日本証券業協会の自主規制により社内規

則の整備が促進されている。 

 
（注）１ 店頭ＦＸ取引とは、投資家が証券取引所を仲介せずに約定元本の一

定率の証拠金（保証金）を業者に預託し、差金決済による外国為替の
売買を行うことをいう。 

２ 証券ＣＦＤ取引とは、少額の証拠金を業者に預託し、有価証券や有
価証券指数を対象資産として、差金決済により行う取引をいう。 

３ 金融商品取引法では、契約の締結について勧誘の要請をしていない
顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、契約の締結の勧誘をする行為
を禁止している。 

 

ａ 改正の概要 

改正前の金融商品取引法施行令においては、個人向け店頭デリバテ

ィブ取引のうち、店頭ＦＸ取引のみが不招請勧誘の禁止等を含む規制

の対象となっており、店頭ＦＸ取引と類似する証券ＣＦＤ取引（差金

決済デリバティブ取引）は規制の対象外であったが、これらの取引は

個人に広がりをみせていた。個人顧客を相手方とする店頭デリバティ

ブ取引については、業者が自由に商品内容を設計でき、価格の透明性

も低く、投資者被害が発生しやすいため、継続的に取引を行っている

場合等を除き、個人向け店頭デリバティブ取引全般について不招請勧

誘及び再勧誘が禁止されるとともに、勧誘受諾意思確認義務（注）等

の対象とされた。 

      
（注）  勧誘受諾意思確認義務とは、金融商品取引業者等が勧誘前に顧客に勧

誘を受けるかどうかを確認する義務のことである。 

 

ｂ 効果を把握するための指標の推移等 

本改正に際し、金融庁は、政策評価法第９条の規定に基づき、規制

の事前評価を実施しており、当該評価を参考として本改正の効果の分
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析を行った結果は、次のとおりである。 

 

金融庁は、規制の事前評価書において、図表２－(6)－⑫のとおり、

「個人向けの店頭デリバティブ取引が不招請勧誘の禁止の対象とな

ることにより、個人が高リスクの取引であることを理解しないままに

取引を行うことを予防し得る効果がある」としている。 

 

図表２－(6)－⑫ デリバティブ取引に対する不招請勧誘規制等の見

直しに係る規制の事前評価 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
（注) 下線は当省が付した。 

          

また、金融庁は、「規制の効果を定量的に検証することは困難であ

るが、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された消費生活相談情報のうち、不招請

勧誘に関連するトラブルの状況は注視しており、例えば、不招請勧誘

に関連する相談件数は過年度に比して減少傾向にあることから、一定

の効果があったものと考えている。」と補足している。 

（参考）不招請勧誘に関連する相談件数（注） 

2010年度まで（過去５年平均）：166,100件 

2011年度：165,800件 

 
（注） 「PIO-NETにみる2011年度の消費生活相談」（平成24年９月６日国民生

活センター公表）における「訪問販売」と「電話勧誘販売」の相談件数
を合算したものである。 

 

金融庁が参考指標としている、上記不招請勧誘に関連する相談件数

は、販売購入形態別相談件数のうち訪問販売と電話勧誘販売の件数を

集計したものであり、金融商品以外の商品等に関する相談が、どの程

度含まれているかは不明である。 

しかし、証券ＣＦＤ取引については、同取引を取り扱う金融商品取

引業者が加入する日本証券業協会の自主規制規則において社内規則

の制定等が規定されていることもあり（注）、顧客保護の充実に向けた

取組は更に促進されているものと考えられる。 

◎ デリバティブ取引に対する不招請勧誘規制等の見直しに係る規制の

事前評価書（評価実施時期：平成22年10月）（抜粋） 

 

７．規制の便益 

個人向けの店頭デリバティブ取引が不招請勧誘の禁止の対象とな

ることにより、個人が高リスクの取引であることを理解しないままに

取引を行うことを予防し得る効果があるほか、その結果として、不測

の投資損失を回避させることにも繋がり得るという点で顧客保護の

充実が図られる。 
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（注） 日本証券業協会が策定した「ＣＦＤ取引に関する規則」（平成22年３

月）第９条において、協会員は、勧誘における禁止行為等に関する社内
規則を制定し遵守することが義務付けられている。また、同協会におい
て当該社内規則の整備等について監査を行っている。 

 

なお、当省の調査において、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された相談件数

から、金融商品のうち、本改正により不招請勧誘の禁止の対象となっ

た証券ＣＦＤ取引を含む「他のデリバティブ取引」の件数の推移を把

握したところ、図表２－(6)－⑬のとおり、改正施行令施行後、平成

23年11月に相談件数が増加しているが、その後、減少している。 

ただし、当該相談件数には、本改正により規制の対象となった証券

ＣＦＤ取引以外のＦＸ取引等のデリバティブ取引に関するものが多

数含まれると考えられるが、ＰＩＯ－ＮＥＴの機能上、これ以上の詳

細な集計は困難である。 

 

図表２－(6)－⑬ 「他のデリバティブ取引」に関する相談件数のうち訪問販

売・電話勧誘販売の件数及び主な政策の動き 

 

 

 

 

 

 
（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成25年９月
30日までの登録分）によるものである。 

３  平成22年３月に日本証券業協会は自主規制規則に不招請勧誘の禁止等に関する条
項を設けている。 
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ｃ 地方支分部局に対する実地調査結果 

本改正の効果の発現状況の認識について、10財務局の金融商品取引

法指導監督担当部署を調査したところ、図表２－(6)－⑭のとおり、

全ての機関が「分からない」と回答している。 

 

図表２－(6)－⑭ 財務局の金融商品取引法指導監督担当部署におけ

る本改正効果の発現状況についての回答結果 

（単位：財務局、％） 

回答区分 財務局数 

大いに効果があった 0（  0.0） 

ある程度効果があった 0（  0.0） 

あまり効果がなかった 0（  0.0） 

効果はなかった 0（  0.0） 

分からない 10（100.0） 

計 10（ 100 ） 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ （ ）内は、計に対する割合である。 

 

また、「分からない」と回答した主な理由は、図表２－(6)－⑮のと

おり、効果を把握する適切な指標がないこと（50.0％）のほか、本改

正事項に係る事例がないこと（50.0％）となっている。 

 

図表２－(6)－⑮ 財務局の金融商品取引法指導監督担当部署におけ

る「分からない」と回答した理由 

（単位：財務局、％） 

区  分 財務局数 

「分からない」と回答した機関数 10 

 効果を把握する適切な指標がないため 5(50.0) 

 本改正事項に係る事例がないため 5(50.0) 
 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ （ ）内は、「分からない」と回答した10機関に対する割合である。 
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 (ｴ) 平成23年の金融商品取引法改正 

（要旨） 

金融商品取引法上の登録を受けていない業者が、未公開株等を高齢

者等に不当な高値で売り付けるといった事例が多発していたことを

背景として、平成23年に、金融商品取引法が改正され、無登録業者に

よる未公開株等の売付けが原則として無効とされるとともに、無登録

業者による広告・勧誘行為が禁止された。 

本改正の効果の把握結果は、次のとおりである。 

① 「未公開株」に関する相談件数は、相談件数が最も多い平成23年

３月と25年３月を比較すると、586件（63.8％）減少している。 

② 10財務局に対する実地調査では、金融商品取引法指導監督担当部

署の70.0％が「分からない」と回答している一方、同部署の30.0％

が「ある程度効果があった」と回答している。 

③ 消費生活相談員に対する意識等調査では、51.1％が消費者取引の

適正化に「大いに役立っていると思う」又は「どちらかといえば役

立っていると思う」と回答している。 

 

ａ 改正の概要 

金融商品取引法上の登録を受けていない業者が、未公開株等につい

て「上場間近で必ず儲かる」などと勧誘を行い、高齢者等に対して不

当な高値で売り付けるといった事例が多発していたことから、無登録

業者による未公開株等の売付けが原則として無効とされるとともに、

無登録業者による広告・勧誘行為が禁止された。 

 

ｂ 効果を把握するための指標の推移等 

ⅰ）無登録業者による未公開株等の売付けを原則として無効とする

ことについては、私人間のルールを定めるものであり、「規制」には

該当しないため、ⅱ）無登録業者による広告・勧誘行為の禁止につい

ては、既に「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」（平成19

年９月30日施行）や刑事罰で対応していたものであるため、金融庁は、

規制の事前評価を実施していない。 

金融庁では、本改正による効果を把握するための参考指標として、

無登録業者への警告書発出件数やＰＩＯ－ＮＥＴに登録された「未公

開株」に関する相談件数が考えられるとしている。これを参考として

本改正の効果の分析を行った結果は、次のとおりである。 

 

無登録業者への警告件数について、法改正前は、有価証券の売買等

（売買の媒介、取次ぎ、代理を含む。）を無登録で業として行う場合
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には罰則の対象となっていたが、広告・勧誘行為のみでは、その行為

が金融商品取引業に該当する場合を除き、法違反には該当しないため、

行政当局も警告書の発出ができない状況であった。 

しかし、本改正で、無登録業者が未公開株等の売買等を行う前の広

告、勧誘行為についても禁止されたことにより、無登録業者が、未公

開株等の売買の広告・勧誘行為を行っていることをもって、警告書を

発出することが可能になったため、財務局が行った無登録業者への警

告件数は、平成23年度が38件であったのに対し、24年度は137件と約

3.6倍に増加している。 

また、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された「未公開株」に関する相談件数

は、図表２－(6)－⑯のとおり、相談件数が最も多い平成23年３月は

919件であったのに対し25年３月は333件と586件（63.8％）減少して

いる。 
 

図表２－(6)－⑯ 「未公開株」に関する相談件数の推移及び主な政策の動き 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成25年９月
30日までの登録分）によるものである。 
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ｃ 地方支分部局に対する実地調査結果 

本改正の効果の発現状況の認識について、10財務局の金融商品取引

法指導監督担当部署を調査したところ、図表２－(6)－⑰のとおり、

効果を把握する適切な指標がないこと等から「分からない」と回答し

ているものは、70.0％となっている。 

一方、無登録業者の広告・勧誘行為に警告書を発出することができ

るようになったこと等から「ある程度効果があった」と回答している

ものは、30.0％となっている。 

 

図表２－(6)－⑰ 財務局の金融商品取引法指導監督担当部署におけ

る本改正効果の発現状況についての回答結果 

（単位：財務局、％） 

回答区分 財務局数 

大いに効果があった 0（  0.0） 

ある程度効果があった         3（ 30.0） 

あまり効果がなかった 0（  0.0） 

効果はなかった 0（  0.0） 

分からない 7（ 70.0） 

計 10（ 100 ） 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ （ ）内は、計に対する割合である。 

 

ｄ 消費生活相談員に対する意識等調査結果 

消費生活相談員に対する意識等調査において、本改正は消費者取引

の適正化にどの程度役立っているかと思うかと尋ねたところ、図表２

－(6)－⑱のとおり、「大いに役立っていると思う」又は「どちらかと

いえば役立っていると思う」と回答した者が、合わせて51.1％となっ

ている。 

 

図表２－(6)－⑱ 消費生活相談員に対する意識等調査結果（平成23年の金融商

品取引法改正の評価） 

 
（注） 消費生活相談員に対する意識等調査結果に基づき、当省が作成した。 
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 平成23年金融商品取引法改正は消費者取引の適正化にどの程度役立っていると思い

ますか。当てはまる選択肢をお選びください。 （％） 

①大いに役立っ 

(n=2,355) 
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イ 指導監督の実施状況等 

（要旨） 

金融商品取引法に基づく金融商品取引業者に対する指導監督の実施

状況についての把握結果は、次のとおりである。 

① 金融商品取引業者に対する行政処分の実施状況は、金融庁及び11

財務局全体で、平成24年度には43件となっている。 

  また、金融商品取引業者に対する立入検査の実施状況は、証券取引

等監視委員会及び11財務局全体で、平成24年度には249件となってい

る。 

② 第二種金融商品取引業者については、平成25年４月に、「ＭＲＩ  

ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ,ＩＮＣ.」が顧客の資金を消失させると

いう、投資家保護における重大な問題が発生し社会問題となった。 

しかし、平成22年度から24年度までの第二種金融商品取引業者に対

する立入検査実施率は、第二種金融商品取引業者が約1,300者と多数

に及んでいる中、各年度で３～５％程度となっている。 

また、第一種金融商品取引業者及び投資運用業者は、金融商品取引

業協会に加入していない場合、会員と同等の社内規則を設けなければ

ならないとされている（金融商品取引法第56条の４）が、第二種金融

商品取引業者については、同規定は適用されていない（注１、２）。 

他方、一般社団法人第二種金融商品取引業協会においても、会員へ

の監査権限を有しているが、同協会に加盟する第二種金融商品取引業

者は、平成25年３月31日時点で34社であり、同協会が設立された23年

11月以降、実地監査が行われた実績はない。 

③ 金融庁、証券取引等監視委員会及び調査した10財務局の金融商品取

引法指導監督担当部署では、いずれの機関もＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環

境が整備されており、ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報を指導監督業

務に活用している。 

 
 （注）１ 金融庁は、金融商品取引法施行令等の改正により、金融商品取引業

者による顧客に対する虚偽告知を犯則調査の対象とするなどの措置
を講じている。 

２ また、一般社団法人第二種金融商品取引業協会に加入していない第
二種金融商品取引業者に対して、協会規則に準ずる社内規則の作成及
び当該社内規則を遵守するための体制整備を義務付けること等を内
容とする金融商品取引法の改正案が平成26年３月14日に国会に提出
されている。 

 

(ｱ) 制度の概要 

金融商品取引法では、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定

め、金融商品取引所の適切な運営を確保することにより、有価証券の発

行、金融商品等の取引等を公正にすること等を目的として、有価証券の
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売買等を業として行う者について登録制度（注）を実施し、登録を受け

た金融商品取引業者に対する規制等が定められている。 

 
（注） 金融商品取引法において、有価証券の売買等を業として行う場合には、

内閣総理大臣の登録を受けなければならないとされている（同法第29条）。 

 

なお、金融商品取引業者は、図表２－(6)－⑲のとおり、業務内容に

よる分類ができる。 

 

図表２－(6)－⑲ 金融商品取引業者の種類及び主な業務内容 

業務の種別 主な事業者 主な業務の内容 

第一種金融商品取引業 証券会社、ＦＸ業者等 流動性の高い有価証券の販

売・勧誘、顧客資産の管理 

など 

第二種金融商品取引業 ファンド販売業者等 流動性の低い有価証券の販

売・勧誘 など 

投資運用業 投資信託委託業者等 投資運用 

投資助言・代理業 投資顧問業者 投資助言 など 

（注） 金融庁の資料に基づき、当省が作成した。 

 

内閣総理大臣は、その登録を受けた金融商品取引業者に対し、ⅰ）公

益又は投資者保護のために必要と認めるときに、業務の方法の変更その

他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命

ずることができ（金融商品取引法第51条）、ⅱ）金融商品取引業者が同

法の規定に違反したとき等には、金融商品取引業者の登録を取り消し、

又は６月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずる

ことができることとされている（同法第52条）。 

また、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であ

ると認めるときは、報告徴取及び立入検査（証券検査）を実施すること

ができることとされている（同法第56条の２第１項）。 

上記の権限は、内閣総理大臣から金融庁長官に委任され（同法第194

条の７第１項）、金融庁長官の報告徴取及び立入検査の権限等は証券取

引等監視委員会に委任されている（同法第194条の７第２項第１号及び

第３項）。 

さらに、ⅰ）金融庁長官の行政処分、報告徴取及び立入検査に関する

権限並びにⅱ）証券取引等監視委員会の報告徴取及び立入検査に関する

権限は、金融商品取引業者の本店等又は国内における代表者の所在地若

しくは住所を管轄する財務局長（沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。）

又は財務支局長に委任されている（同法第194条の７第６項及び第７項）。 

なお、報告徴取及び立入検査は、金融庁長官又は証券取引等監視委員

会が自ら行うことを妨げないとされており、実際の運用は、金融庁長官、
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証券取引等監視委員会、財務局長等が報告徴取を実施し、証券取引等監

視委員会、財務局長等が立入検査を実施している。 

 

(ｲ) 把握結果 

ａ 金融商品取引業者数の推移 

金融庁及び11財務局が監理する金融商品取引業者数をみると、図表

２－(6)－⑳のとおり、平成22年度は3,080事業者であったのに対し、

24年度は2,930事業者と4.9％の減少となっている。 

 

図表２－(6)－⑳ 金融商品取引業者数の推移 
（単位：事業者） 

年度 
区分 平成22 23 24 

第一種金融商品取引業者 333(100) 315( 94.6) 285( 85.6) 

  金融庁監理 66(100) 64( 97.0) 59( 89.4) 

 財務局監理 267(100) 251( 94.0) 226( 84.6) 

第二種金融商品取引業者 1,303(100) 1,294( 99.3) 1,279( 98.2) 

  金融庁監理 140(100) 132( 94.3) 133( 95.0) 

 財務局監理 1,163(100) 1,162( 99.9) 1,146( 98.5) 

投資運用業者 318(100) 321(100.9) 315( 99.1) 

  金融庁監理 176(100) 170( 96.6) 169( 96.0) 

 財務局監理 142(100) 151(106.3) 146(102.8) 

投資助言・代理業者 1,126(100) 1,108( 98.4) 1,051( 93.3) 

  金融庁監理 131(100) 126( 96.2) 126( 96.2) 

 財務局監理 995(100) 982( 98.7) 925( 93.0) 

計 3,080(100)  3,038( 98.6）  2,930( 95.1） 

  金融庁監理 513(100) 492( 95.9) 487( 94.9) 

 財務局監理 2,567(100) 2,546( 99.2) 2,443( 95.2) 

（注）１ 金融庁の資料に基づき、当省が作成した。 
２ 各年度３月31日現在の数値である。 
３ （ ）内は、平成22年度を100とした場合の指数である。 
４ 金融商品取引業者の登録は専ら財務局が行っているが、財務局登録業者

のうち規模等の観点から一定の事業者を金融庁監理としている。 

 

ｂ  指導監督の実施状況 

(a) 行政処分及び立入検査の実施状況 

金融商品取引法に基づく金融商品取引業者に対する行政処分の

実施状況は、図表２－(6)－㉑のとおり、金融庁及び11財務局全体

で、平成24年度には43件となっている。 
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図表２－(6)－㉑ 行政処分の実施状況 
（単位：件） 

年度 
区分 

平成22 23 24 

金融庁 1 13 6 
 第一種金融商品取引業者 1 7 3 
 第二種金融商品取引業者 0 0 0 
  投資運用業者 0 6 3 
 投資助言・代理業者 0 0 0 
11財務局 47 45 37 
 第一種金融商品取引業者 15 22 15 
 第二種金融商品取引業者 12 10 5 
  投資運用業者 1 4 3 
 投資助言・代理業者 19 9 14 

計 48 58 43 
 第一種金融商品取引業者 16 29 18 
 第二種金融商品取引業者 12 10 5 
  投資運用業者 1 10 6 
 投資助言・代理業者 19 9 14 

（注）１ 証券取引等監視委員会の資料に基づき、当省が作成した。 
２ 行政処分件数の内訳には、各金融商品取引業者への処分件数を記載し

た。 

 

また、金融商品取引業者に対する立入検査の実施状況は、図表２

－(6)－㉒のとおり、平成24年度には証券取引等監視委員会が延べ

84件、11財務局が延べ165件となっている。 

 

図表２－(6)－㉒ 立入検査の実施状況 
（単位：件） 

年度 
区分 

平成22 23 24 

証券取引等監視委員会 60 55 84 
 第一種金融商品取引業者 17 17 14 
 第二種金融商品取引業者 19 16 22 
  投資運用業者 13 11 21 
 投資助言・代理業者 11 11 27 
11財務局 176 158 165 
 第一種金融商品取引業者 77 68 47 
 第二種金融商品取引業者 31 36 41 
  投資運用業者 14 5 17 
 投資助言・代理業者 54 49 60 

計 236 213 249 
 第一種金融商品取引業者 94 85 61 
 第二種金融商品取引業者 50 52 63 
  投資運用業者 27 16 38 
 投資助言・代理業者 65 60 87 

（注）１ 証券取引等監視委員会の資料に基づき、当省が作成した。 
２ 立入検査件数の内訳には、各金融商品取引業者への検査件数を記載し

た。 
３ 検査対象先が複数の種別の登録を受けている場合は、登録を受けてい

る全ての種別に計上した。 
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(b) 第二種金融商品取引業者に対する指導監督の実施状況 

第二種金融商品取引業者については、平成19年の金融商品取引法

施行により新たに規制の対象となったこともあり、証券取引等監視

委員会及び財務局では、21年６月から22年９月までの間に、いわゆ

る集団投資スキームの持分の販売・勧誘を行う35社の第二種金融商

品取引業者等の法令遵守状況について、集中的な検査を実施し、そ

の結果、同委員会は、重大な法令違反等が認められた15社に対し行

政処分を求める勧告を金融庁に行っている。 

一方で、平成25年４月に、第二種金融商品取引業者である「ＭＲ

Ｉ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ,ＩＮＣ.」が顧客の資金を消失さ

せるという、投資家保護における重大な問題が発生し社会問題とな

った。 

しかし、平成22年度から24年度までの第二種金融商品取引業者に

対する立入検査実施率は、図表２－(6)－㉓のとおり、第二種金融商

品取引業者が約1,300者と多数に及んでいる中、各年度で３～５％程

度となっている。 

制度面についてみると、金融庁は、金融商品取引法施行令及び金

融商品取引業等に関する内閣府令並びに金融商品取引業者等向けの

総合的な監督指針の改正により、金融商品取引業者による顧客に対

する虚偽告知を犯則調査の対象とすることや契約締結前交付書面に

おいてファンドに係る記載事項を充実させるなどの措置を講じてい

るところである。 

また、第一種金融商品取引業者及び投資運用業者は、金融商品取

引業協会に加入していない場合、会員と同等の社内規則を設けなけ

ればならないとされている（金融商品取引法第56条の４）が、第二

種金融商品取引業者については、同規定は適用されていない。 

これに関し、同協会に加入していない第二種金融商品取引業者に

対して、協会規則に準ずる社内規則の作成及び当該社内規則を遵守

するための体制整備を義務付ける金融商品取引法の改正案が平成26

年３月14日に国会に提出されている。また、同法案では、ファンド

に出資された金銭が目的外に流用されていることを知りながらその

募集の取扱いを行うことの禁止、国内拠点の設置等の義務付け等が

盛り込まれている。 
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図表２－(6)－㉓ 金融商品取引業者に対する立入検査実施率 

（単位：％） 

年度 

区分 
平成22 23 24 

第二種金融商品取引業者 3.8 4.0 4.9 

（参考）    

第一種金融商品取引業者 28.2 27.0 21.4 

投資運用業者 8.5 5.0 12.1 

投資助言・代理業者 5.8 5.4 8.3 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２  「立入検査実施率」は各事業者数に対する立入検査件数の割合である。 

 

他方、一般社団法人第二種金融商品取引業協会においても、会員

への監査権限を有しており、証券取引等監視委員会及び財務局によ

る検査を補完する役割を担うものと考えられるが、同協会に加入す

る第二種金融商品取引業者は、平成25年３月31日時点で34社であり、

同協会が設立された23年11月以降、実地監査が行われた実績がない

（注）。 

協会加入を促すため、第二種金融商品取引業協会では、事業者向

けの講習会や事業者への個別訪問において協会加入を呼びかける等

の取組を行っており、金融庁では、同協会のパンフレットを財務局

に設置する、事業者向けの講演会で協会加入に係る呼びかけを行っ

ているが、図表２－(6)－㉔のとおり、会員数は34社にとどまって

いる。 

 
（注） 一般社団法人第二種金融商品取引業協会では、実地監査は行われて

いないが、平成24年度から、自己点検報告書制度を導入し、正会員よ
り第二種金融商品取引業に関する業務の取扱状況等について報告を受
けている。 

 

図表２－(6)－㉔ 第二種金融商品取引業協会員及び登録第二種金

融商品取引業者の推移 

（単位：事業者） 

                年度 
区分 平成22 23 24 

協会員（正会員）数 24 35 34 

第二種金融商品取引業者数 1,303 1,294 1,279 

（注）１ 一般社団法人第二種金融商品取引業協会の資料に基づき、当省が作成
した。 

２ 協会員数及び第二種金融商品取引業者数は各年度３月31日時点の数
値である。 

  

このように、協会の加入が促進されていない理由として、金融庁
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や同協会では、第二種金融商品取引業者は不動産業、投資助言・代

理業、投資運用業を兼業している事業者が多く、 

ⅰ）他業を主な業務とし、第二種金融商品取引業は従たる業務にと

どまるケースが多いこと 

ⅱ） 既に他の事業者団体（不動産証券化協会、投資顧問業協会など）

に加入しており、更に第二種金融商品取引業協会にまで加入する

ことは費用面等の負担も大きいこと 

を挙げている。 

金融庁は、上記の協会規則に準ずる社内規則の作成等を義務付け

る金融商品取引法の改正案の成立・施行により、第二種金融商品取

引業協会への加入促進が図られるとしている。 

なお、証券会社が加入する日本証券業協会においては、上記の金

融商品取引法上必要とされている事業者の社内規則の作成を支援し

ていることもあり、同協会の加入率が100％となっている。 

 

ｃ 指導監督における情報収集 

金融商品取引業者等に対する指導監督に活用している情報につい

て、金融庁、証券取引等監視委員会及び調査した10財務局の金融商品

取引法指導監督担当部署では、いずれの機関も自ら受け付けた消費者

からの相談等を活用している。 

一方、金融商品取引業者等に関する相談は、全国の消費生活センタ

ー等でも受け付けている。 

金融庁、証券取引等監視委員会及び調査した10財務局の金融商品取

引法指導監督担当部署では、いずれの機関もＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環

境が整備されており、ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報を指導監督業

務に活用している。 
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(7) 老人福祉法に係る法改正の効果と指導監督の実施状況等 

ア 平成23年の老人福祉法改正の動向とその効果 

（要旨） 

有料老人ホームの入居契約に係るトラブルの増加を背景として、平成

23年に老人福祉法が改正され、ⅰ）権利金等の受領禁止及びⅱ）短期間

での契約解除の場合の返還ルールの法制化等が行われた。 

本改正の効果の把握結果は、次のとおりである。 

① 有料老人ホームの契約・解約に関する相談件数は、相談件数が最も

多い平成23年度と24年度を比較すると、横ばいとなっている。 

 一方、有料老人ホームの契約・解約に関する施設数及び入居定員当

たりの相談件数は、平成22年度以降、いずれも減少傾向にある。 

② 24都道府県の老人福祉法指導監督担当部署に対する実地調査では、

本改正の効果の発現状況について、70.8％が「大いに効果があった」

又は「ある程度効果があった」と回答している。 

③ 消費生活相談員に対する意識等調査では、49.6％が消費者取引の適

正化に「大いに役立っていると思う」又は「どちらかといえば役立

っていると思う」と回答している。 

 

(ｱ) 改正の概要 

有料老人ホームへの入居契約においては、利用者がまとまった前払

金を支払う契約を交わして入居する形態が一般的に行われている。こ

の前払金は高額になることが多く、入居後短期間で退去したのにもか

かわらず前払金が少額しか返還されないなどのトラブルが生じ、そう

したトラブルに関する苦情の件数が増加していた。 

このため、平成23年に老人福祉法が改正（平成24年４月施行）され、

次の事項が規定された。 

ⅰ）権利金等の受領禁止 

前払金について、事業者が受領できる費用を家賃、敷金、介護等そ

の他の日常生活上必要な便宜の供与の対価に限定 

ⅱ）短期間での契約解除の場合の返還ルール 

入居契約において、入居後一定期間内に契約解除があった場合に受

領した前払金を利用者に返還する旨の契約を義務化 

 

(ｲ) 効果を測るための指標の推移等 

本改正に際し、厚生労働省は、政策評価法第９条の規定に基づき、

図表２－(7)－①のとおり、規制の事前評価を実施しており、当該評価

を参考として本改正の効果の分析を行った結果は、次のとおりである。 
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厚生労働省の規制の事前評価書では、図表２－(7)－①のとおり、有

料老人ホームの前払金の支払いに関するトラブルの減少を規制の便益

としている。 

 

図表２－(7)－① 有料老人ホーム等における前払金の返還に関する

利用者保護に係る規制の事前評価 

◎ 有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護に係る規

制影響分析書（評価実施時期：平成22年３月）（抜粋） 

 

(1) 期待される便益 

有料老人ホームの利用者について、入居後一定期間内に契約解除を

した場合、事業者に対して支払った前払金が返還されることとなりま

す。また、前払金の支払いがあっても、返還義務があるため安心して

入居でき、これらに伴うトラブルが減少します。 

（注） 下線は当省が付した。 

 

ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された有料老人ホームの契約・解約に関する

相談件数をみると、図表２－(7)－②のとおり、相談件数が最も多い平

成23年度が435件であるのに対し、改正法が施行された24年度は422件

（3.0％減少）と横ばいとなっている。 

 

図表２－(7)－② 有料老人ホームの契約・解約に関する相談件数の推

移 

 
（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平
成25年９月30日までの登録分）によるものである。 

 

また、平成22年４月から25年３月までの有料老人ホームの契約・解

約に関する相談件数の推移を月別でみると、図表２－(7)－③のとお
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り、23年３月をピークとして改正法成立後は減少し、30から40件前後

で推移している。 

 

図表２－(7)－③ 有料老人ホームの契約・解約に関する月別相談件数の推移及

び主な施策等の動き 
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（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平成25年９月

30日までの登録分）によるものである。 

 

なお、本改正の効果の検証に当たっては、有料老人ホームの施設数

及び入居定員数が毎年増加していることを考慮する必要があると考え

られることから、施設数及び入居定員当たりの相談件数を算出したと

ころ、図表２－(7)－④のとおり、平成22年度以降、いずれも減少傾向

にある。 
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図表２－(7)－④ 有料老人ホームの施設数及び入居定員数からみた

契約・解約に関する相談件数の推移 

（単位：施設、人、件） 

年度 
区分 

平成22 23 24 

施設数 5,232（100） 6,244（119.3） 7,563（144.6） 

 
千施設当たりの
相談件数 

81.2（100） 69.7（ 85.8） 55.8（ 68.7） 

入居定員数 235,526（100） 271,286（115.2） 315,678（134.0） 

 
定員千人当たり
の相談件数 

1.8（100）  1.6（ 88.9）  1.3（ 72.2） 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 施設数及び入居定員数は、厚生労働省の資料によるものであり、各年度

７月１日時点の数値である。 
３ 相談件数は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された全国の消費生活相談情報（平

成25年９月30日までの登録分）によるものである。 
４ （ ）内は、平成22年度を100とした場合の指数である。 

 

(ｳ) 都道府県等に対する実地調査結果 

 本改正の効果の発現状況の認識について、24都道府県の老人福祉法

指導監督担当部署並びに26都道府県及び64市区の消費生活担当部署を

調査したところ、図表２－(7)－⑤のとおり、「大いに効果があった」

又は「ある程度効果があった」と回答しているものは、都道府県の老

人福祉法指導監督担当部署では70.8％となっており、その主な理由と

しては、「事業者指導がやりやすくなった」、「事業者が法改正に合わせ

て業務改善を行った」等、事業者に対する指導監督上の効果があった

ことを挙げている。 

 

図表２－(7)－⑤ 都道府県の老人福祉法指導監督担当部署における

本改正効果の発現状況についての回答結果 

                 （単位：機関、％） 

回答区分 都道府県数 

大いに効果があった 2（  8.3） 
17（ 70.8） 

ある程度効果があった 15（ 62.5） 
あまり効果が無かった 0（  0.0） 

0（  0.0） 
効果は無かった 0（  0.0） 
分からない 7（ 29.2） 7（ 29.2） 

計 24（ 100 ） 24（ 100 ） 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ （ ）内は、計に対する割合である。 
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図表２－(7)－⑥ 都道府県及び市区の消費生活担当部署における本

改正効果の発現状況についての回答結果 

（単位：機関、％） 

回答区分 都道府県数 市区数 計 

大いに効果があった 0（  0.0） 0（  0.0） 
7（  7.8） 

ある程度効果があった 3（ 11.5） 4（  6.3） 
あまり効果がなかった 1（  3.8） 0（  0.0） 

2（  2.2） 
効果が無かった 1（  3.8） 0（  0.0） 
分からない 21（ 80.8） 60（ 93.8） 81（ 90.0） 

計 26（ 100 ） 64（ 100 ） 90（ 100 ） 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ （ ）内は、計に対する割合であるが、小数第２位を四捨五入している

ため、合計が100にならない場合がある。 

 

(ｴ) 消費生活相談員に対する意識等調査結果 

 消費生活相談員に対する意識等調査において、本改正は消費者取引

の適正化にどの程度役立っていると思うか尋ねたところ、図表２－(7)

－⑦のとおり、「大いに役立っていると思う」又は「どちらかといえば

役立っていると思う」と回答した者が、合わせて49.6％となっている。 

 

図表２－(7)－⑦ 消費生活相談員に対する意識等調査結果（平成23年の老人福

祉法改正の評価） 

 
（注） 消費生活相談員に対する意識等調査結果に基づき、当省が作成した。 
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イ 指導監督の実施状況等 

（要旨） 

老人福祉法に基づく入居契約等に関する有料老人ホームへの指導監

督の実施状況等についての把握結果は、次のとおりである。 

① 有料老人ホームに対する前払金の保全措置に係る指導の実施状況

（注）は、全国の都道府県等で、平成24年には101施設となっている。 

なお、平成24年度における都道府県及び市町村による有料老人ホー

ムの契約・解約等に係る行政処分の実績はない。 

② 有料老人ホームに関する相談は、全国の消費生活センター等でも受

け付けており、これらの相談情報はＰＩＯ－ＮＥＴに登録されてい

る。 

調査した24都道府県の老人福祉法指導監督担当部署ではいずれも

ＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境が整備されておらず、消費生活相談担当部

署からＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報の提供を受け、指導監督業務

に活用しているとしているのは１都道府県のみとなっている。 

 
（注） 平成18年４月１日以降に届出があった有料老人ホームに入居した者に係

る前払金の保全措置に関するものに限る。 

 

(ｱ) 制度の概要 

 老人福祉法では、老人の心身の健康の保持及び生活の安定のために

必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図るため、有料老人ホームの

設置について届出制度（注１）を実施し、その設置者に対する規制等（注

２）が定められている。 

 
（注）１ 老人福祉法において、有料老人ホームを設置しようとする者は、その

施設を設置しようとする地の都道府県知事に施設の名称及び設置予定
地等の事項を届け出なければならないとされている（同法第29条第１
項）。 

２ 老人福祉法において、有料老人ホームの設置者は、事業に係る帳簿の
作成・保存、重要事項説明書の交付及び前払金の保全措置等を行わなけ
ればならないとされている（同法第29条第４項～第８項）。 

 

また、都道府県知事は、有料老人ホームの設置者、管理者及び介護

等受託者に対して、報告徴収や立入検査等を行うことができ（老人福

祉法第29条第９項）、違反が認められる場合には、その改善に必要な措

置をとるべきことを命ずることができることとされている（同法第29

条第11項）。 

さらに、これらの都道府県が処理することとされている事務は、平

成24年４月以降、政令指定都市又は中核市が処理するものとされてい

るほか（同法第34条等）、都道府県によっては、地方自治法（昭和22年
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法律第67号）第252条の17の２の規定に基づく条例により市町村が処理

することとされている。 

なお、厚生労働省は、都道府県等の老人福祉法指導監督担当部署に

対し、「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」（平成14年７月18日付

け老発第0718003号各都道府県知事宛て厚生労働省老健局長通知）を示

し、有料老人ホームの利用料や契約内容のほか、構造設備、提供する

食事及び介護サービス等を含む設置運営に係る指導上の留意点を示し

ており、都道府県等では、本指針を参考にして、有料老人ホームの設

置者等に対する指導監督を行っている。 

 

(ｲ) 把握結果 

ａ 有料老人ホームの施設数の推移 

 全国の有料老人ホームの施設数及び入居定員数の推移をみると、

図表２－(7)－⑧のとおり、施設数は、平成22年度は5,232施設であ

ったのに対し、24年度は7,563施設と44.6％増加し、入居定員数は、

22年度は23万5,526人であったのに対し、24年度は31万5,678人と

34.0％増加している。 

 

図表２－(7)－⑧ 有料老人ホームの施設数及び入居定員数の推移 

（単位：施設、人、件） 

年度 
区分 

平成22 23 24 

施設数 5,232（100） 6,244（119.3） 7,563（144.6） 
入居定員数 235,526（100） 271,286（115.2） 315,678（134.0） 

（注）１ 厚生労働省の資料に基づき、当省が作成した。 
   ２ 施設数及び入居定員数は、各年度７月１日時点の数値である。 
   ３ （ ）内は、平成22年度を100とした場合の指数である。 

 

ｂ 指導監督の実施状況 

 老人福祉法に基づく有料老人ホームにおける入居契約の締結状況

等については、前述の(ｱ)のとおり、施設の安全面や入居者へのサー

ビス面等と合わせて、立入検査等の際に指導が行われているところ

である。 

平成23年度及び24年度の全国の有料老人ホームにおける前払金の

保全措置に係る指導状況は、図表２－(7)－⑨のとおり、24年度は101

施設となっている。 
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図表２－(7)－⑨ 有料老人ホームにおける前払金の保全措置に係

る指導状況等 

(単位：施設、％) 

年度 
区分 

平成23 24 

有料老人ホーム数 4,775  6,315  

 

うち前払金を徴収している 
施設数 

1,165 （ 24.4） 1,237 （ 19.6） 

 
うち前払金の保全措置を 
講じていない施設数 

  231 （  4.8） 213 （  3.7） 

  
うち行政指導が行われ
た施設数 

116 （  2.4） 101 （  1.6） 

（注）１ 「有料老人ホーム指導状況等のフォローアップ調査結果」（厚生労働
省）に基づき、当省が作成した。 

   ２ 各年度10月31日時点の数値である。ただし、前払金の保全措置義務に
関する老人福祉法の規定は平成18年４月１日以降に届出があった有料
老人ホームに18年４月１日以降に入居した者に係る前払金について適
用されるため、17年度以前に設置された有料老人ホームの数及び指導件
数は除かれている。 

   ３ （ ）内は、有料老人ホーム数に対する割合である。 

 

なお、平成22年度から24年度における都道府県及び市町村による

契約・解約等に係る有料老人ホームへの行政処分の実績はない。 

 

ｃ 指導監督における情報収集 

有料老人ホームに対する指導監督に活用している情報について、

24都道府県の老人福祉法指導監督担当部署では、主に自ら受け付け

た入居者等からの相談等を活用している。 

一方、有料老人ホームに関する相談は、全国の消費生活センター

等でも受け付けている。 

調査した24都道府県の老人福祉法指導監督担当部署では、いずれ

もＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境が整備されておらず、ＰＩＯ－ＮＥＴ

から得られる情報を活用するためには、都道府県の消費生活相談担

当部署に対し提供を依頼する等の方法によることとなる。 

しかし、このような方法により、ＰＩＯ－ＮＥＴから得られる情

報を活用しているとしているのは１都道府県のみとなっている。当

該都道府県では、消費生活センター等からＰＩＯ－ＮＥＴに登録さ

れた有料老人ホームに関する相談件数及び相談の内容についての情

報の提供を受け、有料老人ホームの立入検査に活用しているとして

いる。 
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(8) 法執行・指導監督における消費生活相談情報の活用状況 

（要旨） 

ＰＩＯ－ＮＥＴは、相談の情報を一元管理し、相談処理の参考に資する

こと等を目的として、国民生活センターが運用しているシステムであり、

国民生活センター、全国の消費生活センター等が受け付けた相談が登録さ

れている。ＰＩＯ－ＮＥＴに入力された情報については、平成 19 年以降、

消費生活相談への対応のみならず、消費者政策の企画・立案や法執行にも

活用するとして、活用の拡大が図られており、国の法執行・指導監督担当

部署でも閲覧が可能となっている。 

法執行・指導監督担当部署におけるＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境の整備状

況及びＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報の活用状況、都道府県等の消費生

活相談担当部署における同情報の提供の考え方等について、７法律（特定

商取引法、宅地建物取引業法、割賦販売法、貸金業法、商品先物取引法、

金融商品取引法及び老人福祉法）の国及び 26 都道府県の法執行・指導監

督担当部署、26 都道府県の消費生活相談担当部署を調査したところ、次

のとおりとなっている。 

① 国の法執行・指導監督担当部署のうち、ＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境が

整備されていないのは、地方整備局の宅地建物取引業法指導監督担当部

署のみである。地方整備局においてＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報を

活用するには、国土交通省本省からの情報提供等によることとなるが、

当該情報提供は年１回にとどまっている等の状況がみられた。 

また、閲覧環境が整備されている金融庁及び財務局の貸金業法指導監

督担当部署では、無登録業者の検索にとどまっている。 

② 都道府県が法執行・指導監督権限を有する５法律のうち特定商取引法

を除く４法律（宅地建物取引業法、割賦販売法、貸金業法及び老人福祉

法）の法執行・指導監督担当部署の一部又は全てで閲覧環境は整備され

ていない。また、これらの部署において、ＰＩＯ－ＮＥＴを閲覧したり、

消費生活相談担当部署等からＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報の提供

を受けることによりＰＩＯ－ＮＥＴを活用しているところは、割賦販売

法を除きごく少数となっている。また、これらＰＩＯ－ＮＥＴを活用し

ていない都道府県の法執行・指導監督担当部署の中には、消費生活相談

担当部署から個別に相談事案の情報提供を受けているため必要性は感

じないとしているところもみられた。 

③ 都道府県の消費生活相談担当部署に法執行・指導監督担当部署から個

別に相談事案の情報提供の依頼があった場合の対応方針について、当該

都道府県の消費生活センター等で受け付けた相談事案のみ情報提供で

きるとしているところが 17 都道府県（65.4％）、情報提供できないとし

ているところが６都道府県（23.1％）となっている。 
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また、調査した都道府県の中には、法執行・指導監督担当部署では、

消費生活相談担当部署が法令に違反する疑いのある事案を把握した場

合には同部署から情報提供があると認識している一方で、消費生活相談

担当部署では、個人情報の管理の観点から情報提供しないとしており、

双方の認識に相違が生じているものもみられた。 

 

ア 制度の概要 

(ｱ) ＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧に関するルール等 

ＰＩＯ－ＮＥＴは、相談の情報を一元管理し、相談処理の参考に資す

ること及び消費者被害の救済及び未然防止・拡大防止に活用することを

目的として、昭和59年度に導入された国民生活センターが運用している

システムであり、国民生活センター、全国の消費生活センター等が受け

付けた相談について、その内容や処理結果等が登録されている。 

各府省及び地方支分部局が、事業者に対する法執行・指導監督のため

にＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境を整備するには、「国の行政機関等におけ

るＰＩＯ－ＮＥＴ情報の利用指針」（平成23年４月消費者庁地方協力課

長決定）に基づき、消費者庁に、閲覧しようとする職員等の利用者申請・

登録を行う必要がある。 

また、都道府県等が同様にＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境を整備するに

は、国民生活センターに、閲覧しようとする職員等の利用者申請・登録

を行う必要があるが、都道府県等の消費生活相談担当部署以外の指導監

督担当部署は、対象とされていない。 

さらに、都道府県等の消費生活相談担当部署、消費生活センター等に

おけるＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報の取扱いについては、国民生活

センターの「ＰＩＯ－ＮＥＴデータ取扱規則」（平成15年10月１日達第

50号）に定められており、 

ⅰ）ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報は、法律、条例、その他の規定に

基づき、消費者被害の未然防止・拡大防止又はその救済に資するため

に利用する（同規則第10条）、 

ⅱ）消費生活センター等が自らの情報を提供する場合は、その内部規程

等に従う（同規則第13条第１項）、 

ⅲ）消費生活相談情報を提供しようとする場合において、当該情報に他

の消費生活センター等が入力した情報が含まれている場合は、該当す

る消費生活センター等の了解を得て情報提供することができる（同規

則第13条第２項） 

こととされており、同情報の提供に関しては各都道府県等の判断に委ね

られている。 

一方、各府省及び地方支部局が、ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報に
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関して消費生活センター等に照会する場合には、「国の行政機関へのＰ

ＩＯ－ＮＥＴ端末設置に伴う利用指針」により、文書で都道府県等に依

頼することとされているが、各都道府県等の法執行・指導監督担当部署

が消費生活相談担当部署に情報提供を依頼する場合の統一的な決まり

はない。 

 

(ｲ) ＰＩＯ－ＮＥＴの利用拡大に係る動き 

消費生活センター等で受け付けた消費生活相談情報について、「苦情

相談情報の効果的活用のための検討会議報告書」（平成19年３月７日）

では、従前、消費生活相談への対応における相談情報の共有を目的とし

ていたＰＩＯ－ＮＥＴを、消費者政策の企画・立案や、法執行にも活用

し消費者被害の未然防止・拡大防止等を図るとして、国においても「Ｐ

ＩＯ－ＮＥＴ端末を設置し、情報の閲覧を可能とするべきである。」と

された。これを踏まえ、各府省の消費者政策の担当課では平成19年12月

より、内閣府国民生活局（平成21年９月から消費者庁）に対しＩＤ・パ

スワード取得の申請をし、承認を受けることによりＰＩＯ－ＮＥＴの閲

覧が可能となっている。 

また、平成22年度に消費者庁で開催された「ＰＩＯ－ＮＥＴの活用に

関する懇談会」の中で、国の地方支分部局にもＰＩＯ－ＮＥＴの利用拡

大を進めていくとの方向性が確認されたことを踏まえ、22年12月以降、

地方支分部局でも閲覧環境の整備が進んでいる。 

 

イ 把握結果 

ＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧及びＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報の活用状

況は、前述の２(1)イ(ｲ)ｃ(a)、同(2)イ(ｲ)ｃ、同(3)イ(ｲ)ｃ、同(4)イ(ｲ)

ｃ、同(5)イ(ｲ)ｃ、同(6)イ(ｲ)ｃ及び同(7)イ(ｲ)ｃにも整理しているが、

全体概要及び都道府県等の消費生活相談担当部署におけるＰＩＯ－ＮＥ

Ｔから得られた情報の法執行・指導監督担当部署への提供の考え方等につ

いては、次のとおりである。 

 

(ｱ) 国（各府省本省及び地方支分部局）におけるＰＩＯ－ＮＥＴから得ら

れた情報の活用状況 

ＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境について６法律（特定商取引法、宅地建物

取引業法、割賦販売法、貸金業法、商品先物取引法及び金融商品取引法）

の国の法執行・指導監督担当部署を調査したところ、５法律（特定商取

引法、割賦販売法、貸金業法、商品先物取引法及び金融商品取引法）の

法執行・指導監督担当部署では、全ての機関でＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環

境が整備されているが、宅地建物取引業法指導監督担当部署のうち、地
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方整備局ではＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境が整備されていない状況とな

っている。 

       

また、ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報の活用状況について、６法律

の国の法執行・指導監督担当部署を調査したところ、図表２－(8)－①

のとおり、 

ⅰ）宅地建物取引業法指導監督担当部署のうち地方整備局では、国土交

通省本省よりＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報を提供されているが、

その頻度が低い、 

ⅱ）貸金業法指導監督担当部署のうち９財務局では、ＰＩＯ－ＮＥＴの

閲覧環境が整備されているものの活用しておらず、活用しているとし

ている金融庁本庁及び１財務局でも、無登録業者の検索のみにとどま

っている 

といった状況がみられ、ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報が未活用又は

十分に活用されていない。 

           

図表２－(8)－① ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報が未活用又は不十

分となっている事例（国） 
区分 調査対象機関 活用状況 

宅地建物取引
業法 

10 地方整備局 全地方整備局で閲覧環境が整備されておら
ず、国土交通省本省からの情報提供は年１回
のみ。本省への情報提供依頼の頻度も低い。 

貸金業法 
 

金融庁本庁  無登録事業者の検索のみに活用 
10 財務局  全財務局で閲覧環境が整備されているが、

９財務局では未活用。１財務局では無登録事
業者の検索のみに活用 

（注） 当省の調査結果による。 

 

(ｲ) 都道府県の法執行・指導監督担当部署におけるＰＩＯ－ＮＥＴから得

られた情報の活用状況 

ＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境について、都道府県知事が法執行・指導監

督権限を有する５法律（特定商取引法、宅地建物取引業法、割賦販売法、

貸金業法及び老人福祉法）の法執行・指導監督担当部署を調査したとこ

ろ、図表２－(8)－②のとおり、特定商取引法執行担当部署では、いず

れの機関もＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境が整備されている一方で、割賦販

売法指導監督担当部署の一部及び貸金業法指導監督担当部署のほとん

どでは、ＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境が整備されておらず、さらに宅地建

物取引業法指導監督担当部署及び老人福祉法指導監督担当部署では、い

ずれの機関も閲覧環境が整備されていない状況となっている。 

 

  

-133-



図表２－(8)－② 都道府県の法執行・指導監督担当部署におけるＰＩ

Ｏ－ＮＥＴの閲覧環境の整備状況 

区 分 調査対象機関 
ＰＩＯ－ＮＥＴの閲覧環境
が整備されている機関 

特定商取引法 26 都道府県 26 都道府県 

宅地建物取引業法 24 都道府県 なし 

割賦販売法 25 都道府県 18 都道府県 

貸金業法 24 都道府県 ３都道府県 

老人福祉法 24 都道府県 なし 

（注） 当省の調査結果による。 

 

また、ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報の活用状況について５法律の

都道府県の法執行・指導監督担当部署を調査したところ、全ての都道府

県で閲覧環境が整備されている特定商取引法執行担当部署では、本情報

を活用している一方で、図表２－(8)－③のとおり、ⅰ）ＰＩＯ－ＮＥ

Ｔの閲覧環境が整備されている割賦販売法及び貸金業法指導監督担当

部署の中には本情報を活用していないところがみられ、ⅱ）ＰＩＯ－Ｎ

ＥＴの閲覧環境が整備されていない４法律（宅地建物取引業法、割賦販

売法、貸金業法及び老人福祉法）の法執行・指導監督担当部署の中には、

消費生活相談担当部署等から情報を得て業務に活用しているところが

みられる一方で、本情報を活用していないとするところも多くみられ

た。 

 

図表２－(8)－③ ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報の活用状況（都道

府県） 
区分 調査対象機関 活用状況 

宅地建物取引業法 24 都道府県 23 都道府県では未活用。残りの１都道
府県のみが消費生活相談担当部署等か
らの情報提供により活用 

割賦販売法 25 都道府県 閲覧環境が整備されている 18 都道府
県のうち２都道府県では未活用 

閲覧環境が整備されていない７都道
府県のうち、５都道府県では未活用 

貸金業法 24 都道府県  閲覧環境が整備されている３都道府
県のうち１都道府県及び閲覧環境が整
備されていない 21 都道府県では未活用 

老人福祉法 24 都道府県  23 都道府県では未活用。残りの１都道
府県のみが消費生活相談担当部局等か
らの情報提供により活用 

（注） 当省の調査結果による。 

 

上記のうち、ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報を活用していない延べ

75 の都道府県の法執行・指導監督担当部署に対し、本情報を活用するこ

とについての意見を聴いたところ、図表２－(8)－④のとおり、消費生
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活相談担当部署から個別の相談事案の提供を受けているため必要性を

感じないとしているところが 75 機関中 26 機関（34.7％）と最も多く、

今後、活用を検討したいとするところも 15 機関（20.0％）みられた。 

 

図表２－(8)－④ ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報を活用することに

ついての意見 

（単位：機関、％） 

区分 機関数 

ⅰ）消費生活相談担当部署から個別の相談事案の提供を
受けているため必要性を感じない 26（34.7） 

ⅱ）ＰＩＯ－ＮＥＴにどのような情報があるか理解して
いないため活用できるか不明 9（12.0） 

ⅲ）自ら消費者からの相談を受けているなど現時点の情
報で足りているため必要性を感じない 8（10.7） 

ⅳ）相談件数が少なくＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報
を活用できるか不明 8（10.7） 

ⅴ）今後、活用を検討したい 15（20.0） 

ⅵ）意見なし、その他 18（24.0） 

ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報が未活用である機関
数 75   

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 複数回答のため、意見ごとの機関数の合計は、回答した機関数と一致しな

い。 
３ （ ）内は、ＰＩＯ－ＮＥＴから得られた情報が未活用である 75 機関に

対する割合である。 

 

このように個別の相談事案の提供を受けているため、ＰＩＯ－ＮＥＴ

から得られた情報の活用の必要性を感じないとしている機関が少なく

ないが、調査した都道府県の宅地建物取引業法及び貸金業法指導監督担

当部署が行政処分を行った事業者について、その端緒情報を入手する以

前に、消費生活センター等に対して同一事業者に係る相談が寄せられて

いる例がみられ、この中には、処分事由と同種の相談が寄せられている

ものもみられたこと（注）から、ＰＩＯ－ＮＥＴから必要な情報を抽出

し、その情報の取扱いに留意しつつ積極的に活用することは、法執行・

指導監督担当部署が適時適切な法執行・指導監督業務を行う上で有効で

あると考えられる。 

また、調査した都道府県の法執行・指導監督担当部署の中からは、こ

のような情報の提供を受けることができれば、より早く調査に着手でき

るとの意見も聴かれた。 

 

（注） 前述の２(2)イ(ｲ)ｃ及び２(4)イ(ｲ)ｃ参照 
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(ｳ) 都道府県内における消費生活相談担当部署から法執行・指導監督担当

部署への消費生活相談情報の提供状況 

都道府県の消費生活相談担当部署から法執行・指導監督担当部署への

消費生活相談情報の提供の仕組みについて、26 都道府県の消費生活相談

担当部署を調査したところ、 

ⅰ）25都道府県では、都道府県内の消費生活センター等において法律違

反が疑われる相談事案を受けた場合、宅地建物取引業法や貸金業法等

の法執行・指導監督担当部署に相談情報を提供する仕組みはない、 

ⅱ）残り１都道府県でもヤミ金が疑われる相談があった場合に貸金業法

指導監督担当部署に連絡する仕組みを設けているが、他の事案に関し

て同様の仕組みはない 

状況となっている。 

また、都道府県の法執行・指導監督担当部署から個別の相談事案の情

報提供の依頼があった場合の対応方針について、26 都道府県の消費生活

相談担当部署を調査したところ、図表２－(8)－⑤のとおり、当該都道

府県の消費生活センター等で受け付けた相談事案のみ情報提供できる

としているところが 17 都道府県（65.4％）と最も多く、情報提供でき

ないとしているところが６都道府県（23.1％）みられた。 

 

図表２－(8)－⑤ 都道府県の法執行・指導監督担当部署から個別の相

談事案の情報提供の依頼があった場合の対応方針 

（単位：都道府県、％） 

区分 都道府県数 

ⅰ）都道府県内の全ての消費生活センター等で受け付けた相
談事案を提供できる 3（ 11.5） 

ⅱ）都道府県の消費生活センター等で受け付けた相談事案の
み情報提供できる 

17（ 65.4） 

ⅲ）情報提供できない 6（ 23.1） 

調査対象都道府県数 26（ 100 ） 

(注)１ 当省の調査結果による。 
  ２ （ ）内は、調査対象都道府県数に対する割合である。 

 

情報提供できないとしている６都道府県の消費生活相談担当部署で

は、その主な理由として、情報提供規程による提供対象となっていない

こと（３都道府県）や個人情報管理上の問題（３都道府県）を挙げてい

る。 

都道府県内の全ての消費生活センター等で受け付けた相談事案を提

供できるとしている３都道府県の消費生活相談担当部署の中には、図表

２－(8)－⑥のとおり、先進的な対応をしているところがみられた。 
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図表２－(8)－⑥ 消費生活相談情報の提供における先進的な対応事例 

事  例 

東京都の消費生活相談担当部署では、市区町村の承諾の下に、「東京都消

費生活総合センター消費生活相談情報提供規程」及び「東京都消費生活総合

センター消費生活相談情報提供規程実施細則」（平成 18 年２月 16 日 17 消総

相第 208 号）に基づいて、都内全ての消費生活センター等で受け付けた相談

事案について、法執行・指導監督担当部署等に情報提供している。また、法

執行・指導監督担当部署等が更に詳細な内容を確認したい場合は、当該相談

を受け付けた消費生活センター等に直接照会を行っている。 

(注) 当省の調査結果による。 

 

このように都道府県ごとに対応方針が異なるのは、各都道府県の消費

生活相談担当部署が法執行・指導監督担当部署に情報提供する場合の情

報の取扱いに関する共通認識を持つための標準的なルールがなく、各都

道府県における判断に任されている状況となっていることに起因して

いると考えられる。 

一方で、国の各法律の法執行・指導監督担当部署や都道府県の特定商

取引法執行担当部署では、ＰＩＯ－ＮＥＴを法執行・指導監督のために

閲覧できる環境が整備されていることから、ＰＩＯ－ＮＥＴに入力され

ている情報の範囲内の情報の提供であれば、これらの機関と同様の情報

を入手することに支障はないと考えられる。 

 

なお、調査した都道府県の中には、図表２－(8)－⑦のとおり、法執

行・指導監督担当部署と消費生活相談担当部署との認識に相違がある状

況となっているものがみられた。 

 

図表２－(8)－⑦ 法執行・指導監督担当部署と消費生活相談担当部署

との認識に相違がある事例 

事 例 

当該都道府県の宅地建物取引業法、割賦販売法、貸金業法及び老人福祉

法指導監督担当部署では、いずれの機関でも「消費生活センターが相談事

案の処理において、法令の違反事例を把握した場合、当該部署に連絡があ

ると考えている。」としている。 

一方で、当該都道府県の消費生活相談担当部署では、相談事案処理時に

法執行・指導監督部署が所管する法令の違反事例を把握した場合の取扱い

について、「相談者からの一方的な申出であり事実関係が確認できていない

こと、個人情報管理の観点からすると、事業者名を他部署に提供すること

は望ましくないため、受け付けた相談内容・事業者名等について、法執行・

指導監督担当部署に情報提供することとはしていない。」としている。 

(注) 当省の調査結果による。 
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